
近世芸予諸島における経済発展の性格
－安芸国御手洗町を事例として－

（土 井 作 治）

は じ め に

これまで瀬戸内海地域のうち，芸予諸島とその周辺を対象として，近世期，とくに１８世紀以降に

限定しての経済発展のあり方に注目し，それを支えている住民の人口増加や，他国稼ぎ，出稼ぎな

どの労働力移動の動きが新しい市場を生み出し，地域変容に重要な役割を果たしてきたことを追求

してきた。

このような視角のもとに本稿では，近世期の瀬戸内海交通が，従来の地乗りから沖乗りに転じ，

北国・山陰・九州から大坂市場に通ずる最短の西廻り海運の盛大化がもたらした風待ち・潮待ちの

好錨地として脚光を浴びてきた安芸国豊田郡御手洗港町を対象としたい。そして，御手洗の自然地

理的環境から港町形成への歩み，人々の移住による人口増加，港湾施設の整備，中継問屋商事の展

開，廻船業の役割などを分析することによって，内海交通に重要な役割を担った御手洗港町の性格

を特定しておきたい。

１．西廻り海運と御手洗港の成立

（１）西廻り航路と御手洗

御手洗町のある安芸国豊田郡大崎下島は，芸予諸島のなかの一つの島で，賀茂郡竹原町の南沖合

約２０キロメートルにある。この大崎下島の東端に御手洗が存在し，大長村に所属する。その対岸に

海上約３００メートルをへだてて，松山藩に属する伊予国越智郡岡村島が横わり，帆船時代，瀬戸内

海を航行する廻船にとっては，風待ち・潮待ちの好錨地になったのである（図１）。

さて，瀬戸内海水運の重要性が高まるのは，大坂が全国経済の中心的都市機能を発揮するように

なったことと深く関係している。その画期とされるのは，寛文１２年（１６７２）幕府が河村瑞軒に命じ

て西廻り航路の整備をはからせ，東北・北陸の北国船が容易に内海航路をへて大坂に達するように
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なったこと。さらに山陰・内海地域や九州沿岸の廻船が，年とともに内海諸港をひんぱんに訪れ，

航行するようになったことによる。ことに西廻り海運の発達は，御手洗町の形成・発展にインパク

トを与えた。すなわち，中世までの内海航路は，ほとんど陸地沿いの地乗りコースであったが，近

世になると内海の中央部をとおる最短距離の沖乗りまたは中乗りと呼ばれるコースの利用が行われ

る。これが西廻り航路である。図２で示した公式な内海航路のうち，ほぼ中央部の太線航路がそれ

にあたるが，芸予諸島あたりでは，備前下津井，備後田島をへて伊予の弓削島・岩城島・大三島と
はかた はなぐり

伯方島の間の鼻栗瀬戸を抜けて安芸の御手洗，伊予の津和地，さらに周防上関・下関へと短縮コー

図２ 内海航路図（『瀬戸内御手洗港の歴史』第３１図より）

図１ 大崎下島と御手洗の位置
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スをたどったのである。

幕府の公用航路は，近世初頭に定められたからだいたい地乗りコースであったが，１７世紀末以

降，商船の多くが西廻り航路をとり出すと，幕府や藩の公用通行にもこのコースを採用するように

なった。たとえば，長崎奉行の往来，流罪人の廻送，オランダ使節の江戸往来，西国大名の参勤交

代時の往復などである。ことに九州・四国の諸大名は，国元から大坂まではほとんどが瀬戸内海を

船で上下するのが一般的であった。航行の途次寄港地には船宿を指定するが，御手洗港では鹿児
お び

島・熊本・長州・中津・延岡・飫肥・小倉・福岡・宇和島・大州の１０藩以上が行っていた（１）。こう

して内海交通が西廻り航路を軸にひんぱんになってくると，コースに沿った各地で風待ち・潮待ち

の寄港地が出現し，薪・水・食料などの供給地として，また，寄港船の積荷商取引の中継市場とし

てにわかに注目されたのである。

（２）御手洗町の形成と港湾施設
ち さ ご

寛永１５年（１６３８）ごろの御手洗は，大長村東端の弁天・天神・千砂子の尾根に抱えられるように

してできた狭い平地で，人家もなく，高付けされた耕地が８町６反余（水田２町２反，畑６町４反

余）ほどの開拓地であった。大長村本郷や沖友に居住する村民のうち２６人が御手洗へ出作りの形で

進出し，小耕地を保有・耕作していた（２）。

このように１７世紀前半期までは，住む人とてない御手洗に，西廻り海運の発達により天然の良港

としての経済的価値がにわかに浮上してきたのである。西廻りの廻船が御手洗湾にあらわれるよう

になると，大長村の人たちは寄港船に水・薪や野菜などを供給していたが，やがて，寛文６年

（１６６６）広島藩の許可を得て，御手洗に家屋敷を建てて町作りを企画し，１８軒の移住者があったと

いう（３）。

さて，御手洗町が行政的に大長村の町方として独立するのは，正徳３年（１７１３）に町年寄制を設

置してからであるが，港湾施設を整備した港町都市の形成には，１８世紀前半期（享保・延享年代）

と１９世紀前半期（文政・天保年代）と２度にわたる新地造成・拡張の改良工事を必要としている。

まず，第１段階の新地造成，本格的な町作りは，ひんぱんに寄港する公用船や客船・廻船に対応

できる船宿サービス・問屋商業機能を備えた規模の港町にすることであった。図３は享保年代に作

成された「芸備諸郡駅所市町絵図」のなかに描かれた御手洗町絵図を示したものである（４）。いまだ

町場区画が整然とされていないものの，弁天社から天満宮あたりをへて蛭子社に通ずる海岸線が埋

め立てられて，幹線沿いに両側町が形成されているのが確かめられる。港湾施設についても，寄港

船の停泊が蛭子鼻西側の湾内で，蛭子社前を荷揚げ場としていたから，正徳・享保年代には鳥居前

に大雁木が設けられ，その後明和７年（１７７０）に幅１０間の大雁木に修築された。享保２０年（１７３５）

ごろ，弁天社前に築出新地が築造され，その両側を本格的な船燥場とし，船８艘を据えることがで

きた（５）。さらに船宿（入港船の積荷の取引，航海中の生活必需品の供給，宿泊の世話などの引受

け）や茶屋（他国取引を支える接客業）も享保年代には公許をとって営業を行うようになる。有力

な船宿には竹原屋があげられ，岩志屋・肥前屋・村内屋・三笠屋らが諸藩の指定をうけて営業し，

茶屋もはじめは「船後家商い」と呼ばれ，若胡屋・伊予屋（藤屋）・堺屋・海老屋が中核となって

営業するようになった。屋号で判明するように，若胡屋は周防上ノ関，伊予屋・海老屋は伊予国，

堺屋は安芸郡蒲刈と瀬戸内各地から移住してきている。

次に御手洗市街地形成の第２段階として１９世紀前半の文政・天保期をあげることができる。これ

は瀬戸内の港町で御手洗の港湾施設・規模をりょうがする所があらわれ，「西国無双之湊」とされ
もくろ

た地位が危くなったことに対する新規挽回の目論みであった。まず，港湾整備のなかで重視された
ち さ ご は と

のが，千砂子波止の築調である。藩の特別許可を得て富籤興行を催して資金調達を行い，文政１１年

（１８２８）から翌年にかけて築調を完成し，庄屋三笠屋忠左衛門が寄進した常夜高灯籠（灯台）を建
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てた（６）この波止の完成によって千砂子磯とよばれた暗礁による船座礁が解消され，碇泊船数が増加

しただけでなく，御手洗港は従来の北側を内港とし，新たに南側に外港をもつことになり，港の規

模が格段に拡張されたわけである。

次に千砂子波止に続いて天保１０年（１８３９）までの１０か年を費やして，蛭子社から住吉神社にかけ

ての海岸線を埋めたてて宅地造成を行い，町並区画の拡大がはかられた。図４は『芸藩通志』に載

図３ 享保年代の御手洗町絵図（『芸備諸郡駅所市町絵図』）

図４ 文政初年の御手洗町割り図（『芸藩通志』巻４）
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せられている文政初年の御手洗港の町割り図であるが，この段階では蛭子町から住吉町の半ばが描

かれ，千砂子波止はもちろん，その周辺も未開拓で画面の対象になっていなかったことが判明す

る。これに対して，つぎの図５とを比較すると，１９世紀前半期における御手洗港の町整備の重点を

どこにおいたかが明示される。すなわち，町のほぼ中央部にあたる蛭子町から南側海岸線を千砂子

の尾根にいたる間の開発整備であった。千砂子波止や住吉町前の大雁木（幅１０間）の築造をはじ

め，榎町・住吉町地区の新地や宅地造成が大きく進展している。なお，この時期，弁天社前の築出

をはさんだ両船燥場が，船１５艘を据えられる規模に拡大・改修されている（７）。

さらに天保元年（１８３０）広島藩は，他国船誘致の立場から環境改善にも取り組み，海岸線にみえ

る草葺家屋はすべて取り除き，海岸線埋立てによる瓦葺家屋の新築を命じており，諸国通航の他国

船の目をも意識した見苦しくない景観整備にも配慮するところがあった（８）。

（３）人口の増大と住民構成

御手洗町の形成とその発展ぶりを直接示してくれるのが，戸数や人口の増加に外ならない。表１

は，御手洗町の戸数や人口の増加動向をまとめたものである。もっとも，御手洗は当初大長村の枝

図５ 御手洗を構成する各町（『豊町史』本文編１０１ページ図５５による）
（海岸道路・幅員４メートルは昭和２０年代大崎下島一周道路とし
て建設された。）
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郷として形成されたから，１８世紀半ばまで単独の数値を示すことができない。しかし，寛文６年

（１６６６）の移住戸数１８軒以来，村内はもとより周辺各地からしだいに移住してくる人々が増加し，

寛延元年（１７４８）に戸数８３軒という実数を把握することができる。そして，明和５年（１７６８）の戸

数１０６軒，人口５４３人が，約３０年後の享和元年（１８０１）にはほぼ３倍の戸数３０２軒，人口１，５７０人に急

増したのである。したがって，この１８世紀半ばから，１９世紀はじめまでの半世紀が，御手洗の港町

にとってもっとも躍進した時期と見ることができよう。１９世紀以降（化政期～幕末）は史料不足の

ため確かな数値が得られないものの，文久元年（１８６１）の戸数３７５軒，嘉永６年（１８５３）の１，６５９人

が，それぞれ戸口のピークとなっており，化政・天保期と微増が続いたものの，幕末には減少傾向

があきらかで，御手洗町の経済状況も１９世紀からの半世紀は停滞ないし衰退現象があらわれてい

る。しかし，大長村全体の戸数・人口をみれば，いずれも１．４倍増であり，その内訳は御手洗０．９

倍，本郷・沖友１．８倍を示し，１９世紀初めまでの御手洗町集中化現象が，１９世紀以降は周辺島嶼へ

分散化，地域への平準化現象があらわれているのである。ともかく，御手洗町の形成に限ってみる

と，最初大長村の本郷・沖友からの移住によって出発し，その後，村内以外からも近辺の島方，あ

るいは沿岸部の竹原や忠海，さらに遠近他国からの出稼ぎ・出店・移住者が相次ぐことによって港

町商業機能を整えた町方の住民構成がなり立ったのである。

さて，１８世紀後半期を中心に成立した港町御手洗には，船宿・茶屋（客屋）・問屋・仲買・小

売・廻船持・水主・仲仕・職人など多様な職種の人々があつまって活況を呈したといわれるが，住

民構成として把握できる公式な「差出帳」などでも，表２のように本家・小百姓（万小家）・浮

過・かわたなどの身分的な把握であって，かならずしも実態を示すものではなかった。この表から

は村全体としての数値しか示せないが，１８世紀初頭までは，１人前の百姓である本家百姓，自立し
こ いえ

ていない階層として小家，治安等の役を負担するかわたと３区分していたが，１８世紀半ばから本百

姓（役家＝水主役銀の負担を指定された家），小百姓・浮過，かわたなどと区分している。小百

姓・浮過（借屋）・部屋らが一括してあるのは，いずれも自家生産では生活できず，主に雇庸労働

表１ 大長村の戸口推移

年代（西暦）
御手洗町 本郷・沖友 大長村総計

戸数 人口 戸数 人口 戸数 人口
貞享元（１６８４） ４９７
元禄４（１６９１） ５５２
宝永５（１７０８） ６３８
享保３（１７１８） ３０８ ６０５
〃１１（１７２６） ６５８
延享３（１７４６） ３２１ ９８６
〃 ４（１７４７） ８３ ２８４ ３６７ ９５３
宝暦７（１７５７） ３４６ １，０５６
明和５（１７６８） １０６ ５４３ ２６１ １，０３０ ３６７ １，５７３
天明３（１７８３） ２４１ １，１９０ ３１７ １，３３３ ５５８ ２，５２３
享和元（１８０１） ３０２ １，５７０ ３３７ １，４１２ ６３９ ２，９８２
文政２（１８１９） ８１０ ３，５１８
天保１１（１８４０） １，６４１ ２，１２１ ３，７６２
嘉永６（１８５３） １，６５９ ２，３８８ ４，０４７
文久元（１８６１） ３７５ ４８０ ８５５ ３，８００
慶応２（１８６６） １，５６８ ２，５４５ ４，１１３
明治２（１８６９） ３４４ １，４１８ ５０７ ２，３５０ ８５１ ３，７６８

元禄４年「大長村人数改覚書」，宝永５・享保３・延享３年「大長村差
出帳」，明和５・享和元年「大長村宗旨御改帳」など，（『豊町史』資料
編所収）による。
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で収入を得る階層に外ならない。そのなかで文政２年の「国郡志御編集下弾書出し帳」は，大長村

の住民構成を実態に近づけて細区分しており，百姓４８１軒は耕地をもち農業を営むものに拡げ，町

人１１８軒は御手洗の町方，職人１３軒，浮過１１８軒の大部分が御手洗居住と思われる。さらに村民の就

業状況を村方と町方に分けて示したものによると，村方（本郷・沖友）は農業従事者６０パーセン

ト，山働き３０パーセント，船稼ぎ１０パーセントとし，町方（御手洗）は問屋・仲買・小売（商業）

の者３０パーセント，船宿・客屋・風呂焚（接客サービス）３０パーセント，農業・船稼ぎ・日雇・中

背４０パーセントとまとめていて，村方はさておき，町方（港町）住民の職業構成の大要を知ること

ができる（９）。

たしかに，御手洗町の港町形成期のあり方としては，町民のすべてが他からの移住者であったか

ら，町全体として特別大きな商人もなく，比較的平均化した状態で諸廻船相手のサービス業に従事

していたであろう。しかし，ひんぱんに廻船が寄港し，問屋商業が活発になるにつれて，一方に富

める船宿・問屋・茶屋・仲買が生れ，他方にはそのもとで働く多くの沖仕をはじめ雇庸労働が必要

になり，さらに船稼ぎ，水主稼ぎの仕事も増して，いわば賃金によって生活する階層（浮過・日雇

層）が形成されていったのである。

このことは，御手洗の市街地形成のなかで明確な住み分けとしてあらわれている。１９世紀前半期

までに形成された御手洗市街地は，東組・西組・みくり・弁天・薬師の５組に分れていた。東・西

両組は，新開鼻と呼ばれる海岸線で，蛭子鼻付近を東組，その西側の１８世紀初頭の新地埋立て地を

西組とした。蛭子鼻付近は荷揚げ場となっており，問屋層の居住区で，竹原屋・柴屋・堺屋・廿日

市屋・村内屋らの大店によって分割所持されていた。西組の埋立て新地も，大店の所持地であった

が，長屋作りの貸家が多く建ち並んでおり，中背や浮過ら借家層の居住区とされていた。

海岸線に沿った東・西両組に対して，山際に位置する３組のうち，薬師組は山岡周辺を占め，風

呂屋・宿屋を営む小規模な接客業者や，水主・船番・中背（沖仕）といった港湾施設労働者の居住

区となっており，みくり組は住吉町の裏手に当り，役家（幕府・諸大名の公用船の停泊・通行に要

する諸経費を負担する家持層３０軒ほど）をはじめ，遊女の口入れ稼業や沖仕・古着洗濯屋らの居住

区であった。また，弁天組は大浦から弁天社の下あたりで，船燥場があったことから，燥場で働く

雇庸者をはじめ，借屋層のための貸家群が立ち並んでいた（１１）。

以上のように御手洗の市街のあり方は，海岸沿いの問屋層居住区を表家（表町）と呼ぶのに対し

て，山際に沿う３地区を裏家（裏町）と呼び，明確な階層区分が存在していた。しかし，御手洗商

業のなかでは表家の問屋層と裏家世界とのつながりは深いものがあった。たとえば，竹原屋は天保

６年（１８３５）町内に３０軒ほどの貸家を所持し，家賃２貫３５７匁余になるが，このうち貸家１８軒が薬

師組の山岡にあり，家賃１貫１７７匁を立て替えるなどして，山岡住民を支配下においていたのであ

る（１２）。このほか柴屋は，文化１１年（１８１４）ごろ弁天組大浦・新地鼻に貸家２７軒，若胡屋・三笠屋ら

も大浦その他に貸家を所持し，借屋層を従属させる仕組になっていた。これは大店層の経営にとっ

表２ 大長村の身分階層別家数の推移

年代（西暦） （本家百姓）（町人）（職人）（万小家）（浮過）（かわた）
正徳２（１７１２） 本家７３軒 万小家１８９軒
享保３（１７１８） 本家７３軒 万小家２３０軒 革田３軒
延享３（１７４６） 本家８６軒 小百姓・浮過・部屋とも２２８軒 革田４軒
寛延元（１７４８） 役家８６軒 小百姓・浮過・部屋・灰屋共２２８軒 革田４軒
寛政４（１７９２） 本百姓１５６軒（内８６軒役家） 小百姓・浮過２７２軒
文政２（１８１９） 百姓４８１軒 町人１１８軒 職人１３軒 隠居家３４軒 浮過１１８軒 革田２６軒

各年代「大長村差出帳」，文政２年「大長村・御手洗町国郡志御編集下弾書出し帳」（豊町
役場蔵・『豊町史』資料編所収）による。
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て不可欠な荷揚げ・運搬などの港湾労働，廻船乗組員，あるいは町を支える接客業（遊女らの口

入）などを維持するための人的編成に役立った。

裏家住民の多くは土地から遊離し，貸家に住む浮過と呼ばれる階層であり，近在島々や各地から

の出稼ぎ・移住者で構成され，主に港湾労働の中背（沖士）や日雇い労働に従事していた。中背は

個人として問屋層に雇用されていたわけではなく，中背衆という形で集団化を遂げたので，町方も

中衆支配役（中背頭）を設けて，賃銀の配当方法や中背心得などを作り，監督システムをもって対

応するようになった。なお，港湾労働にはかわたも日雇いで従事しており，他の被雇用者と同じ賃

銀が支払われており，労働力販売の面で差はなかった（１３）。

２ 他国中継商事の展開

（１）船宿から問屋商事へ

御手洗の商業は，１７世紀の後半船宿業からはじまった。船宿は他所船が入港すると，積荷の取引

をはじめ，航海中の生活必需品の補給，乗組員上陸の際の宿泊など一切の世話を引受けた。それは

一般の商船はもとより，幕府・諸藩の公用船も同じであった。たとえば，西国大名の参勤交代に際

して，九州諸藩の船は御手洗を寄港地に指定した上，蔵米や諸特産品の大坂登せの世話を船宿に頼

んでいる。このように御手洗の港町機能は，船宿を基軸に諸廻船のサービス業的商業から出発し，

廻船を相手に積荷取引が活発に行われるうち，問屋・仲買・小売の機能分化もあらわれて，やがて

米穀を中心にした大規模な中継的問屋商事が展開されるのである。とくに１８世紀半ばからは，問屋

商事を中心とする中継的商業へ性格変化をとげた。それは他国船を相手に他国商品を他国へ仲介す

る取引である。問屋は入港した他国船から売荷がでると，問屋触れで仲買人を集め，入札によって

買い取らせる。仲買人はそれを別の他国船に売るか，または小売に卸すかの役目を果した。西国諸

藩から船宿に指定されたのは，日向延岡藩が竹原屋，肥後熊本藩が岩志屋・脇屋，筑前小倉藩が竹

原屋，のち筑前屋，伊予宇和島藩が村内屋・竹原屋などであり，いずれも御用商人的性格を付与さ

れて，それぞれ諸藩の米穀や特産物の販売を請負っている。たとえば，竹原屋は明和年代に日向延

岡藩の船宿に指定され，以後同藩の年貢米をはじめ特産の材木・煙草などの委託販売を行ってい

る（１４）。しかも，その実情は竹原屋が延岡藩の資金調達に応じ，その前貸しに対する商品の引受けで

あり，藩の借財を肩代りしたものに外ならなかった。

さて，竹原屋の廻船商事については，「竹原屋客船帳」が残されていて，享和元年（１８０１）以前

から安政４年（１８５７）まで約６０余年にわたって商取引のあった廻船数とその船籍を知らせてくれ

る（１５）。すなわち，竹原屋と取引した客船総数は，１，２４７艘に達する。その内訳として，始期は不明

であるが寛政１２年（１８００）以前の取引客船１６４艘（１３．２パーセント），享和元年（１８０１）から天保元

年（１８３０）までの化政期中心の３０年間で７８１艘（６２．２パーセント），天保２年（１８３１）から安政４年

（１８５７）までの２７年間で３０２艘（２４．２パーセント）であり，化政期を中心とする期間に廻船の来港

が集中し，年平均２６艘余の客船と商取引があったことになる。また，客船を船籍別に集計すると，

摂津・和泉・紀伊の畿内３国の船１２７艘（１０．６パーセント），播磨・淡路・備前・備後など山陽７か

国の船５１２艘（４２．９パーセント），松前・出雲・石見など北国・山陰諸国の船１６艘（１．３パーセン

ト），伊予・讃岐・阿波・土佐の四国の船３８９艘（３２．６パーセント），壱岐・対馬を含む九州７か国

の船１４９艘（１２．４パーセント）ときわめて広い範囲の廻船分布を示しているものの，防長両国（長

州藩）の船籍２５６艘，備前・備中・備後３国の船籍２３１艘，伊予国の船籍１４９艘など瀬戸内沿岸・島

嶼部を船籍地とする廻船との取引が７５パーセント以上を占めているし，土佐国１５７艘，肥前国７７

艘，紀伊国７７艘などのように，特定の国々の国産商品売捌きのための中継問屋商事にふかくかか

わっていたことが知られる。
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以上のように，御手洗港町は，いわば中央市場大坂と全国商品生産地とを結ぶ流通網のなかで，

瀬戸内交通における輸送・販売の中継拠点の役割を果していたことが指摘される。

（２）他国商品と問屋取引の実態

御手洗における問屋取引は，芸予諸島においてどのような地位にあったのであろうか。化政期と

いえば，御手洗の他国商事も多少ともかげりの見えだした時期にあたるが，広島藩では国益政策の

展開中で，領内郡村の特産物や他国金銀出入の調査を通じて，地域ごとの自給度に基準をおく経済

状況の把握を試みている。表３はすでに報告されている地域の他国売買取引の総額のみを掲げたも

のである。また，表４は，天保１０年（１８３９）の豊田郡内各組ごとの他国金銀取引状況をまとめてい

る。文政１０年（１８２７）の山県・佐伯両郡では，地域特産の鉄や紙，材木・木地・薪炭・麻苧・茶な

ど他国売商品を多量に産出し，売り捌くことができたので，燈油・干鰯・薬種・米穀など生活必需

品の購入と差引くと，他国取引による正銀所得率が高くなっている。これに対して賀茂・豊田両郡

の浦辺・港町においては，他国商品の買付けによる正金銀の支払い率が高くなり，正金銀の他国流

出を防ぐことができなかった。御手洗町の文政１０年（１８２７）と天保１０年（１８３９）を比較すると，他

表４ 天保１０年豊田郡各組の他国金銀取引状況

売捌き入銀 買付出銀 差引正銀

豊

田

郡

御 手 洗 町
（大崎組）

貫 匁
１２０．０００

貫 匁
５９５．５６０

貫 匁
－４７５．５６０

忠 海
（浦辺組）

３０．０００ ２６８．１６０ －２６５．１６０

瀬 戸 田 町
（生口組）

９８．４００ －９８．４００

南 組 １６．６４０ －１６．６４０
北 組 ５．２００ －５．２００
西 組 １２．４８０ －１２．４８０
東 組 １４．０４０ －１４．０４０

総 計 １２３．０００ １，０１０．４８０ －８８７．４８０

天保１０年４月「他国より正金銀を以て買入れ候必用品申上
書附」（豊町役場蔵『豊町史』資料編所収）

表３ 他国正金銀の取引状況

区 分 収入（売） 支出（買） 差 引

（
一
八
二
七
）

文
政
一
〇
年

佐 伯 郡
貫 匁

銀１，７８０．１８０
貫 匁

１，２４４．０００
貫 匁

５３６．１８０
山 県 郡 ２，２９１．０１０ １，０１６．２４０ １，２７４．７７０

�
�
�
�
�
�
�

黒 瀬 組
（１９か村）

２７．１８０ １９．０００ ８．１８０

賀 茂 郡 浦 辺 組
（１９か村）

９８５．５００ １，１９５．０９０ －２５６．５９０

竹 原 町 １，８３０．０００
豊 田 郡 御 手 洗 町 １，２８８．８５４ １，４５４．５０１ －１６５．６４７

（
一
八
三
九
）

天
保
一
〇
年

御 手 洗 町 １，０３５．０００ １，６３１．０００ －５９６．０００
豊 田 郡 忠 海 ８０．０００ ３４８．１６０ －２６８．１６０

瀬 戸 田 町 ０．０００ ９８．４００ －９８．４００

『広島県史』近世２，『廿日市町史』近世資料編１，『加計町史資料』下巻，
『豊町史』資料編による。
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国商品の買付けが銀１，４５４貫余から１，６３１貫余と１７７貫余増しているものの，他国売りは１，２８８貫余か

ら１，０３５貫余と逆に２５３貫余の減少となり，それぞれの年の収支差引では，前者が銀１６５貫余の持出

し，後者は５９６貫余の持出しと，３．６倍に持出し拡大の傾向がみられる。天保１０年の豊田郡各組ごと

の他国金銀取引量を見ると，浦辺・島嶼の忠海・御手洗・瀬戸田の３港町をもつが，御手洗が郡取

引額の過半を占めていたことがわかる。以上いくつかの事例でわかるように御手洗港町の他国商事

による取引額は，豊田郡はもとより広島藩内の主要港町のなかでも群を抜いていたことが指摘でき

る。

次に中継問屋商事の対象となった取引商品をとり上げたい。文政２年（１８１９）広島藩へ差出した

「国郡志御編集下弾書出し帳」によると（１６），市場交易の品として「３月頃より８月頃迄，北国登り

穀物・諸色商ひ第一に仕候，９月頃より２月頃迄，予州・中国・九州辺穀物・諸色等商ひ仕候」と

いい，次に３０種の品名を掲げている。

穀物 あいもの 荒物 小間物 酒 塩 薪 茶 味噌 醤油 酢

油 粕 蝋燭 呉服類 木綿 綿 紙 薬種 菓子 銘酒 瀬戸物

琉球芋 桃 柿 諸茸類 金物細工もの類 野菜類 香類

また，表５・６は文政９・天保１０両年において御手洗港で取引された他国商品の売買高を商品別

にまとめたものである（１７）。表５は文政９年に御手洗の諸問屋が正銀で買入れた諸品を銀１，４５４貫５０１

匁余と計上している。その明細は商品別に米・麦以下３４品目に分けられるが，少額の取扱いのため

品名を連記したものがあり，ここでは一括した（２２品目，１品目当り平均６４４匁）ので，１５項目に

まとまった。そのうち，米の買入れ高が群を抜いて銀１，１３２貫８１２匁余（１石６０目替として１万８，８２０

石余），全体の７８パーセント弱に達しており，大豆・小豆・そら豆の銀１３６貫２８５匁余（９．３パーセン

ト），酒の銀１１２貫９６３匁余（７．７パーセント），大坂油の銀１４貫余（０．９パーセント）と続き，他はい

ずれも取引銀高１０貫目以下であった。また，正銀入り高の総計は銀１，２８８貫８５４匁余，このうち，買

表５ 御手洗町における他国商品取扱い高（文政９年）

他国より正銀にて買入れ高 正銀入り高

商 品 銀 高 内 容 銀 高

米
貫 匁

１，１３２，８１２．４３
米其外諸品他国へ売立候仕切銀
辻，但凡八歩方と見て

貫 匁
１，１６３，６１０

麦 ７，７２２．９２ 燥浜上り高 ８，２５０
大豆，小豆，そら豆 １３６，２８５．３４ 茶屋上り高 １１６，９９４．１
酒 １１２，９６３．９８

計 １，２８８，８５４．１大坂油 １４，０１０．９２

貫 匁
差引 １６５，６４７．２４…他国へ出る正銀

篠巻繰綿類 ７，１６０．０１
炭 ２，２８８．５０
椎茸 ２，５５６．４５
生姜并ニこんぶ ４，２５４．８０
たばこ ５，０３６．２６
岩国島 １，４４２．１４
素麺 ８，０７８．９０
むしろ，七島，板，蝋燭，材
木，かつを，鯨，あへ物，芥
紙，日うどん，瀬戸物，さな
だ，西瓜，といし，するめ，い
も，塩，薪

１１，５９２．２３

黒砂糖 ５，０５６．５６
茶 ３，２３９．９０

計 １，４５４，５０１．３４

豊町役場蔵「文政九年分商事ニ付他国へ正金銀出入差引御尋ニ付人別書出し寄せ帳」（文政１０）に
よる。
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表６ 御手洗町の他国商事の概況（天保１０年）

商品
他国より正銀にて買入 他国へ正銀にて売払 領内へ藩札にて売払

備考
数量 銀 高 買 入 先 数量 銀 高 売 払 先 数量 銀 高 売 払 先

米
（雑穀）

石

１７，０００
貫

（１１７２．４１４） 北国・肥前・豊前・長門・
周防・伊予・備前・備中

石

１１，２００
貫

（７７２．２１４） 土佐・日向・讃岐・大洲・
宇和島・上ノ関

石

５，８００
貫

４００ 町内，近辺島々，漁師等の
飯米用として

酒

丁

３，５００ （１７５） 大坂，播磨，備前，伊予，
ほか

丁

２，０００ （１００） 諸廻船

丁

１，５００ ７５ 町内揚屋用，漁師，近辺
島々

干 鰯 １２ 北国船の船頭・水主のはせ
荷

１２ 近辺島々

たばこ ４５ 豊後刻たばこ・柴たばこ ３０ 諸廻船その他 １５ 町内，漁師

素 麺

箱

１，２００ （４８） 灘目，小豆島

箱

５００ （２０） 諸廻船その他

箱

７００ ２８ 町内，島々
国産を
広島・
尾道よ
り取寄
せるが
それは
除く

蝋 燭 ６ 筑前 ６ 町内 同上
薬 種 ８ 大坂 ８ 町内
かつを
ぶ し

９０ 土佐・日向 ７５ 北国その他諸廻船 １５ 町内仕出し屋麺類屋ほか

砂 糖
丁

２５０ （３５） 肥前・大坂・讃岐
丁

２００ （２８） 北国その他諸廻船
丁

５０ ７ 町内職屋
呉 服 ２５ 京都・大坂 １０ 伊予地諸廻船 １５ 町内茶屋子供芸子

藍 玉
俵

５６ １４．５６ 阿波
俵

５６ １４．５６ 町内，島内紺屋７軒分

計 １，６３０．９７４ １，０３５．４１４ ５９５．５６

豊町役場蔵「他国�正金銀ヲ以買入候必要品申上書附」（天保１０）による。なお，（ ）内は計算値。

瀬
戸
内
島
嶼
部
の
独
自
性
と
周
辺
地
域
と
の
交
流
に
つ
い
て
（
土
井
・
村
上
・
三
好
・
岡
嶋
・
喜
田
・
佐
藤
）
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入れた他国商品を他国へ転売した額１，１６３貫６１０匁（買入れ額の約８割に当る）は，入銀の９０パーセ

ントを占め，他に茶屋上り高１１６貫９９４匁，燥場上り高８貫２５０匁が計上されている。両者を差引く

と正銀１６５貫６４７匁余の国外流出となり，港町経済では交易用資金となる正銀調達が大きな課題と

なった。

天保１０年の表６の方は，他国商品の買入れ額と買入れ先，および他国船への正銀転売額と領内札

銀売払い額，それぞれの売払い先をまとめている。この年の他国商品の買入れ総額は，銀１，６３０貫

９７４匁で，文政９年よりも１７６貫余り上まわる。このうち，米穀類が１，１７２貫４１４匁（１万７，０００石）

で全体の７１パーセントと過半を占めており，北国・九州・瀬戸内諸国と広い範囲の廻船から買付け

ている。酒は１７５貫（１０パーセント）で，大坂・播磨・備前・伊予の廻船から，かつお節は９０貫目

で土佐・日向の廻船からの買入れ，その他は買入れ額５０貫目以下の諸品目で，干鰯は北国船，藍玉

は阿波船，煙草は豊後船というように特産地から買入れたもの，薬種・呉服・砂糖・素麺などのよ

うに大坂下りか，産地船買いのいずれかであった。

つぎに他国買入れ商品の６３パーセントにあたる銀１，０３５貫４１４匁の商品を他国船に転売したが，そ

のうち，米穀は銀７７２貫４１４匁（１万１，２００石）と過半を占め，宇和島・讃岐・大洲など瀬戸内各地

と土佐・日向・上ノ関（周防）に売り捌いている。酒・煙草・素麺・蝋燭，その他もすべて諸廻船

売りである。

さらに他国買入れ商品の３７パーセントにあたる銀５９５貫５６０匁が領内札銀売捌き分であり，そのう

ち，米穀は銀４００貫目（５，８００石）で６７パーセントと過半を占め，町内・近辺島々，漁師らの飯米用

にあてられた。その他の酒・煙草・干鰯・素麺なども，町内のほか島々の漁師・浮過らの生活用に

費やされた。

以上のように正銀で買入れた諸商品は，中継商事で他国船に転売される限り，商事資金の運用蓄

積は可能であったが，町内をはじめ近辺島々の地域住民の消費用に廻されて札銀処理される限り，

この部分が拡大すればするほど，港町経済にとって交易用正銀の不足をきたし，積極的な正金銀調

達の対策を必要としたのである。

（３）他国米商事の特質

広島藩は早くから領内の米穀統制を実施しており，港町で他国米商事を許可されていたのは，宮

島・尾道・御手洗の３か所にすぎなかった。表７は，文政９年分の御手洗町他国商事の取引銀高

を，問屋別に米・雑穀とその他商品に分けて取りまとめたものである。結局，米・雑穀の取引銀高

は，全取引高の８６パーセント（天保１０年では約７２パーセント）と他商品を圧倒している。しかも，

米穀取引高の７８パーセントを新屋が独占取引しており，のこる２２パーセント分（２７６貫７９４匁）を廿

日市屋・竹原屋・住吉屋・肥前屋・村屋・明石屋・米屋弥惣七の７人が取引し，取引銀高２２２貫弱

の廿日市屋以外はすべて銀３０貫目以下の小口取引であった（１８）。

さて，他国米取引については，米穀の収穫時期や領主米の年貢取立などに関連するため，その取

引には季節的な違いがあり，春から夏にかけて主として北国米を扱い，秋から冬にかけては近くの

瀬戸内米・九州米を取扱うのが主になった。その大まかな傾向として，①北国米，②瀬戸内米（と

くに伊予米），③九州米という順で取引が行われた（１９）。もっとも，北国船の入港は天候次第ともい

われ，一度に５０艘，１００艘が投錨することもあり，取引に現銀不足を来たし，資金繰りの可能な大

店が有利に取引を運ぶことになった（２０）。また，他国船への転売にあたる売取引の相手は，土佐・日

向・讃岐・大洲など豊後水道をはさんだ地域から太平洋側にかけてが主流であったし，もう一方

に，領内札銀取引の行われた御手洗町消費及び近在島々の漁師・浜子（塩田労働者）らの飯米供給

分があった。このことを天保１０年（１８３９）の表６によって確認すると，御手洗町において他国船よ

り正銀買付米は１万７，０００石で，そのうち，他国船へ正銀売払い分が１万１，２００石（６５．９パーセン
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ト），領内の札銀売払い分５，８００石（３４．１パーセント）と約７：３の割合になっていた。

このように御手洗町における他国米取引は，遠隔地間の正銀取引だけにとどまらず，芸予諸島近

在を消費地とする札銀取引をも行う，２通りの商取引で成り立っていたのである。このあり方は，

御手洗町が諸稼ぎ雇庸労働の需要拡大をたえず志向していたことになり，他国・領内出稼ぎの受入

れ地として新たな市場が成立し，拡大しつつあったといえよう。

３ 御手洗廻船業の性格

（１）廻船数の推移

御手洗町は，北国・西国・大坂市場の中継地であるとともに，瀬戸内各地との局地的な取引の結

接点としての役割を果していた。いわば，諸国の商人荷の出合いの場として，港町の仕入れ問屋を

中心に，商品を買仕切，売仕切とする売買取引が活発に行われていたのである。しかし，御手洗町

の人々のなかには，以上のような他動的な受身の商取引を行うだけでなく，まったく自らの商品を

他地域へ廻送して積極的な商取引に挑戦するものもあらわれた。それは広島藩の水主役徴発の基盤

をなしていた５郡浦方を中心に，農業・漁業などに従事しながら役負担の合間に，船舶操業，廻船

所持者などになって，廻船業に進出していったのであり，御手洗の中継商事を補完する役割を果す

ものであった。

表８は大長村の「船数御改帳」から年代別に御手洗と本郷・沖友の船所持数を，船の大きさ別に

示したものである（２１）。なお，船の大きさは帆反数であらわし船床銀徴収の基準にされている。だい

たいの目安として１０反帆の船で５００～６００石積程度とみられる。１・２反帆の船は，島々をめぐる近

距離の廻船に利用されたが，３反帆以上の船になると，大坂をはじめ内海を遠方まで航海し，米穀

をはじめ，諸商品の輸送及び売買取引にあたっていた。

表７ 文政９年御手洗町問屋の他国商事取引銀高

問屋名 米雑穀取引銀高 （％） その他商品取引銀高 （％） 取引総銀高

新 屋
貫 匁

１，００４．７６３ ９５．４
貫 匁
４７．９９３ ４．６

貫 匁
１，０５２．７５６

廿日市屋嘉右衛門 ２２１．９００ ９６．３ ８．２９１ ３．７ ２３０．１９１

竹 原 屋 ２９．４８３ ３４．３ ５６．３００ ６５．７ ８５．７８３

島 屋 茂 吉 １８．０００ １８．０００

油 屋 １７．８００ １７．８００

竹 野 屋 １６．３７０ １６．３７０

住 吉 屋 嘉 七 １４．５８９ ９８．２ ０．２５５ １．８ １４．８４４

村 内 屋 与 七 郎 １３．１４４ １３．１４４

肥 前 屋 甚 助 ４．５４４ ３８．３ ７．３３７ ６１．７ １１．８８１

村 屋 得 惣 二 ０．２２８ ２．６ ８．５５５ ９７．４ ８．７８３

明 石 屋 ４．７７７ ５４．８ ３．９３３ ４５．２ ８．７１０

廿日市屋吉右衛門 ８．０４２ ８．０４２

米 屋 弥 惣 七 １．２７３ ３６．５ ２．２０６ ６３．５ ３．４７９

合 計 １，２８１．５５７ ８６．０ ２０８．２２６ １４．０ １，４８９．７８３

文政９年正月「商事ニ付他国へ正金銀出入差引御尋ニ付人別書出し寄帳」（豊町役場蔵・
『豊町史』資料編２５号所収）

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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廻船数の推移をみると，１８世紀前半期にあたる宝永・正徳期には大長村で１反帆から４反帆まで

の小廻船を２０艘あまり所持するようになり，享保年代になるとしだいに所持者も増していき，１８世

紀半ばの延享３年（１７４６）には，宝永年代の２倍となる４３艘，宝暦２年（１７５２）には３倍の６１艘に

達した。このように廻船数の増加につれて廻船の規模も５～７反帆２艘，１１～１５反帆３艘と規模の

大きな廻船所持者もあらわれた。廻船数も寛政４年（１７９２）の６６艘をピークに，その後やや減少し

たが，文化期になると回復する。さらに文政期になると廻船数は８０～９０艘ともっとも増加した時期

を迎える。以上の推移は，大長村全体のことであり，御手洗町のみは，１８世紀後半期に全体の３分

の２程度の所持で推移したものの，１９世紀に入ると廻船所持が村全体の半数に減り，文政１２年

（１８２９）には，村船数９３艘のうち３７艘と３９パーセント，３分１近くまで減少したのである。この現

象は御手洗町の所持廻船数の停滞に対して，大長村の本郷や沖友など，町方からいえば周辺部の廻

船増加という特徴をもっており，いわば，御手洗商業の景況を，敏感に反映していたのである。

（２）廻船所持者の性格

御手洗町に所属する廻船の入手経路は，上方をはじめ伊予方面や近辺島々（芸予諸島）から古船

を購入したり，倉橋などの造船所で新造したものが多かったといわれる。もちろん，「船数御改

帳」にみえる造船地は，倉橋のほか，御手洗，大三島・宮島・牛窓・兵庫・下関などであって，新

造船とかかわりをもっている。

廻船所持者の性格を明らかにするために，まず，土地所持との関係を見ておきたい。廻船所持者

のうち，５反帆以上の廻船，あるいは廻船２～４艘を所持する者は，土地の方も２～２０石を所持し

ていた。また，町方の庄屋・年寄・組頭などの役職につき，職種も茶屋・問屋・燥屋などを営業す

る上層町人に相当するものであった。しかし，廻船所持者の多くは，土地の持高に関係なく所持高

表８ 大長村の船籍別廻船の推移

年代（西暦） 御手洗町 本郷・沖友 大長村総数

１・２ ３・４５～９１０以上 計 １・２ ３・４５～９１０以上 計 １・２ ３・４５～９１０以上 計

宝永５（１７０８） ２０

享保３（１７１８） １８ ８ ２６

宝暦２（１７５２） １７ ７ １ ３ ２８ ２４ ８ １ ３３ ４１ １５ ２ ３ ６１

明和５（１７６８） ２２ １１ １ １ ３５ １１ ７ １８ ３３ １８ １ １ ５３

安永５（１７７６） ２１ ４ ３ ２８ １１ ６ １７ ３２ １０ ３ ４５

天明元（１７８１） ２７ ５ １ ３３ １２ ６ １８ ３９ １１ １ ５１

〃 ３（１７８３） ２３ ３ １ ２７ １５ ７ ２２ ３８ １０ １ ４９

寛政４（１７９２） ２８ ８ ２ １ ３９ １９ ７ １ ２７ ４７ １５ ３ １ ６６

〃 ９（１７９７） ２６ ３ １ １ ３１ １５ ７ １ ４５ ４１ １０ ２ １ ５４

享和元（１８０１） ２７ ４ ３１ １７ ５ ２２ ４４ ９ ５３

文化３（１８０６） ３３ ４ ３７ ２１ ３ １ １ ２６ ５４ ７ １ １ ６３

〃 ８（１８１１） ３５ ２ ３ ４０ ２４ １ ３ ２８ ５９ ２ １ ６ ６８

〃１４（１８１７） ３２ ２ ３４ ２６ ３ １ ２ ３２ ５８ ５ １ ２ ６６

文政８（１８２５） ３３ ７ １ １ ４２ ３５ ５ １ ３ ４４ ６８ １２ ２ ４ ８６

〃１２（１８２９） ３０ ４ ３ ３７ ４６ ８ ２ ５６ ７６ １２ ５ ９３

宝永５・享保３年「大長村差出帳」，各年「大長村船数御改帳」（豊町役場蔵・『豊町史』資料編所収）
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１石未満の零細な百姓や，浮過と呼ばれる無高層によって占められていた（２２）。

次に廻船に乗り組む船頭・沖船頭や水主についてもふれておきたい。まず，沖船頭は廻船所持者

との信頼関係が第１で，航海技術にすぐれ，航路に慣れていること，取引先との関係では手代のよ

うに手腕が発揮できることなど，廻船業務の万端を差配することが求められた。要するに，船頭の

役割は，廻船業の取引実務を船所持者から委託されていたのである。

たとえば，享保１７年（１７３２）御手洗町の船主新屋八郎兵衛は，土佐から薪を積み込み，大坂問屋

天満屋へ廻送して取引を行ったが，その際，八郎兵衛は船頭に薪荷の買積みから廻送，天満屋との

商取引にいたる一切を任せており，船頭の実務取引の手腕に期待している（２３）。また，沖友藤本屋所

持の廻船長栄丸の沖船頭は，船主に無断で大坂木屋源右衛門から酒を借り受け，日向国延岡で貸付

けたものの，その代銀が期限内に支払えなかったため，木屋から訴えられた（２３）。この件は，航海中

の取引万端を取り仕切ることを任された沖船頭が勝手に行ったもので，この反対に自分の才覚で取

引を行い，利益をあげることもできたわけである。

廻船に乗り組む水主の多くは，零細な百姓や浮過（無高層）であり，雇用年数もせいぜい１・２年

の短期間に集中していた。しかも１年のうち半年以下，１航海限りの水主（乗船者）も多く，航海ご

とに乗組員が交替する短期雇用の形態が主流となっていた。つまり，とりたてて航海技術を必要と

せず，雑役に従事しており，廻船に乗り込んで日雇同様に食いつなぐ階層であったとされている（２４）。
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年代（西暦） 北 国 米 瀬戸内米 九 州 米 合 計

享和３（１８０３） ２９４石 ６９４石 ３４８石 １，３０１石
文化元（１８０４） ９１４ ９１４ ３０４ ２，１７４
〃 ２（１８０５） １，０６９ ２６８ ２８４ １，６２１
〃 ３（１８０６） ５０６ ３０５ ３０５ １，１４５

（１８）豊町役場蔵・文政９年正月「商事ニ付他国へ正金銀出入差引御尋ニ付人別書出し寄帳」（『豊町史』資料

編４２４～３０ページ）。

（１９）豊町役場蔵・享和３年「拝借銀入質貸付控」（『豊町史』本文編３９３ページ図１１０）。この入質米は，取引

資金を調達するため産地別に入質量を書き上げたもので，下の表のようにこの時期は，だいたい北国米・

瀬戸内米・九州米の順になっていた。

（２０）豊町役場蔵「諸書附控」，天保２年「正金銀両替御札場へ願出之儀ニ付覚」（『豊町史』資料編４３８ペー

ジ，同書本文編３９６ページ）。

（２１）豊町役場蔵・各年「大長村船数御改帳」（『豊町史』資料編３６８～７４ページ）。

（２２）『豊町史』本文編４２１ページ。

（２３）豊町役場蔵・天保６年「大長村諸書附控帳」（『豊町史』本文編４２５ページ）。

（２４）『豊町史』本文編４１９～２１ページ。
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生名村庄屋村上寛治の生涯と芸予地域

（村 上 貢）

一、は じ め に

藩政時代，松山藩領であった伊予の国越智郡生名村の庄屋村上睦祥（通称助九郎・水地屋九代）

の長男として誕生したのが村上興祥（通称寛治・水地屋十代）であった。村上興祥（以後，通称の

寛治を用いる）は，天保１４（１８４３）年に生名村の地に生をうけ，大正７（１９１８）年に死去している

が，その生涯のほとんどを芸予諸島を軸にした芸予の地域，現愛媛・広島県下で送っている。本稿

では，その生涯を追跡することによって，この時期の芸予諸島がたどった歴史の一側面を明らかに

してみたい。

それに先立って，まず生名村庄屋水地屋の系譜についてその概要を見てみよう。

二、生名村庄屋水地屋の系譜と松山藩

村上寛治の孫，有祥が当主であった，１９６０（昭和３５）年に作成された「村上源姓北畠流，生名島

村上氏族勢一覧」（以下「族勢一覧」）の冒頭には，村上源姓北畠氏流能島村上枝流として，水地屋

初代村上次郎太夫の名があげられており，次の記述が見られる。「（前略）慶長五年（１６００），能島

村上武慶ら毛利輝元に従ひて長州萩に移りし時，七家臣と共に生名島に來住し，岡庄の台上（大日

堂あり）に居を構え帰農せり。（後略）寛永六年歿，覚翁浄心禅定門，生名島村上家（水地家元祖

也。定紋側折敷に上，丸に上なり）」続いて水地二代村上助太夫については，「慶長五年（１６００），

因島村上家十一代元充，因島村上の族長として毛利輝元に従ひて萩に移るとき，その一族助太夫，

幼少にして因島に居住しあり。生名島村上次郎太夫嗣子なきため，その養嗣子となる。（後略）」と

ある。

また村上寛治が文久３（１８６３）年に記した「伊予国越智郡生名村村上姓由緒之事」（村上恵美子

氏蔵，水地家文書，以下「由緒之事」）には，「村上天皇皇子其平親王之後胤源元平，天正年中四海

乱ルルニ及テ当島ニ身ヲ隠シ，武ヲ捨テ農業ヲ営ミ給フ…」と，「北畠流」とは記されてはいない

が，さきの『族勢一覧』同様に村上源氏が遠祖とされている。ただし，続いて「源元平，天正年

中，四海乱ルルニ及テ当島ニ身ヲ隠シ，武ヲ捨テ…」との記述だけで，能島に居城を構えていた村

上武慶（武吉）との関連については記されていない。また，元平の嫡男安平以後については，「安

平，昌平ヲ生ミ，昌平，昌浄ヲ生ム，是ヲ次郎太夫ト云，次郎太夫昌浄ニ至リテ庄屋役ニ任ス」と

あり，「族勢一覧」で初代とされている村上次郎太夫（昌浄）以前に，元平・安平・昌平と三代に

わたる当主の名が見られる。「由緒之事」には，続いて「是ヨリ昌永・道昌・喜昌・昌玄ヲ経，玄

祥ニ至ル迄代々相続而勤之，玄昌在勤中，当国家老奥平久兵衛乱ヲ作スニ当テ，庄屋役免，数年之

間咎ヲ蒙ル…玄祥難ニ遇ニ依而同郡明日村小笠原民右衛門家ニ身ヲ退キ一子ヲ生ム，林右衛門祥光

ト云…上許於是祥光生名村ノ庄屋ニ任シ，父祖ノ役ニ復ス。其後代々子孫相続シ，天正十三年元平

生名ニ住シテヨリ予ニ至迄十三世，当年ニ至年数凡二百七十九年ナリ，前代之由緒中絶シテ不伝，

於是父祖ニ聞ケル所ヲ記シテ示スト云爾』と述べられている。

「由緒之事」には，「当国（松山藩）国家老奥平久兵衛乱ヲ作スニ当テ，庄屋役免，数年之間咎

ヲ蒙ル」とあるが，寛保元（１７４１）年の久万山騒動（領民の大洲藩領下への逃散）の責任を問われ

て生名島に配流された奥平久兵衛流罪事件と，「庄屋役免，数年之間咎ヲ被ル」との関連について

は記述されてない。しかし，松山藩の政治犯の配流地とされた生名村の庄屋は，他村にはなかった
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特殊な責務を負わされていた関係から「数年之間咎ヲ蒙ル」こととなったものと推察できる。ま

た，『族勢一覧』には，水地家八代の村上助右衛門師光（太蔵）に関して，「伊予風早郡津和地村

（元愛媛県温泉郡中島町）庄屋兼任」とある。しかし，水地家文書（村上恵美子氏蔵）の「越智島

生名村庄屋太蔵」あての達しには，「居村庄屋役并宗門下役鉄砲改方用掛共差免，風早島改庄屋役

并津和地村庄屋役同村江引越在住申付（中略）生名村太蔵倅清兵衛，居村庄屋役并宗門下役申付」

との記述が見られる。別の関係文書の写しによると，この達しは天保３（１８３２）年２月付けであっ

たことが判明する。ただし，このような庄屋役勤務が，どのような事情によって命じられたもので

あるか，その経緯は不明である。また当時，松山藩領内で一般にこのような形態で庄屋役の配置転

換がなされていたか否かについても，目下のところ明らかにできない。しかし，ともかくこうした

事例から，藩政の末端に厳しく位置付けられ，さらに他村には負わされていなかった特殊な責務を

課されていた生名村の庄屋の実態がうかがわれる。一方，反面では逆に共同体の生名村代表とし

て，庄屋が松山藩から財政的支援を仰ぐ局面も展開されている。その一端を，「伊予国越智郡生名

村塩田沿革記」（生名村役場所蔵『官有地関係書類』）によってうかがってみよう。この文書は，後

年，明治３８年１２月付けの越智郡郡役所あてのものであるが，生名島における塩田の開発の歴史が次

のように要約されている。

生名村旧塩浜ハ往昔壱町壱反三畝歩ニ有之……然ル処，中古製塩ヲ廃シ……旧塩浜ハ消滅セリ。

生名村字恵生之海面壱町弐反歩埋立ノ儀，文政四年生名村次郎左衛門・喜惣兵衛ノ両人ヨリ旧松山

藩ヘ願立，許可ヲ得，工事ヲ落成シ，仝七年竿請致，反別壱町四反（中略）

生名村字深浦塩田ハ天保十三年八月，生名村里正村上柳平ナル者，同村ノ名義ヲ以埋立ノ儀ヲ旧

松山藩ヘ相願出，許可ヲ得タルモ，其内容ハ備後国御調郡向島歌浦鍵助ナル者カ，仝郡尾道町油屋

直次郎ヲ金主ト頼ミ，海面埋立工事ヲ起シタルモ，中途金子払底ヲ来シ，落成ノ見込無キニヨリ，

柳平ハ無余儀，右鍵助・直次郎ヘ示談之末，松山藩ヨリ借金シ，該費用ヲ右両人江支弁シ，埋立工

事ヲ引受，同十四年十一月落成ヲ告ケ，嘉永四年十月竿請致，塩田反別三町歩，高三拾石ト設定

ス，現在ノ壱番浜・弐番浜ト称スル弐戸是ナリ，明治九年地租改正ニヨリ反別，地価改定左ノ如

シ。

字深浦甲千四百六拾九番地，塩田反別壱町七反七畝拾七歩，地価五百四拾五円三拾九銭，

持主 村上寛治（中略）

字深浦甲千四百七十番地，一，塩田弐町壱反七畝弐歩，地価八百五拾九円弐拾六銭

村上寛治

十八年十月十九日 三浦與惣治

荒地 明治十七年ヨリ仝弐拾四年迄八ケ年 日下賢三（後略）

このように，生名村において開発された入浜式の塩田は，恵生と深浦の二地区であったが，その

うちの恵生塩田は地元の次郎左衛門と喜惣兵衛の両名によって落成している。一方，深浦塩田の方

は，生名村の里正（庄屋）村上柳平が生名村の名義で埋め立てを藩当局に願い出，許可されたが，

資金は備後の国，尾道の油屋直次郎が提供したらしい。しかし，「金子払底」のため，工事なかば

にして，松山藩から借金のうえ，資金を清算し，埋立工事を継続して完成させている。ただし，明

治九年には，地租改正に際して，三町歩余の塩田は村上寛治名義とされている。明治１８年には，そ

の一部が三浦與惣治名義に変わっている。三浦は隣島の岩城村の豪農出身の商業資本家である。三

浦與惣治については，のちに触れることとなる。

以上，概観してきたように生名村の庄屋・水地家は，松山藩政に直結する庄屋として，その家運

も藩当局によって左右されるような存在であった。ただし，入り浜塩田の開設に際しては，時の庄

屋村上柳平は藩からの資金提供を受けて，其の工事を完成させている。その塩田は，地租改正に際

して，幕末から明治初年に庄屋であった村上寛治名義とされることとなっている。では，その当人
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の村上寛治の生涯はどのようなものであったのか，追跡してみよう。

三、履歴書に見る生涯

水地屋文書（村上恵美子氏蔵）中には，村上寛治が記した四通の履歴書が残されている。そのう

ちの，明治３９年に記載されたと推定されるものについて，その主要

な部分を紹介してみよう。

履歴書（前略）

天保十四年八月十二日，伊予国越智郡生名村ニ於テ生ル

安政六年二月，居村庄屋役申付

松山藩 １６歳

明治五年七月，廃藩ニ付役儀自ラ解ク ２９歳

明治五年七月，第二十七区二小区長申付候事

石鉄県 同

明治六年五月二日，第九大区副区長当分兼務被仰付候��
区長 ３０歳

明治七年三月二十八日，第九大区三小区長兼勤申付候事

愛媛県 ３１歳

明治七年五月二十日，区画改正ニ付本職及兼務自ラ解候 同

明治七年五月二十一日，第四大区二十一小区戸長申付候事

愛媛県 同

明治十一年十二月，郡区改正ニ付小区長自ラ解候 ３５歳

明治十二年一月二十四日，愛媛県越智郡生名村戸長申付候事 ３６歳

但年給金八拾円給与候事（中略）

明治十五年四月七日，満期ニ付戸長差免候事 愛媛県 ３９歳

（中略）

明治十五年五月二十六日，愛媛県越智郡生名村戸長申付候事 愛媛県 同

明治十五年十二月二十一日，依願戸長差免候事 愛媛県 同

明治十七年七月二十六日，越智郡県会議員補欠員当選有之候事 越智野間郡長黒川通成 ４１歳

明治十九年三月二十六日，越智郡県会議員長井謙吉病死ニ付，為

補欠就任可有之事（中略）

郡長黒川通成�� ４３歳

明治二十年十二月，満期ニ付県会議員自ラ解候 ４４歳

明治二十一年三月十一日，右越智郡選出県会議員ニ当選ス 愛媛県越智野間郡長二俣

今朝松（中略）

４５歳

明治二十二年十二月，改選ニ付県会議員ラ解候（中略） ４６歳

明治二十三年一月四日，生名村会議員ノ任自級選挙会ニ於テ ４７歳

仝村会議員ニ当選ニ候条，此段告知候也 越智郡生名村会議員選挙

掛代理黒瀬弥

４７歳

明治二十三年二月十三日，町村制第三十四条ニヨリ越智郡生名村

長選挙ヲ行ヒ候処，貴殿過半数ノ高点

ニ有之，同制第五拾九条ニ準シ本県知

事ヘ上申認可相成候条，就職相成度，

此段御通知申候也

越智郡生名村村会議長村

上熊市

同

履歴書

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）

－１９－



明治二十三年十月二十日，右越智郡県会議員ニ当選ス 愛媛県越智野間郡長二俣

今朝松

同

明治二十四年十二月，改選ニ付県会議員ノ任自ラ解候 ４８歳

明治二十五年七月六日，越智野間郡徴兵参事員……其補欠選挙会

ニ於テ当選相成候条，此段御通知候也

越智野間郡長二俣今朝松 ４９歳

明治二十六年一月四日，右生名村第一級選挙会ニ於テ生名村会議

員

越智郡生名村会議員選挙

長村上寛治（中略）

５０歳

明治二十七年二月三日，満期ニ付生名村長ノ任自ラ解候 ５１歳

明治二十七年五月一日，右越智郡今治町外弐拾八ケ村組合会議員

ニ当選ス

越智郡生名村長村上致祥 同

明治二十七年十一月，右依願解任 越智郡生名村役場 同

明治二十九年九月十四日，本社支配人ニ採用ス但月報金弐拾円ヲ

給ス

今治綿布合資会社 ５３歳

明治三十一年一月，今治綿布合資会解散ニ付支配人自ラ解候（中略） ５５歳

明治三十一年九月二十七日，東豫汽船株式会社取締役，専務取締就職ノ登記ヲナス 同

明治三十一年十一月十六日，東豫汽船株式会社取締役専務辞任ノ登記ヲナス（後略） 同

なお，その後明治４５年５月に作成されたと推定される，職歴中心の履歴書には，次のような記載

が見られる。賞罰の欄もあわせて紹介してみよう。

明治三十七年五月十六日ヨリ仝四十一年五月十五日マデ越智郡生名村長兼収入役 ６１歳

明治四十一年五月十六日ヨリ仝四十五年迄越智郡生名村長兼収入役 ６５歳

賞罰（前略）

一、 愛媛県越智郡生名尋常高等小学校建築ニ付率先尽力セシ功労尠カラス依テ之ヲ賞ス，明治

三十七年六月十七日，愛媛県知事（知友略）

一、 明治三十七八年事件ノ功ニ依リ勲七等青色桐葉賞及金五拾円ヲ給フ，明治三十九年四月一

日，賞勲局総裁（後略）

四、まとめにかえて��その生涯と地域社会

地域の政界から身を引いたのち，生名郵便局長に就任し，大正６

（１９１７）年５月に死去した村上寛治の記念碑（村上橙園翁之碑）

が，生名八幡神社に続く丘陵上に建っている。彼の一族や地域の有

志によって，大正１５年に竣工したものであるが，その碑文には，次

のように記されている。「（前略）幼俊頴，師宇都宮経竜山翁，十五

襲生名庄屋，夙有令名，被許帯刀，自安政至大正，制度革新世相転

変之際，茲ニ奉公六十年，終始一誠穏健順応，上下悦服焉，君又勤

県会議員初三回（中略）浜松築港，東豫汽船亦其遺績（後略）」

村上寛治が，その青少年期に師事した宇都宮竜山は，『三原志

稿』（青木充延著，沢井常四郎増補，昭和４８年復刻，三原市緑書店

発行）には，竜山の経歴が次のように紹介されている。（同書１９４

頁）「伊予新谷に生まる。……大洲藩士山田東海に従い業を受く……

備後尾道に移り住み，弘化元年三原城主浅野忠敬に招かれ……糸崎

の港を築造することを建議，元治元年着工，慶応元年竣工，松浜港

と名づけた。現在の糸崎港である。」碑文に，寛治の偉績の一つに
村上橙園翁之碑
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挙げられている松浜港は，のちの糸崎港なのであろう。糸崎築港の際に宇都宮竜山を助けた功績に

報いて贈られたという太刀一振りも，寛治の遺品として村上家に秘蔵されている。

このように，伊予の松山藩の庄屋の嫡男として誕生した寛治のおいたちは，詳細に検討してみる

と，意外に，隣接している芸州藩の東部，備後地域との関連が深い。こうした傾向は，彼独自のも

のではなく，松山藩領に属していた芸予諸島一般に広く見られた現象であったと考えられる。

しかし，「制度革新，世相転変」の激動期をあわせて生き抜いてきた寛治の生涯は，幕藩体制下

の松山藩や，それをうけた愛媛県に厳しく運命づけられている。若くして生名村の庄屋を，それも

幕末維新期につとめることとなった寛治は，生涯，家族の者以外に語ることがなかった松山藩がそ

の姿を消そうとした瞬間の秘密も，身をもって体験していた。それは，先述の塩田の開設などと

は，異質の松山藩の命運にもかかわるような性質の事件であった。廃藩置県を目前にしていた時期

に，寛治は松山藩の密命によって，贋金作りにかかわったことがあったらしい。この事実は，明治

新政府の探知するところとなり，庄屋であった寛治は，しばらく，松山で入牢していたことがあっ

たと伝えられている。（村上恵美子さん談）また，生名村役場所蔵の「社寺関係書類」（自明治弐年

至明治十八年）に，次のような「物品売却伺」が見られる。

「明治二年，坂井新之亟ト申ス者，当区生名村ニ於テ贋金製造仕候処，早速御取糾ニ相成，右関

係之者ドモ既ニ御所（処カ）置相済，関係之品物ノ御引揚ニ相成候得トモ，釜壱ツ，桶四ツ，壷凡

五十，今以相残等閑ニ相成居候ニ付，本庁エ持出シ，御所（処カ）分奉伺可キ之処，大場之品ニ

テ，彼是運送失費相嵩……可申哉ニ愚考仕候条，権宜ヲ以当方ニ而売却之上，代金ヲ以逓送仕度，

此段奉伺上候，以上

明治七年五月二十二日

愛媛県参事江木康直殿 旧第九大区三小区戸長 村上寛治」

この伺いに対して，ときの愛媛県聴訟課から「伺之通，入札売却之上，明細書相添，代金聴訟課

へ上納可致事」と，同年の五月二十八日付けで決済されている。この伺だけでは，贋金製造事件の

真相は，明らかにはできない，今後の解明がまたれる。他の諸藩で，同じ時期に同種の事件が発生

していたことは，「広島藩贋金製造の自訴表提出」（明治２年１０月１７日，『広島県史』近現代資料編

１．所載）等でも明らかである。

これまでに見てきたように，村上寛治の成長期は，松山藩と隣接している現広島県との関連も視

野に置くことが必要であるが，その後の彼の生涯は，塩田の開設や贋金製造事件に始まり，その生

涯を終えるまで，一貫して松山藩や愛媛県とのかかわりのもとに生き抜いたことは，先出の寛治の

履歴書でも明らかである。特に地方政界とのかかわりに明確に現れている。実業界とのかかわりに

ついては，先に紹介した記念碑（村上橙園翁記念之碑）に記されている東予汽船等が注目される。

現存している東豫汽船株式会社仮株式券状（株主盛岡濱蔵，額面弐拾円，明治三十年十月十五日

付，広島県豊田郡瀬戸田町史編纂室蔵）には，以下の役員名が連記されている。

社長 三浦與惣治，取締役 武田靖三郎 同村上寛治 同藤本久太郎 同村上熊太郎

社長の三浦與惣治は，生名村の塩田の所有にかかわって，その名が見られた隣島の岩城村の地方

財閥である。村上熊太郎は生名村出身者と推察される。村上寛治も東豫汽船の取締役となっている

のであるが，この東豫汽船については，他日を期したい。
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芸予諸島における名望家層の経済的性格

（三 好 正 喜）

１．は じ め に

筆者は，近代（明治・大正・昭和前期）の芸備諸島において社会的上層を形成し，政治的経済的

に地域を代表する存在であった資産家を地域名望家層と呼び，その経済構造を明らかにしようと試

みてきた（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・野本「瀬戸内海および周辺地域における流通と交通の

発達」，『岡山商科大学社会総合研究所報』２１・２２号所収）。

彼らは，旧庄屋層の系譜をひき，政治的には明治以降も長く村長，その他の地域役職をほとんど

独占した。名望家層の最上層は貴族院多額納税者議員にも選ばれている（瀬戸田町堀内調右衛門

家）。芸備諸島における塩田所有は彼ら名望家層に限られていたといってよく，彼らの社会的所属

階層を示すシンボルであったように思われる。また，彼らの配偶者は他の階層の配偶者から区別さ

れ，固有の呼ばれ方をしたようである（生名村では「おごうさん」と呼ばれた）。経済的には，前

稿で明らかにしたように，地域における社会的分業の要の地位を占めていた。

彼らはまず財産所有者として現れる。不動産所有では，塩田，土地（田畑・山林・宅地）などを

所有し，それを貸し出して小作料収入を得たり，自営したりしている。生産の主なものは塩および

果樹であり，とくに果樹園労働は小作人家族労働力（とくに女子労働力）で少なくともその一部が

満たされていた。さらに船による運送業（回漕業）を営んでいる。この運送業は製塩業と結びつい

ているもので，自らが経営する製塩業に必要な燃料である石炭を買付，運搬するために所有する船

を運輸業に利用したものである。この運送業と結びついて商業も行っている。これは自家の製塩業

で消費するだけでなく，他に販売する目的で石炭売買を行ったり，自営果樹園での生産物を石炭船

で各地に運び，問屋に販売するものであった。また金銭貸付，株式投資も行っていた。もちろん，

名望家層のなかでも，不動産所有とその貸付の規模や，金銭の貸付や投資の規模，運送業，商業の

規模に大きな差異が存在した。こうした規模の格差については，後にあらためて取りあげたい。

このように，彼ら名望家層の経済的基盤は生産（製塩，米麦・果樹生産），運輸，商業，金融，

株式投資，と多岐にわたっており，近代に入っても，１つの部門に専門化するということはなかっ

た。しかし，階層的に見ると，名望家上層は農業生産から離れる傾向があったといえるし，個々の

名望家の経済を年代的に追うと，その経済基盤の重心を日本経済の変化に対応して変化させてい

る。このように，階層による相違や，経済基盤の中心部門に時代的な変化が見られるが，彼らの経

済的基盤が複合的部門から構成されているという点は変わらない。

以下では，こうした名望家層の経済的特徴を広島県豊田郡瀬戸田町能勢家を中心に検証するとと

もに，名望家層の階層性についても言及したい。

２．史料について

近代における能勢家の経済的基盤とその変動を分析するに先立ち，分析に使用する史料である①

「戸数割調査」，②「所得届」（能勢家からの所得申告）③「決定所得通知」（税務署が，能勢家が

申告した「（第３種）所得届」を審査して決定した所得額の通知）の内容について検討したい。

まず，大正１２（１９２３）年の「戸数割調査」（戸数割賦課調査委員作成）によって，所得の計算方

法，所得の内容，水準を大まかに検討する。第１表「大正１２年度戸数割調査」���を見られた
い。
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第１表 大正１２年 能勢家戸数割調査 （１）収入

前３カ年平均収入（円） 決定収入額（円） 備 考

能勢禎一郎 塩田 １１６９８．０５０ １１５８１．４８０
山林 １５３．２５０ １５３．２５０ 雪杉松代収入
畑自作 １５４７．０４９ １３９２．３４４ 平均収入の９割
田小作 ８０７．０００ ７２６．３９０ 田小作 決定額の算出：２４石２斗１升３合

（平均小作米収量２６石９斗）を石当
たり３０円で評価。税務署米評価価格
３４円。麦小作料（２斗）は少額とし
て田小作料から除いている。

畑小作 ２５９．３７６ ２２３．１０１ 畑小作 平均収入の算出：米４石３斗５升７
合（平均米小作料の１割減）を石当
たり３０円で評価。麦１０石７斗２升３
合を石当たり１２円で評価。
決定収入の算出：平均収入から３７円
を差し引く。

能勢 昇 配当 ５３１．３００ ５３１．３００
貸宅地 １４．３８０ １４．３８０

（合計） １５０１０．４０５ １４６２２．２５５

第１表 大正１２年能勢家戸数割調査 （３）収支

決定収入額（円）
決定支出額・必要
経費（円）

所得（円） 所得割合（％）

能勢禎一郎 塩田 １１５８１．４８０ １００７２．９００ １５０８．５８０ ５０．６
山林 １５３．２５０ ６１．３００ ９１．９５０ ３．１
畑自作 １３９２．３４４ １２６６．０７７ １２６．２６７ ４．２
田小作 ７２６．３９０ １５８．０００ ５６８．３９０ １９．１
畑小作 ２２３．１０１ ７０．０００ １５３．１０１ ５．１

能勢 昇 配当 ５３１．３００ １０．８６０ ５２０．４４０ １７．５
貸宅地 １４．３８０ １．３２０ １３．０６０ ０．４

（合計） １４６２２．２４５ １１６４０．４５７ ２９８１．７８８ １００．０

第１表 大正１２年 能勢家戸数割調査 （２）支出

前３カ年
平均支出
（円）

決 定
支 出 額
（円）

公費その
他 必 要
経 費

備 考

能勢禎一郎 塩田 ９１９２．５５０ ９７５２．９００ ３２０．０００ 決定支出額の算出：帳簿記載支出の３カ年平均＋釜負
担分増分＋金利増分＋建物償却・堤防破損復旧積立金

山林 ６１．３００ 決定支出額の算出：内規により収入の４割見積額
畑自作 ９２２．５２５ １０１４．７７７ ２５１．３００ 決定支出額の算出：帳簿記載平均種支出の１割増

必用経費の内訳：①公課見積額５１円３０銭，②下女分そ
の他見積２００円。

田小作 １５８．０００ 必用経費の内訳：公課及び修繕
畑小作 ７０．０００ 必用経費の内訳：公課及び修繕

能勢 昇 配当 １０．８６０
貸宅地 １．３２０ 必用経費は税金

（合計）１０１１５．０７５１０８２８．９７７ ８１１．４８０

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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前３カ年平均収入は，能勢家の塩業・果樹作・小作料収入など各部門の帳簿をもとに，算出して

いる。

興味あるのは収入決定の仕方である。塩業部門については何の説明もなく決定額だけがあげられ

ているが，これは帳簿から算出した塩業部門総収入の９９％にあたる額である。この決定額から，帳

簿記入の支出額に，金利，釜負担の増分，償却費，堤防復旧費を加えて算出した額を差し引いて，

所得を計算している＊１。山林部門では税務署での課税内規に従って収入の４割を支出（費用）と見

なし，収入の６割を所得としている。果樹作部門では平均収入の９割が決定収入，平均支出（この

中には果樹作労働に従事する日雇労働賃金が含まれていると考えられる）の１割り増しが決定支出

とされている。「公課その他必要経費」に下女分賃金が算入されているが，この下女は家事労働に

も使用されていると考えられるので，家事労働費の少なくとも一部が果樹部門の労働費に算入され

ていることになろう。田畑貸付部門では，所得の算出に当たり，取立小作米量を実際の収納量の１

割減とし，かつ米価を税務署基準価格よりも低く見積もることによって決定収入額を低く算出して

いる。配当収入については全額を決定収入額としている。

このようにして計算された大正９・１０・１１（１９２０～２２）年，３カ年の平均所得額，従ってまた所

得構成も，実体から乖離していることは否めない。しかし，一応の結果を示せば，総所得は２９８１

円，所得構成は塩業部門が５０．６％，果樹作部門が４．２％，小作料収入が２４．２％，配当収入が

１７．５％，山林収入が３．１％，宅地地代収入が０．４％を占める。塩業・果樹作両部門の収入（５４．８％）

が能勢家総収入の５０％強を占め，財産収入（４２．１％）を上回っていること，財産収入の中では不動

産収入が動産収入（配当）よりも大きいという特徴をもっていたことがわかる。すなわち他人労働

を雇用して生産する小企業家的性格が強い一方で，資産所得では，株配当よりも地主的土地所有の

比重が高い。産業資本家としての性格と地主的性格とがオーバーラップしていたといえる。

この大正１２年度戸数割調査の数字を手掛かりに，能勢家の所得を出来るだけ正確に算出しようと

試みたものが第２表である。計算方法は塩田部門については，前３カ年平均収入から〈前３カ年平

均支出＋帳簿外費用〉を差し引いて算出した。帳場外費用の内容は，償却費，復旧費が大部分を占

＊１ 前３カ年平均支出の中には，帳簿分費用の他に，釜負担増額（４０円），金利増額（８０円），建築物償却・
堤防破損復旧積立金入る６００円）の２カ年分の１／３（４８０円），および公課２４１円０６銭の１／３（８０円３５
銭）が含まれている。つまり，５６０円３５銭が帳簿記載の費用に加えられている。

第２表 大正１２年 能勢家戸数割調査 修正所得額

前３カ年平
均収入（円）

前３カ年平
均支出（円）

公課その他
必 要 経 費

（円）

（支出合計）
（円）

所得 （円）
所 得 割 合

（％）

能勢禎一郎 塩田 １１６９８．０５０ ９７５２．９００ ３２０．０００ １００７２．９００ １６２５．１５０ ４３．２
山林 １５３．２５０ ６１．３００ ６１．３００ ９１．９５０ ２．４
畑自作 １５４７．０４９ ９２２．５２５ １５１．３００ １０７３．８２５ ４７３．２２４ １２．６
田小作 ９１４．６００ １５８．０００ １５８．０００ ７６６．６００ ２０．４
畑小作 ３４３．３００ ７０．０００ ７０．０００ ２７３．３００ ７．３

能勢 昇 配当 ５３１．３００ １０．８６０ １０．８６０ ５２０．４４０ １３．８
貸宅地 １４．３８０ １．３２０ １．３２０ １３．０６０ ０．３

合計 １５２０１．９２９ １０１７６．３７５ ５５３．４８０ １１４３８．２０５ ３７６３．７２４ １００．０

備考 １．畑自作：公課・その他経費のうち，下女見積額２００円を半額の１００円として計上した。
２．田小作料の算出：＠３４円×２６．９石
３．畑小作料の算出：＠３４円×米４．８４石＋＠１５円×麦１１．９石
４．前３カ年平均支出には帳簿記入外の支出（金利増分，釜負担増分，償却費，堤防復旧費）すべてを
含む。
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めているので，費用に加えるのが当然と考えた。戸数割調査�支出で，帳簿記入支出の前３カ年平
均支出額（９１９２円）ではなく，〈前３カ年平均支出＋帳簿外支出〉（９７５２円）が記入されていたの

は，正規の支出計算法に従って算出した支出だったからと考えられる。山林部門では，「戸数割調

査」と同じように内規に従って６割を所得とした。田畑小作料は，税務署基準価格×取得小作米

（麦）量として計算し，支出は３カ年平均支出の１割増しとせず，帳簿で計算した額そのままを計

上し，必要経費の下女分は半額の１００円を果樹部門で使用したものとした。このようにして計算す

ると，総所得は３７６３円となり，「戸数割調査」による総所得の約１．３倍になる。そして所得構成も若

干変わり，塩業部門の割合が下がって４３．２％に，果樹作部門の割合が上がって１２．６％になるが，塩

業・果樹作両部門の合計収入の割合は約５６％とほぼ同率で，生産者的性格がやや強いことに変わり

がない。小作料収入の割合は２８％に上がり，配当収入の割合が１４％にさがる。しかし財産収入のな

かでの不動産収入と動産収入（配当）との関係については，不動産収入が動産収入の約２倍という

関係は変わらない。総じて，修正計算では，農業部門関係の収入（果樹部門および小作地）の収入

とその割合が大きくなり，塩業部門，配当の割合が小さくなっているが，能勢家の経済的体質に本

質的な変化は生じない。

つぎに「所得届」（第３種）について見てみよう＊２。「所得届」の下書を利用して「所得届」の内

容を検討する。この場合，比較的詳しく所得算出方法が記されている昭和４（１９２９）年を例として

取りあげた（第３表）。所得の計算方法は「戸数割調査」の方法とほぼ同じ手法が取られていると

考えられる。違っているのは「株」所得として実際の額の６割が申告されていることである。

「株」に関して同じ算出方法が他年度についても用いられているかというと，必ずしもそうではな

い。届出の割合が年度により異なる。昭和４年の前後を見ても，昭和３（１９２８）年が９割（瀬戸

電・芸備銀行その他全部の株の配当４２５円６２銭を３８３円５銭と申告）。昭和５（１９３０）年が昭和４年

と同じ６割である。大正１４年には，計算方法が記されないままに，株収入２０６０円，社債・貸金利子

１２９６円の両者（計３３５６円）の届出額が１８００円であった。また，昭和８（１９３３）年「所得申告書」の

ように，株配当のうち一部会社（東洋レーヨン）の株配当を除いて，残額の９割を申告している場

合もある。このように申告額の算出方法が年度によって異なり，算出の仕方になんらかの傾向性が

認められない。従って，「所得届」や「戸数割調査」の数字を時系列的に直接比較するには問題が

あるといわなくてはならない。

では，「所得届」と「所得決定通知」との関係はどうであろうか。昭和４年の「所得決定通知

書」（第４表）と「所得届」（第３表）とを比較すると，塩田部門所得は１９１２円（１００）と２０００円

（１０５），田畑所得（果樹作部門所得＋田畑小作料）は１２７４円（１００）と１０６７円７２銭（８３），配当は２８５

円（１００）と２２９円８３銭（８１）である。所得の大半を占める３部門所得の合計では３４７１円（１００）と

３２９７円５５銭（９５）となり，大きな差は認められない。「所得届」の税引前の所得合計額３２９７円

（１００）と税務署の所得決定通知額３４２０円（１０４）とはほぼ同額である。この両者の数字がほぼ同額

＊２ 「所得届」については，有元正雄「瀬戸内島嶼部における資産形成の一事例」，１７頁（『内海文化研究紀
要』第７号，１９７９年，広島大学文学部内海文化研究室）を参照されたい。「国税は明治３０年以降は地租，
所得税のほか営業税の３種となった。所得税は『資産又ハ営業其他ヨリ生スル所得金一箇年三百円以上』
を課税対象とし，公債・株式等の利子・配当および俸給等はその金額を，資産・営業等より生ずる収入に
ついては公租公課・諸経費を差し引いた純収益の３カ年平均を所得とした。所得金額届は郡区長に届出
で，所得税調査委員の調査を受けるものではないが，おおよその傾向は知ることができる」。なお，本稿
で取り扱った第三種所得金額については「第三種所得金額申告方注意」で以下のような計算方法がとられ
ている。「所得金額ハ総収入金額ヨリ必用ノ経費（家事上ノ費用及之ト関連スルモノヲ除ク）ヲ控除スヘ
キ種類ノモノハ其経費ヲ控除シタル予算年額，山林ノ所得ハ前年ノ所得，田畑ハ前三年間所得平均高ヲ記
載スヘキモノトス（税法第四条規則第一条参看）。

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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である理由としては，小作料収入については評価基準単価（とくに米１石当たり価格）について申

告者と税務署との間に大きな差がないこと，果樹作部門が昭和３年度黒字であったこと，塩田部門

所得について，収入が帳簿記入収入とほぼ同額の９９％額が用いられ，費用も５６０円（帳簿記入費用

の６％）の増額に止まっていたこと，の３点があげられよう。言いかえると，（今のところ単なる

推測に過ぎないが）塩田，果樹作，小作地などについては，税務署で基準となる所得（例えば，塩

業では塩田１経営単位（約１町９反歩）当たりの収益，果樹作では果樹別単位面積当たり所得，小

作地では田畑それぞれ単位面積当たり小作料額と石当たり価格など）が定められており，原則とし

て，其の数値にあわせて「所得届」が修正され，「決定所得」が決められたのであろう。株配当に

関しては申告額にあわせて決定されたのではないかと考えられる。従って，村長に届け出た「所

得」と税務署の「所得決定通知」の所得との差は各種課税の合計額だと推測される＊３。

ただ，小作料（米麦）の基準評価価格に相違がある場合や，大正１４年や昭和７（１９３２）年，８年

のように果樹作が赤字になったりした場合には「所得届」と「所得決定通知」との間に各種課税額

以上の差が生じる可能性が生じる（第５・６・７表参照）。「所得決定通知」の場合，「所得届」の

＊３ 従って，村長に提出される「所得届」の所得は，収入から「帳簿記入支出＋各種課税額を含む支出」を
差し引いたもの，すなわち，＊２でいう「公租公課・諸経費を差し引いた」純収益」を指しているのに対
し，税務署の「所得決定通知」でいうところの所得は，収入から「帳簿記入の支出」（＝諸経費）だけを
差し引いた所得を指していると考えられる。ただし，「所得届」の所得も「決定所得通知」の所得も毎年
変動が大きいので，注２に引用した「田畑」の所得は３カ年所得の平均とは考えにくい。単年の所得を届
け出たのではないだろうか。

第３表 昭和４年所得金届

（円） （備考：届出金額算出方法「税務署申告書ニハ記サザレド」の記述あり）

塩田 ２０００．００ ３カ年計算利益２７８５円－（塩田建築物償却費５００円＋セメント関係費用２８５円）
塩田建築物償却費５００円＝釜座新築割＋釜新設割
２８５円＝セメント代２７５円＋諸雑費１０円

果樹園 ２１５．００ 総収入１８２９円－総支出１６１４円
米 ７１２．２６ ＠３５円×２０石３斗８升
麦 １４０．４６ ＠１３円×１０石８斗５合
株 ２２９．８３ 実額の６掛け

合計 ３２９７．５５

税金合計 ９３０．５２
家屋税４２円３０銭，宅地地租８円５０銭，畑雑地租７３円８０銭，戸数割１８３円２８銭，田租２９円
３６銭，県税地租村税付加税２１９円６１銭

所得 ２３６４．０３

第４表 昭和４年所得決定通知書

（円）

田畑 １２７４ cf．所得額届での田畑所得額は１０６７円７２銭
貸出地 ９
塩田 １９１２
配当 ２８５
報酬 １４

合計 ３４９４
▲７４ 法第１５条ノ３ニ依ル控除額

差引所得 ３４２０
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第５表 大正１４年所得届 下書

部門
収入 支出 部門収支 （備考）

（円） （円） （円）

果樹作部門 ネーブル ３反１畝２２歩 ３３０．３１ 肥料 ３００．６７ 配合肥料４１円，鶏糞２１９円１２銭，
油粕５５銭

夏橙 ４反９畝２４歩 ５５０．００ 労賃 ６４７．３５ 果樹園通常用
雑費 ５２．５０ 農用雑費

（小計） （８８０．３１） （１０００．５２）（▲１２０．２１）

塩業部門 ９６９１．６５ 設備費 ４５３．００ 償却額
石炭 ２５７４．２９ １３年末までの分見積浜子，寄子，

日雇賃
労賃 ３４７０．６０ 酒冠肴遣ハシ物ハソノ他ニ入レタ

リその他 ２９９６．２５ １３年旧年末迄ヲ見積リ計算
（小計） （９６９１．６５） （９４９４．１４） （１９７．５０）

財産収入部門
玄米 ２９石４斗８升 ９７２．８４ ＠３３円替え
麦 ４石９升５合 ８８．０４ ＠２１円５０銭
林産物 ３８．４０
株収入 ２０６０．８８ 株配当，社債・貸金利子の申告額

は１８００円
社債貸金利子 １２９６．７７

第６表 昭和６・７・８年所得届

昭和６年 昭和７年 昭和８年

（円）（反・畝・歩） （円）（反・畝・歩） （円）

田貸付 ３５０．００ ２２．６．１８ ３５４．００ ２２．７．０７ ３５０．００
畑貸付 ４５．００ １８．９．０６ ４５．００ １９．９．２５ ７０．００
貸宅地 ４．００ ５２坪 ４．００ ５２坪 ４．００
畑自作 △６５０．００ １０．９．１９ １５０．００ ９．０．１０ △３００．００
塩田 １１００．００ ８００．００ ８００．００
株配当金 ３９０．１２ ２０１．９７ ３９１．８１

計 １２３９．１２ １５５４．９７ １３１５．１８

昭和７年 田・畑所得算出 米・石単価（１６円８０銭）×小作米収得
量（３０石）－必要経費（１５０円）
麦・石単価（９円）×小作麦収得量
（１０石６２５）－必要経費（５０円６２５）

株配当金 配当実額（３３６円６２銭）の６割を申告
昭和８年 持株配当金 配当実額（４５２円５銭）から東洋レー

ヨン配当（１６円７０銭）を除いた４３５円
３５銭の９割を申告

第７表 所得決定通知（忠海税務署）

昭和７年 昭和８年

（円） （円）

土地（田畑）所得 ５８５ 田畑所得 １０６８ （夏橙ネーブル畑ヲ含ム）
塩田所得 ９８６ 貸家貸宅地所得 １
報酬 １８ 商業所得 １
配当 ２２０ 配当所得 ２８５
（合計） １８０９ 塩田所得 ３０２４

報酬 １８
勤労所得控除 ３ （合計） ４３９５
保険料控除 １１３

勤労所得控除 ３
差引課税所得 １６９０ 扶養家族控除 １

生命保険料控除 １

差引課税所得 ４３９０ （２円ハ切捨）
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田畑（貸出），つまり小作料収入と畑（自作）とがひとまとめに田畑所得と記入されているので果

樹作部門の赤字を認めているのかどうか，はっきりしない。しかし，昭和８年の「所得届」では田

畑所得（田畑小作料所得＋畑自作）９０円であるのに対し「決定所得通知」の田畑所得は１０６８円であ

る。９７８円にもなる差が田畑所得にたいする各種課税額とは到底考えられないので，「畑自作」での

赤字は認められなかったのだと考えられる。能勢家の果樹栽培は，寒害，病害虫による不作，労働

力のすべてを雇用労働によっているためのコスト高の結果，大正末期から次第に赤字傾向を示すよ

うになる＊４。税務署がもし果樹労働力のすべてを雇用労働に依存しているため収量が減少すると赤

字が出やすくなるという能勢家の経営の特異性を十分認識していない場合には，そのために，「所

得届」と「所得決定通知」とでは所得に差が生じることになる。昭和８年の「所得届」と「所得決

定通知」との所得の差は果樹部門の赤字と，昭和７年収納小作米を昭和６年同様の低価格で評価し

たという２点に原因が求められるのではないかと思う。

以上の考察から，「所得届」，「決定所得通知」のどちらも，そこに記されている所得額，とくに

果樹作部門の所得，配当は実際の所得からずれているといえよう。また，其のズレも年度により相

違がある。従って，所得の絶対額をそのまま分析するには問題がある。しかし，「決定所得通知」

の評価基準価格は市場価格により近く定められており，従って，小作料所得を相対的により実際に

近く捉えているのは「決定所得通知」だといえる。

結局，「所得届（申告書）」も「所得決定通知」も，それぞれ所得の絶対額を正確に捉えるには難

点があることは否めない。したがって，両史料によって，数量的に能勢家の経営経済を捉える（総

所得や各所得部門の所得を数量的に正確に捉え，それを時系列的に分析して，経済構造の変動を捉

える）ことは断念せざるをえない。そこでこの２つの史料で，まず，能勢家経済の動向を日本経済

の動きと絡めて大まかに捉え，その動きが能勢家の経済基盤，およびその変動とどう絡んでいたか

を，主に「所得決定通知」や「所得届」関係書類，さらに「戸数割調査」，「収入支出計算」関係書

類（大正１２年，昭和１１年）の記述によって具体的に理解することとしたい。そして，この作業を同

家の属する芸備諸島名望家層の経済構造の特徴を捉える手掛かりとしたい。

３．能勢家概観 ��所得部門とその消長��

忠海税務署「所得決定通知書」によって能勢家の所得額の変動を見ると，第８表のようである。

なお，念のため付け加えると，決定された「所得」とは通知された年の前年度の所得と実質的にほ

ぼ等しい。従って明治４０（１９０７）年に通知された所得は前年の明治３９年の所得とほぼ同額である。

明治３９年から第１次大戦開始まで，能勢家の所得は１０００円台前半の額であった。それが第１次大戦

期（大正４～６年）には７００～８００円台に低下するが，大戦後から昭和恐慌期にはいるまでの時期

（大正９～昭和４年）には所得を回復増大させ，戦後恐慌，金融恐慌の影響をさほど受けることな

く３０００円台を維持している。昭和恐慌期に２０００円台から２０００円を僅かながら切る所まで減少し，戦

時体制への移行の過程で景気が回復・活発化するのに伴って４０００円台から５０００円台へと増大した。

こうした「所得決定通知額」の変動の内容を，能勢家から北生口村村長へ提出した「所得金額

届」および「戸数割調査」関係書類を参考にしながら分析し，それがどのようにして実現されたの

＊４ 「果樹園収入ハ橙収入４２９円２９銭子ーブル収入見積３１４円７０銭計７４３円９９銭トシ支出ハ９５０円ト税金其他ニ
テ１００円合計１０５０円差引３０６円損失ヲ２０６円トシテ算出シタリ」，「（備考）此備考ハ提出ノ届ニ記シタリ
自作畑 本年ハ自作果樹園ハ橙寒害ニテ殆落果無収入ノ□様ニテ加フルニ子ーブルモ近年毎年虫害甚シク
当地一般不印ニテ私方モ収入非常ニ悪シク使用人ノ失費多キ当方ハ収支償ハズ３００円許リノ損失トナレ
リ」（断片史料のため年度不詳であるが昭和初期「所得届」の下書と推定される）。
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か，具体的に検討してみよう。

まず，能勢家の物的経済基盤について見てみる。

１）不動産所有

能勢家の不動産所有は明治３１（１８９８）年の時点で農地６町１反，塩田１町９反２０歩，山林２３町７

反であり，その後，農地所有の規模は昭和前期までは大きな変動は見られず，５～６町の線で推移

している。

農地所有についてみると，明治３０年代前半には所有農地（６町１反歩）すべてを小作地として貸

しつけていたが（明治３１年・３４年「所得申告書」），明治３０年代後半に一部（１町９反８畝）を自作

地に転換している（明治３８年「所得届」）。「明治３９年 所得額申告書」（第９表）によると，この時

点での農地所有は田が約２町２反，畑が３町４反の合計５町６反で，そのうち田９反１畝，畑１町

２反７畝を自作している。畑作物には麦，甘藷，果樹類があげられており，この時点で果樹作が確

認される。大正２年の後，自作水田を小作地に転換してからは，貸付規模に多少の変動はある

が，４町規模の田畑（内，田２町２反，畑１町９反）を貸付け，米３０石，麦１１石程度の小作料を収

得している。米麦価格の変動によって小作料所得金額は変動したが，「所得届」所得総額の２５～３０％

程度を占めていた。

農業生産部門のうち，「田自作」は明治３８年に復活し，大正２年にはまだ続いているが（大正２

年「収入支出調査」関係書類），その後の「所得届」には見られない。そして戦時体制期に復活さ

れている（年度は不明）。

能勢家の社会経済面での特徴の１つを示す「畑自作」（果樹作）については，開始期を直接記録

した史料はないが，昭和１６（１９４１）年の記録によると（第１０表），夏橙は昭和１６年で樹齢４０年とさ

第９表 明治３９年所得金申告書

所得種類
所得ヲ生スル
物件及其員数
（反）

所得金額 構成比

田自作 ９．１．００ ３５．３０ ６．０
畑自作 １．２．７．１６ ２６．８０ ４．５
田小作 １．７．６．１５ １２４．２８ ２１．０
畑小作 ２．１．０．２３ ４７．６０ ８．０
塩田小作 １．９．０．２０ ２８０．００ ４７．３
山林 ２３．７．６．００ ２０．５５ ３．５
軍事公債 ４．９０ ０．８
金銭貸付 ５３．００ ８．９

合計 ５９２．４３ １００．０

第８表 「所得決定通知」による態勢家所得額

明治４０年 １０５０円 昭和２年 ３４３０円
４１年 １３１２円 ３年 ３１００円
４４年 １４３７円 ４年 ３４２０円

大正１年 １１３７円 ５年 ３０４０円
２年 １１４０円 ６年 ２７６０円
３年 １０５０円 ７年 １９６０円
５年 ７１２円 ８年 ４３９０円
７年 ８８４円 １１年 ４８１０円
８年 １０５０円 １２年 ４５７０円
１０年 ３１０７円 １３年 ５０２０円
１４年 ３７９４円 １４年 ５７９０円
１５年 ３９６０円
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れているので，明治３４（１９０１）年の夏橙植栽で始まったと考えられる。その５年後の明治３９

（１９０６）年にネーブルが植え付けられて本格的果樹栽培がスタートした。以後，昭和期に入るまで

の約３０年間この２種類の果樹が能勢家の果樹栽培の主作物であった。八朔が導入されたのははるか

に遅れて昭和恐慌後のことであった。

この田畑自作部門の労働力はすべて雇用労働力で賄われた。とくに，果樹栽培に使用された主要

労働力は別稿で分析したように，能勢家の小作人２家族（第１１表），脇本精一家と白河喜一家で，

それぞれ親子２夫婦労働力が果樹部門作業に年間を通じて従事していた。つまり，彼ら小作家族は

其の収入の殆ど（小作地耕作による現物米麦＋果樹作作業による賃金）を能勢家から得ており，そ

の成人労働力はすべて能勢家に全面的に包摂されていたといってよい。従属性がきわめて強く，低

賃金の小作人家族労働力が果樹部門に使用されていたのである。水田労働についてははっきりしな

いが，奉公人が家内労働と共に水田作業をおこなっていた。この家内奉公人も少なくともその一部

は能勢家小作人出自であろうと推測される。

能勢家の小作人支配は大正年代に入ってもなお強かったと考えられる。そのことは大正１０

（１９２１）年の水田小作料の収取率が９４％と極めて高かったことに現れている（第１１表注２を参

照）。このように強力な地主の小作人支配にもとづいて果樹作経営が可能であったと考えられる。

果樹作は，このように従属性の強い低賃金労働力を使用していたにもかかわらず，果樹作作業の

全量を雇用労働力に依存するという体質から，大正１１，１２（１９２２・２３）年までの収支は黒字であっ

たが，以後，大正１４（１９２４）年，昭和５（１９３０）年，昭和６（１９３１）年，昭和８（１９３３）年，昭和

１１（１９３６）年，昭和１４（１９３９）年と，確かめることが出来たすべての年度で赤字になっている

（「所得届」・「同関係書類」および「昭和１１年収入支出計算」による）。果樹作部門の赤字は昭和

恐慌期だけでなく，恐慌期を脱しても続き，恒常的な赤字部門化してきているのである。

つぎに塩業部門についてみる。能勢家の塩田所有は１濱（１町９反２０歩）で，その後塩田所有規

模の変化はない。塩田は明治１７（１９８７）年には自営されており＊５，自営は明治３１（１８９８）年にも確

＊５ 明治１７年の戸長への「届出」によると，以下のような規模であった。塩産額１０４２石５斗（５００円４０銭），
釜数５４７８，工数（２８９３工 内男２３１７工，女５７６工），焚物量４０９１１貫目（内 薪２５５貫目，石炭４０６５６貫目）

第１０表 果樹園（「昭和１６年果樹関係書類」）

果樹園 （反）

大正１０年 １０．０．１５ １４筆
昭和１６年 ８．７．１６ １０筆 蔬菜（夏・冬） １畝

夏橙（成木） ４反８畝０５歩
ネーブル（成木） ３反３畝１１歩
八朔（成木） ２畝１２歩

（幼木） １畝１８歩
小麦 １畝０６歩

（昭和１６年）夏橙 ４０年生 ５反０畝１９歩
ネーブル ３５年生 １反７畝

２０年生 １反６畝１０歩
八朔 ８年生 ４畝

夏橙栽培地 胡麻畑・大渡・三反田・清水・要兵衛屋敷に分散
ネーブル栽培地 清水・久保田・清水・胡麻畑の４字に分散
八朔栽培地 郷中
郷中（５９７～６００）１反３畝１７歩は果樹のブロック耕地を構成。
能勢家の果樹栽培は昭和１６年（１９４１年）の４０年前の明治３４年（１９０１年）頃の夏橙植え付けから始
まり，ネーブル栽培はその５年後の明治３９年頃から始まり大正期に拡大された。八朔の栽培は比
較的遅く，ようやく昭和８年頃から始まった。

岡山商大社会総合研究所報

－３０－



認されるが，明治３８（１９０５）年には貸し出されている。自営が復活するのは塩専売実施後の明治４０

（１９０７）年からであった。以後貸し出されることはなかったようである。大正１１（１９２２）年に忠海

税務署から塩田の「小作料年額」について問い合わせがあり，一見貸し出されているようである

が，「北生口村十二番浜ハ小生ノ父ノ所有ニシテ小生ハ其長男ナル故別記嘉地子ノ取リ極メナシ父

老年ナル故小生ノ名ニ製造人ヲナセルノミ」（「忠海税務署ト問答」）とあって，親子の間で所有と

経営の名儀が分離していただけで，能勢家の自営が行われていたことは明らかである。塩業は安定

した黒字部門（「所得届」によれば純収入が１０００円前後の場合が多い）であり，能勢家経済の中心

であったといえる。「所得届」では全所得の約５０％前後の比重を安定して占めている（後に見るよ

うに，配当収入が大きい年次を除く）。

金銭貸付 「営業名及課税標準届」によれば明治３０（１８９７）年の運転資金１０００円が同３８（１９０５）

年には１４００円に増えている。他方，「所得届」によれば，受取利子も明治３１（１８９８）年５６円，明治

３５年５１円，明治３９（１９０６）年５３円であったが，大正期にはいると「所得届」から貸付利子の記述が

消えている。他方，「決定所得通知」には貸金所得の項目がない。しかし大正１４（１９２６）年の「収

入支出計算」書では社債と貸金利子一括で記載されているし，昭和１１（１９３６）年の能勢家の「収

第１１表 大正１０年小作人

水田小作地 畑 小作地

小作面積
（反）

小 作 料
（実収）
（石）

筆数 小作面積 小 作 料
（石）

（円） 筆数

天間 甚六 ０．３．１１ ０．６１５ １ ３．１．１５ ５５円 ３
堀尾伊佐夫 ２．４．１７ ２．３２５ ３ ０．１．２０ ０．０８５ １
早瀬 キヨ ０．５．１４ １．０１ １ ２．５．０８ １．５００ ３０円 ３
早瀬 広吉 ０．９．１０ １．５４ １
脇本 精一 １．４．１５ ２．７ １
杉橋 逸六 ０．８．２８ １．６２ １
大輪末次郎 ０．５．１６ ０．９８ １ ２．６．１１ １４円 １
白河 喜一 １．２．１２ ２．０９１ ２ ０．３．２１ ０．２５ １
川隅作太郎 １．１．１８ １．５９ ２
長光寅之助 ２．８．２９ ４．１２ ２
清川平四郎 ０．５．２９ ０．８４ ２ １．４．００ ０．８４ ３
大輪 ヒチ １．４．１５ ２．８０５ １
河隅作太郎 １．１．１８ １．５９０ ２
脇本 キサ ０．６．０３ 米０．４ １
岡本 与作 麦０．２
宮 ２．０．０１ ２．１４ １
坂田 芳郎 ０．８．２８ １．７３ １
脇本 ツル ０．１．１８ ０．２２ １
坂田武一郎 ０．２．１２ ０．１ １
萬所 兼松 ０．０．２７ ０．０８ １

（合計） １９．２．２２ 米２８．０９６ ２３ １０．８．０９ ３．２０５ ９９円 １５
麦０．２

注
１．脇本キサ，岡本与作の二人は，１筆の水田を分割耕作していると推測され

る。
２．天間甚六～清川平四郎（１１人分）と大輪ヒチ～坂田芳郎（６人分）とは記

載の方法が異なる２枚の史料を合わせて作成した。とくに異なる点は，一
方が契約小作料と実収小作料とを併記してあるのに対し，後者は実収小作
料を８・９・１０年度の３カ年について記録し，これに基づいて１１年度の収
受見込額を予算として計上している点である。
１１人分の記載史料において，水田小作地の契約小作料（２０石５斗６升５
合）に対する実収小作料（１９石４斗３升１合）の割合は９４．５％である。
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入・支出計算」のなかでは，収入の１項目として貸金収入（７５円）が記入されているので，貸金業

をおこなわなくなったとは言えない。だが，能勢家が貸金業に力を入れていたとは考えられない。

所有農地が殆ど増大せず，またすべて北生口村内に所在が限られて村外に及んでいないことから考

えて，金銭貸付の対象が村外の農民に拡がらなかったことはもちろん，村内の農民に対してさえも

きわめて限定的であったと考えられる。同じ生口島内に，後に触れる大地主堀内家が存在したこと

が影響したのかも知れない。能勢家は貸金業よりもむしろ株式投資に徐々に力を入れていったので

はないかと考えられる。

そこで配当所得について検討したいが，株・債券所有についての記述は皆無に近い。最初は軍事

公債（明治３９年）から始まる。「所得届」・同下書によると大正１１年の株所有は芸備銀行（３０株），

広島県農工銀行（新３０株）だけで，大正期にはまだ銀行株に限定されていたようであるが，昭和期

にはいると，第１次世界大戦後のわが国電機産業・化学工業の発展を反映して，次第に瀬戸電（昭

和４年），東洋レーヨン（昭和８年）などの工業株が見られるようになる。こうした株投資が所得

にどう現れてくるかを見てみよう。第１２表は「所得届」下書の記述に従って，各年度の「所得届」

に記された配当申告額を修正して作成したものである。大正１１（１９２２）年，１２（１９２３）年，大正１４

（１９２５）年と，配当額指数が１００→７８０→４９３０と飛躍的に増加しているのは，この時期に能勢家が活

発に株式投資をおこなった結果だと考えられる。もっとも，この時期が大戦景気から一転して戦後

恐慌に入った時期だけに，このような配当所得の増大は理解しにくいが，先に見た「所得決定通

知」（第８表）でも，同家は第１次大戦期の所得が低く，大戦期から昭和恐慌期にはいるまでの時

期に，戦後恐慌，金融恐慌の影響をさほど受けることなく所得を回復・増大させていた。従って，

能勢家は第１次大戦後に電機・化学工業を中心とした株投資に資金を集中し，配当所得の比重を高

めていったのであろう。この時期には配当所得が塩業所得を上回って最大の所得部門になったので

あり，同家は所得を配当所得中心に転換させようとしたと考えられる。この方針は昭和恐慌による

株配当の激減（３００～４００円台）によって頓挫するが，戦時体制への移行過程での景気回復に伴って

実を結ぶ。同家は，塩業所得を主とし農業所得を副とする所得構造から，配当所得を主とし塩業所

得を副とする所得構造への転換を目指し，それをまさに実現しようとする地点に立っていたと考え

られるのである。

最後に商業部門に触れたい。商業所得については，「所得届」ではまったく記載がないし，「決定

所得届」でも記載されている年度はほとんどなく，商業所得が記載されている年次（昭和８年）で

もその額はわずか１円にすぎない。

能勢家については今のところ確認できていないが，一般に芸備諸島地域の名望家層は，彼らが営

む塩業部門で製塩用燃料に使用する石炭を北九州地域から購入して運ぶための輸送船を所有してい

た。彼らは自家用だけでなく，販売のためにも石炭を購入し，石炭を必要とするが運搬船を所有し

ない製塩業者に輸送・販売した＊６。また，岡嶋教授によると，運搬物は石炭だけでなく，石炭積み

込みのために北九州に航海する時には，芸備諸島で生産された果実を北九州の青果物問屋に輸送し

第１２表 能瀬家配当・利子の推移

年度 配当額（円） 備 考

大正１１年 ６８．１０ 芸備銀行（３０株），広島県農工銀行（３０株）
大正１２年 ５３１．７０ 芸備銀行・其の他
大正１４年 ３３５７．６５
昭和４年 ３８３．０５
昭和６年 ３９０．１２
昭和７年 ３３６．６２
昭和８年 ４５２．０５
昭和１１年 ２３２５．００
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た，つまり，塩業と関連して船舶（輸送）業と商業をおこなっていた。また，生口果物組合が果物

出荷に石炭船を一部利用していたことが知られている＊７。

能勢家の船舶業と商業についての検討は現在のところ全くおこなわれていないといっても良い状

態にある。現在の時点で指摘できるのは，先に触れたように，船舶業，商業に関する所得が「所得

届」には皆無であり，「所得決定通知」にも商業所得が例外的に，しかもごく少額が記載されてい

ることである。石炭運搬用の船に関する記録，その船を石炭販売に利用した記録は同家の史料目録

には全く含まれていない。また，果実の問屋への出荷や庭売りを記した帳簿は存在するが，同家が

一般果樹作農民から果実を買い取り，販売したという記録，つまり同家が仲買・問屋機能を持って

いたことを示す記録は今のところ見つかっていない。つまり，史料目録の内容も同家の商業機能が

きわめて弱かったことを裏書きしている。そして，同家はその果樹作部門で生産した果実を単独で

販売しようとはせず，生口島の一般果樹作農民と一緒になって共同出荷を主目的とする「生口果物

組合」を結成して市場での販売力を強化しようとしたのであった。

これまで，能勢家の経済部門構成とその時間的変動を概観してきた。それによれば，能勢家の経

済基盤は，近代に入っても，決して一つの分野に限定されることはなかった。その時々の状況に応

じて，所有する不動産（塩田・農地）の貸付者にも生産者にもなり，その資金の投資先も農地抵

当・金銭貸付，株・債券投資など，その時々の社会経済情勢の変動に適応させながら，経済基盤を

変化させていっている。大きく見れば，同家の経済基盤は，明治３０年代前期までの不動産所得（塩

田・農地貸付）中心から，明治末・大正初期の塩業・果樹の両生産，および小作料収入中心へ移

り，さらに大正末・昭和前期に配当・利子所得と塩業生産の２部門中心を志向しながら，景気変動

の波に曝されて安定しなかったといえる。そして生産両部門の生産資材（石炭，肥料・薬剤など）

や生産物の流通に自らが問屋として関与することはなかったといえよう。つまり，明治３０年前半ま

では不動産所有者的性格が強かったが，明治末期から大正期にかけては，地主的性格を維持しなが

ら，生口島における地主制を基盤とした特異な労働市場に支えられて，小企業者的性格（塩業・果

樹部門）を強めていった。第１次大戦期を契機に資金の株式・債券投資を強めていったが，景気変

動にさらされて，従来の経済基盤を変化させるにはいたらなかったといえよう。

４．芸備諸島における名望家層の経済的性格について

これまで能勢家を事例として，名望家層の経済的基盤のあり方について述べてきた。最後に，能

勢家と同じ生口島在住の堀内家について，先にも引用した有元論文（「瀬戸内島嶼部における資産

形成の一事例」）に依拠しながら検討し，当地域における名望家層の経済的性格を堀内・能勢両家

によって考えたい。

堀内家は，芸備諸島地域ではもちろん，広島県内でも屈指の資産家であった。有元氏は，「所得

届」を史料として，明治２０・３０年代における堀内家の所得を詳細に分析されている。同家の所得は

塩田，田地宅地山林，貸金，船舶，商業，貸家，株式，公債の６部門にわたっていた。不動産所有

を見ても，塩田は明治３２（１８９９）年に約２９町（１４濱），田畑６５町と，能勢家の十数倍規模の大規模

土地所有者である。能勢家が明治３９年で「所得届」の申告額が５９２円であったのに対し堀内家のそ

れは明治３７（１９０４）年で８４３０円であり，隔絶した資産家であったことが知られる。

＊６ この点については，有元正雄，前掲論文，２３頁以下を参照されたい。
＊７ 土井作治・岡嶋隆三「生口果物組合『明治４５年 日誌帳』」。「５月３０日 １１時頃ニナルモ船ガ来ナイカ

ラ，太田ヘ行ッテ見タラ石炭ヲ積ンデ行ッテ，揚ゲタラスグ行クトノ事ニテ帰リ，１時頃船ガ廻ッテ来
タ。デ積ミ込ミ，糸崎ヘ４時頃着」。（『岡山商大論叢』第３７卷第２号，１２１・１２２頁）
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堀内家の所得構成を明治３７年について見る。その所得源は能勢家の場合と同様，複数の部門から

構成されている。そこで所得の中で各部門が占める割合を見てみたい。ただし，同年「塩田所得」

と「田地宅地山林」所得が一括表示されているので，明治２４・２５（１８９１・１８９２）年の割合（４：

３）で両所得を振り分ける。すると，「塩田」所得が３７％，「田地宅地山林」所得が２８％，貸金

１７．８％，船舶９．５％，商業１．８％，貸家５．９％となる。「株式」「公債」所得は別申告になっていて

「所得届」ではつかめない。そのため正確ではないが，「株式」「公債」などの配当利子所得は明治

末期にはまだ５％以下の割合しか占めていないと仮定（明治３２年で３．１％）して捨象する。する

と，財産所得（「田地宅地山林」「貸金」「貸家」の３項目計）は５１．７％，事業所得（「塩田」「船

舶」「商業」）が４８．３％となり，財産所得と事業所得とはほぼ拮抗していると考えられる。ただし，

「塩業」所得の中に貸濱小作料が含まれているから，財産所得の割合が増えると考えられ，不動産

所有に重点を置きながら，中小規模企業者という性格を併せ持っていたことがわかる＊８。

さて，堀内家の船舶業の内容は，所有する３隻の船を使っての石炭の「買積」（自己資金による

商品の買入―運送―販売」と，「運賃」（他人商品の運送）であった。「買積」は岡山県下の製塩地

への燃料炭販売であるが，その収支を第弐号住江丸についてみると，「資本金壱回ニ付 百弐十

円，水夫九人壱人ニ付 弐円五拾銭，修繕費壱回ニ付 拾六円，飯料雑費壱回ニ付 三拾円，売金

壱回ニ付 弐百○五円」であった。したがって，利益は２６円５０銭であり，支出に対する利益率は１４．８％

となる。他の２隻（第壱号，第三号住江丸）についても全く同じ利益率である。この利益率のあり

方，つまり，利益率の水準と利益率が常に同じであったことから考えて，この取引の場合には自由

競争原理が作用しており，競争原理の働かない遠隔地貿易的性格のものとは考えられない。「生産

者と商品の最終的な受取り手との間の関係を断ち切る（商人だけが，買値と売値の市での相場を，

それゆえ，見込まれる利益を知っている）」＊９といった関係が堀内家と岡山県製塩業者との間に成立

していたとは考えられないのである。

堀内家の商業部門を明治３１（１８９８）年でみると，仲買商（食塩販売，従業員６人）石炭販売業

（従業者４０人）の他に，広島市内での「陸軍其他御用相勤メ営業」（商品は「消耗品筆墨其他雑品

運搬人夫土木建築請負併材料」）があり，さらに明治３４（１９０１）年には「陸軍中央糧秣予備倉庫御

用」にも進出しようとしていた。食塩販売，石炭販売については営業資料がないので判断できない

が，消耗品販売に加えて糧秣販売に参入して陸軍との結びつきを強めようとする方向は，堀内家の

商業に投機的性格，すなわち遠距離貿易商的性格を付与するものではないかと思われる。なぜな

ら，糧秣納入は，大規模地主である堀内家が，毎年収納する大量の小作米の安定した販売先を確保

すると同時に，米の投機的取引への基礎を築くものであったろうからである。

以上から，堀内家の経済基盤は単一のものではなく，幾つもの部門にわたっており，利益を追求

して，塩業生産，農地所有から，塩業と結びついた運輸，商業（仲買，石炭）に拡がり，この商業

も陸軍への消耗品納入から糧秣納入にまで手を伸ばすことによって，競争原理の働く市場から競争

原理の働かない市場，すなわち投機的市場にも手を伸ばそうとしていることがわかる。堀内家の経

済基盤には，この他，ここでは明らかに出来なかったが，大正期から昭和にかけて，株式・債券投

資部門を拡大していったことはいうまでもない。

つぎに，能勢家の経済基盤について堀内家と比較しながら考えてみよう。能勢家の経済基盤が堀

内家と同じく複数の経済部門にわたっていた点では同じであった。しかし違いも大きかった。

＊８ わが国資本主義の展開に対応して，１９００年以降に堀内家が株式投資を地元銀行（豊田銀行）以外の分野
（金融部門や重化学工業）に拡大していったと考えられることは，言うまでもない。

＊９ F．ブローデル『歴史入門』（１９９５年）８１頁。

岡山商大社会総合研究所報

－３４－



能勢家と堀内家の経済的特徴を比較した場合，所有資産規模格差とそれに基づく処理可能な資本

量（所有資本と借入可能資本）格差がまず指摘されよう。それによって能勢家では商業部門への進

出がほとんどなかったのに対し，堀内家では投機的取引への進出を実現しようとしていた。また，

堀内家は塩業部門以外には生産者とはならなかったのに対して，能勢家は塩業部門以外にも農業部

門で雇用労働力を使用する果樹生産をおこなっていた。ここでは能勢家の経済的特徴を解明するた

めに果樹部門，とくにその生産物である果実販売についてあらためて考えてみたい。

明治４０年代における生口島の果実販売の実状については『広島県農業史』につぎのように述べら

れている＊１０。「明治時代の本県の柑橘取引は，市況の情報は主として運搬船によってもたらされ，

仲買人や問屋によって一方的に値段が決められるという原始的取引時代であったといえる」「明治

４０年前後から原始的販売の不合理を自覚し，生産者自らの共同による販売改善が芽ばえはじめた。

…生口島の果物組合の結成がそれであった」。つまり，芸備諸島における果実販売は，市場価格情

報をいち早く知ることが出来る（あるいは市場価格情報を独占する）問屋，仲買人（仲買人は問屋

の手先である場合が多い）と市場価格に暗い果樹栽培農民との間の取引であり，問屋，仲買人が安

い価格で果実を買って，それを遠隔地の（果実生産地での低い買取価格を知らない）買い手に高い

価格で販売する，いわゆる「遠隔地商業」と呼ばれる投機的取引であった。そして，それを可能に

したのは果樹作農民の現金不足と，それにつけいる問屋・仲買人の現金払いによる安い価格での果

物買い取りであった。能勢家の果樹部門も一般果樹作農民と同様に，この遠隔地商業に巻き込まれ

たのである。能勢家の果樹部門も一般果樹作農民の生産規模と大差なく，市場での価格形成力を持

たなかった。不利な遠隔地商業網から脱出するには「果樹組合」に参加し，共同出荷による価格形

成力の強化，生産資材の共同購入による生産費削減，共同出荷による輸送費削減，市場情報の早期

入手機能強化などによって競争力を強め，自立した市場参加者となる必要があった。しかし，この

ように自立した市場参加者となるためには，組合員各人も市場経済への適応能力を持つ必要があっ

た。具体的に言えば，一般果樹作農民の経済は現物経済と貨幣経済の両経済領域を含んでいたが，

強い現金不足に悩んでいた。この現金不足は，当時の農村で節季払いが一般的におこなわれていた

ことにあらわれている。生口島の果樹作農家について特徴的であったのは，彼らが共同出荷の際に

果物箱に貼付する商標（１枚８厘）を組合「有志」（組合理事で，少なくともその一部は名望家層

に属していた）の寄付に仰ごうとしていることに現れている。彼らは市場経済，つまり貨幣経済に

参加するための費用（商標）を自ら支払う能力が弱く，市場参加には他者（地域名望家層）の援助

が必要であったのである＊１１。また，明治・大正期に，東京をはじめとする市場へ共同出荷する場

合，出荷から代金の受取までに日数がかかり，その間農民が現金不足になやんだことはよく知られ

ている。この現金不足は前払いによって解消されるが，前払いが本格的におこなわれるのは第２次

大戦後になってからであった。第２次大戦以前の時期，現金不足を補うために一般果樹作農民は，

やむなく，現金を所有し，即金払いをしてくれる仲買人に「庭売り」せざるをえなかった。市場情

報に通ぜず，現金不足に悩む果樹作農家は，一方で「果樹組合」に結集して，自立的に貨幣経済

（競争原理の働く市場）に参加しようとしたにもかかわらず，他方では現金不足から庭売り価格を

一方的に仲買人によって支配されるという形で，きわめて従属的な形での貨幣経済（競争原理の働

＊１０ 昼田栄編『広島県農業発達史』第２卷，１９６２，４２３頁。
＊１１ ただし，史料には「只今８厘ノ商標紙料徴収煩雑ナルヲ以テ，有志ノ寄付ニシテハ如何…」大正２年４

月２７日理事会）（「生口果物組合 明治４５年日記帳」４７～４８頁）とあり，直接一般組合員（果樹作農民）の
貨幣不足を指摘するものではないが，「徴収煩雑」の背景に組合員の現金不足を窺うことができると考え
た。なお「有志」とは会長はじめとする理事である。理事は，「日記帳」で確認することが出来た場合，
生口島名望家層の場合が多い。土井作治・岡嶋隆三「生口果物組合における政策決定の展開」『岡山商大
論叢』第３７卷第３号）付属資料，付１０を参照のこと。
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かない市場）に参加するという側面を残さざるを得なかったのである。

以上，能勢家は，商業機能の強化を，自らが問屋，すなわち遠隔地貿易商になる道ではなく，一

般果樹作農民と共に，彼らの市場参加能力を補強しながら，共同出荷組合を作ることでおこなおう

としたのである。そうした道を選択せざるを得なかったのは，なによりも資本不足に帰せられるで

あろう。

本稿では，芸備地方名望家層の経済的基盤を明らかにするため，�能勢家の「所得届」関係資料
を中心に分析した。能勢家の経済基盤は，近代に入ってからも，その中心部門であった塩業部門に

専門化せず，複数の部門（農地・宅地貸付，農業生産，株式投資，商業など）から構成されてい

た。同家は，日本経済の展開に対応して，塩田や農地の貸し手にも自営企業者にもなり，金の貸手

にも借手にも，投資家にもなった。その過程で，塩業生産を主とし，農地所有，農業生産（稲作部

門，およびとくに果樹部門）を副とする構造から，大正末期以降，配当・利子所得を主とし，塩業

生産を副とする構造への移行を目指す方向に変わろうとしていたことが明らかになった。�能勢家
経済の特徴として注目されるのは，商業部門の弱さ，正確にその欠如であり，その実状を同家の果

樹部門生産物の販売方法について検討した。同家は生口島の一般果樹農民から果樹を買い取り，自

園生産物とあわせ，自己所有の石炭船を使って売り捌くという問屋・仲買的機能を持たず，むしろ

一般果樹作農民と共に「生口果物組合」を作り，競争原則が支配する市場で自立した販売者となろ

うとしたのであった。その理由は，能勢家が，一般果樹作農民同様，問屋によって市場情報から遮

断され，その結果安値で買いたたかれる存在であったことによる。「生口島果樹組合」の設立は，

生口島における明治末・大正期の果実流通が問屋・仲買人によって一方的に価格を決められる市場

（競争原理が作用しない市場）であったのに対抗して，競争原理が作用する市場（東京などの都市

市場や外国市場）に自立した生産者として参加することを目的としていたのである。その場合，組

合結成後も（組合が前払いをおこなう能力がないために）現金不足に悩む一般果樹作農民に，共同

出荷に必要な商標を無償提供することによって，彼らの生産物を仲買人にではなく，共同出荷に向

かいやすくするものであった。ここに，能勢家に代表される小規模名望家層の組合での役割があっ

たのである。しかし，その限界もまた明らかであった。�能勢家と同じ生口島の，芸備諸島地域で
はもちろん，広島県下でも最大規模の資産家である堀内家を取り上げ，その経済基盤を検討した。

同家も能勢家と同じく複数の経済基盤（塩業，農地・宅地貸出，貸家，金銭貸付，運送，商業・仲

買，株式投資など）を持っており，集積した塩業に専業化することはなかった。塩業，農地貸付部

門の規模は能勢家の１０倍規模に達していた。堀内家の仲買・商業について注目すべき点は，同家が

陸軍への物資供給を消耗品から糧秣へと拡大することを通じて，投機的市場（競争原理の働かない

市場）への参加を実現しようとした点であった。これを可能にしたのは資産，従ってまた資金の大

規模性に求められる。

以上，名望家層の経済的特徴とその階層性，生口島経済における役割の一端を明らかにした。

（後記）

本稿は共同研究の成果であるが，とくに史料・文献の閲覧・蒐集について，共同研究者である岡嶋・土井・

村上各教授の御助力を得た。記して謝意を表する。

岡山商大社会総合研究所報
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瀬戸内海島嶼部の果樹栽培にみる市場行動
－「能勢家文書」（生口島）を中心に－

（岡 嶋 隆 三）

市場経済が農村社会に浸透していく過程で，瀬戸内海島嶼部の果樹栽培業者がどのように他の地

域との交流をいかしてきたか。小稿では，瀬戸内海のほぼ中央に点在している芸予諸島における果

樹栽培業者を中心に，要素市場・商品市場における他地域との交流の軌跡を整理したものである。

１．は じ め に

広島県の島嶼部では１９００年ころ，柑橘類の市場生産が軌道にのりだしたとされる。和歌山県・大

阪府・静岡県といった先進地域にくらべて，かなり遅い時期でのたちあがりとなった。かつて，大

蔵永常＊１は，農家に貨幣収入を増加させる特産品（たとえば果樹では蜜柑・葡萄・柿・梨・梅な

ど）の栽培をすすめたという。その場合，すでに産地として成立し，利益をあげているところにな

らい，品種・技術を導入するのがよいとしている。そのうえ，生の柿の流通期間は短いが，干し柿

の流通期間は長く，遠隔地まで運ぶことができる点が強調されている。単なる理念だけではなく，

生産面・流通面にまでふみこんだ実践的な考えといえる。第二次大戦後アメリカから数々の経営管

理技法が導入された。そのうち，とりわけマーケテイングが日本の産業界に与えた影響は大きい。

それでは，大蔵永常など先人から受け継がれてきた考え・行動様式は明治維新・第二次大戦で消え

てしまったのだろうか。

当然生口島の果樹栽培者も先進地の栽培技術・管理技術に学び，時代・風土にふさわしい技術に

育てあげていく努力が要請される。その動きの中で，生産技術・販売行動を通じて生口島と他地域

との交流がすすめられていた。その交流の過程を，瀬戸田町史編纂室に保管されている「能勢家文

書」を中心に整理したものである。広島県の農業についてはすでにいくつかの資料＊２が残されてい

るので，ここではそれを参考にしている。
＊１ 大蔵永常『広益国産考』（１８５９）。果樹農業発達史編集委員会編『果樹農業発達史』農林統計協

会，１９７２，p．４９９による。

＊２ 昼田 栄『広島県農業発達史 第２巻』広島県信用農業協同組合連合会，１９６２。『同 資料編』

１９８１。その他，広島県内務部第二課『農事調査書』（全５冊）１８９１，広島県農会『芸備の園芸』１９１２が

あるが，いずれも昼田 栄（１９８１）に収録されている。また，広島県農会『農事調査』１９０２も昼田

栄（１９６２）に要約・紹介されている。豊田郡教育会『豊田郡誌』１９３５（復刻版，臨川書店，１９８５）

２．要素市場における取り組み

２．１ 栽培技術の地域化

優良な果実を収穫するためには，数々の栽培技術が必要とされる。それには，まず次の時代・そ

の場所に適した優良な苗木をみつけ，製枝・剪定し，病虫害を防除し，肥培するだけではなく，受

粉・落花防止・摘果の技術，品質管理，流通管理，販売管理などが必要とされる＊３。必ずしも生産

技術だけが規定条件になるものではない。もともとは身近な野生種または在来種の変種に品種改良

を加え，それを商品化していく過程をたどるが，新規参入者にとっては，優良な苗木を確保するこ

とが出発点となる。そのため，芸予諸島の場合先進地の視察・苗木商などから情報の入手→優良な

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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苗木の確保→自邸内での試作→園作り→結果の評価→一般農家への波及という過程をへて産地が形

成されていった。先進地からの技術導入については，生口島への移転過程と，島内での波及過程と

いう２層の構造からなっている；

ａ）先進地→芸予諸島内の島・生口島→芸予諸島内の他の島

ｂ）生口島内；指導的名望家層＊４→２次的名望家層→一般農家

２．２ 全国的な取り組み

明治以前では，在来果樹（日本梨・柑橘類など）が芸予諸島の各地で小規模で栽培されていた。

明治前期＊５（１８６８～９７）は，勧農政策の一環として積極的に海外から多様な果樹・農機具・栽培技

術が導入された。１８７２年に開拓使が米国（りんご・西洋梨など），１８７５年には勧業寮がフランス

（りんご・ももなど）・中国（中国なし・ももなど）から果樹を輸入している。

そのうちの一部分が，「三田育種場」などで試作された後，明治中ごろ各地に配布され，試作さ

れるようになったが，日本の気候風土・栽培技術・需要状況などに適さず，そのほとんどが消えて

いった。実際には，明治政府は近代化のために富国強兵，欧米の先進物・技術導入＊６を必要と考え

ていたので，必需品とはみなされなかった果樹に対する対応は消極的となった。

明治後期（１８９８～１９１２）にはいると，しだいに工業も発達し，都市中間層が形成されるように

なって，果物に対する需要も生まれ，果樹栽培も活発化してきた。１９０２年農商務省農事試験場（興

津）が設立されると，日本の風土に適した栽培技術・病虫害対策・肥料の開発がすすめられた。

また，それまで軽視されていた在来技術の見直しもすすめられるようになった。他方，蜜柑はす

でにアメリカに輸出されていたが，蜜柑にカイガラ虫の被害がでたことから苦情がよせられたため

病虫害防除が問題化し，法体制づくりが求められるようになった。

いくつかの地域においては，生産奨励（１８９６年長野県），苗木の配布（１９０３年静岡県），販売奨励

（１９１１年青森県）など，地域産業の振興策として果樹栽培を奨励するところもでてきた。民間で

は，栽培地視察，品評会などが活発におこなわれた。

この時期は「官民を通じての果樹生産改善，販売改善がその緒についた時代」＊７とみられてい

る。

２．３ 芸予諸島における取り組み＊８

（１）果樹栽培の出発時

温州蜜柑・夏橙は１８７７～９７年ころ，ネーブルは１８９７～９年ころ広島に導入された。以後急速に拡

大し，「明治３０～４０年代には，早くも主産地では経済的栽培が勃興」＊９したが，先進地である和歌山

県・大阪府・静岡県に比べるとその差は小さくない。しかし，明治後期になると急成長し，大正後

期以降には「わが国屈指の柑橘産地＊１０」と自負しうるまでに成長した。

それでも，広島県下の先進地とみられる大長村でさえ，大正初めのころの栽培技術は幼稚なもの

であったことが指摘されている＊１１；

①肥料は，「尾道肥料商から勧奨せられたる肥料をただ漫然と施用する」のみであった。一部の

農家は「人屎尿を単用するのみ」で，「肥料の知識は低く，施肥改善の考えはなかった」。

②剪定・製枝もせず，「放任仕立」であった。

③販売面でも「ほとんど地元の問屋まかせで，少数のものが呉・広島・今治方面に小舟で行商的

に小売する程度」であった。

これだけでは果樹栽培の全容が把握できないが，要素市場と商品市場の両方で問屋資本に支配さ

れていることが推察される。

（２）要素調達の方式＊１２

岡山商大社会総合研究所報
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芸予諸島においても，その島の立地，歴史的・経済的条件の違い，地域社会を指導する立場の名

望家層の存在などいくつかの条件によって違いがみられる。ここでは，その地域に苗木・情報など

がどのような経路ではいってきたか，その刺激にどのように対応したかについて整理している。古

くから瀬戸内海の海上交通の要衝としてひらけ，果物問屋・海運業者などが活発な事業展開をして

いた瀬戸田町は別として，おおむね６つの経路にわけることができる。（以下敬称略）

①役場のすすめによる

１８８３年広島県勧業課長・十文字新介氏が生口島が柑橘の栽培に適していることを認め，果樹の栽

培をすすめた。これをうけて役場も山口県より夏橙の苗木を購入し，能勢七郎・和気善太郎・能勢

禎一郎・本田与右衛門（以下北生口村）の４名と馬久地岩太郎（西生口村）に各数本づつを配布

し，自邸で栽培させた。１８８７～９年に好結果をえられたことから，栽培が拡大していった。

②地域内から調達

�）折口孫右衛門邸にあった温州蜜柑に接木して１００本余りを園作りした（久友村）。
�）１８８３年北生口島から夏橙の苗木の配布を受けた（西生口村）
�）１８８６年井上孝之助は大道好右衛門（大長村）のすすめで温州蜜柑１００本余を購入した。１８９１
年ころ好結果をえたため，栽培者が増加した（久友村）。

�）１８９１年久友村が大分から持ち帰った夏橙を移植したところ好結果がえられたので尾道の苗木
商から苗木を購入・蛮植したが，その後はあまり伸びなかった（豊浜村）。

�）１８９３年平本角平（尾道）・能勢七郎（北生口村）から苗木約７０００本を購入した（久友村）。
③県内から調達

�）１８８３～４年芝村雄次郎が県下佐伯郡己斐村より夏橙の苗を購入し，各集落の代表者に試作さ
せた（下蒲刈島）。

�）１８９２年広島県己斐村より夏橙の苗を購入（上蒲刈島）。
④地域外の商人が来村

１８９７年兵庫県川辺郡稲野村の苗木商・小西松次郎が苗木販売のため来村したおり，和歌山県那賀

郡堂本吉之進がアメリカよりネーブルを輸入し，優良種であるため増植中であることを紹介された

（大長村）。

⑤県外から調達

�）１８８３年郡役場が山口県より夏橙の苗木を購入し，５名に各数本づつを配布し，自邸で栽培さ
せたところ，１８８７～９年好結果をえたため，栽培面積が拡張した（北生口村）。

�）１８９０年岡山から夏橙を購入し，邸宅作りしたところ，３年後に結実，その結果がよく夏橙の
声価が高くなり，拡大した（名荷村）。

�）能勢七郎は１８９０年春岡山桃梨園から６～７生の夏橙を購入し，４反歩に増植，農家にも勧誘
した（北生口村）。

�）１８９０～１年柳田柳吉が兵庫県川辺郡より温州蜜柑の苗を購入したところ，１８９６～７年ころ結
実し，これまでの小蜜柑よりも品質がよいことから一般農家へも拡大した（下蒲刈島）。

�）能勢七郎は１９０６年和歌山からネーブルの苗木を購入し，１反歩に増植した（北生口村）。
�）１８９２年岡山桃梨園より夏橙を購入し，植えつけた（西生口村）。
�）１８９７年紀泉地方を視察したおり，ネーブル苗木を購入し，数百本を植えつけた（下蒲刈島）。
�）１８９８～９年ころ兵庫県川辺郡よりより苗木１万本を購入し，栽培面積が拡大した（久友村）。
⑥県外への視察・出張による

�）１８８９年横崎幾太郎・井上孝之助が桑苗の販売のため大分・中津地方を訪れたとき夏橙がよい
と聞き，桑苗と交換を約束して帰り試植した（久友村）。

�）馬久地岩太郎は北生口村・兵庫県・岡山県の果樹栽培を視察した（西生口村）。

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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�）能勢七郎は東京，その他の果樹を視察した（北生口村）。
�）能勢七郎は１８９８年紀州旅行でネーブルの味がよく，貯蔵にも耐えることを聞き，栽培・研究
をはじめ，１９０６年和歌山から苗木を購入し，増植した（北生口村）。

以上，必ずしもすべてが取り上げられているわけではなく，口承によるものも多く，記憶違いが

あるかもしれない。役場・苗木商・訪問先などいろんな経路からえられた情報のもつ意味を迅速に

判断し，苗木の購入にふみきっている。もちろん，これ以外に失敗した多数の事例については表面

化しにくいという面も考慮する必要はある。いずれにしろ，指導的名望家層は外部の刺激を事業機

会ととらえる能力をもち，現場を視察し，試作し，その段階で中間的名望家層が参加し，４～５年

後えられた結果が満足する水準にあれば一般農家がとりいれていくという過程をとっていることが

わかる。いわばタテ型の波及過程を示している。他方，先進地の技術が苗木を介して後進地に波及

していく過程（ヨコ型の波及過程）の存在も強く，いわば伊勢講の近代版といえる。

（３）品種別の取り組み

生口島と外界との接点としての瀬戸田町は，果物問屋（収集機能），海運業者（物流）が活発な

事業活動を展開しており，他と少し性質が異なっている。芸予諸島内へ新しい苗木が導入される過

程は，とりもなおさず市場需要に対応しながら栽培品目を変化させる過程であった。いま，詳細は

無視して品目の推移だけをとりあげると，図表１のようになる；

図表１：芸予諸島における主要地域での栽培品目の変化

大 長 村 桃→水蜜桃・巴且杏・朱桃等→柑橘栽培

上蒲刈島 小蜜柑→夏橙→温州蜜柑

下蒲刈島 小蜜柑→夏橙→温州蜜柑・ネーブル

久 友 村 温州蜜柑＋夏橙

東生口村 小蜜柑→夏橙

西生口村 葡萄→夏橙

北生口村 夏橙→温州蜜柑・ネーブル

資料：昼田栄（１９８１）より抽出した。

明治維新以降の約１３０年余りのあいだに，市場の需要に対応するために各地域とも栽培品目を変

更している。温州蜜柑・夏橙は１８７７～９７年ころ本格的に栽培されるようになり，１８９８～９年ころ長

足の進歩をみせたが，１９００年ころより温州蜜柑の人気が高まり，夏橙を栽培する農家はほとんどな

くなった。ネーブルは１８９７～９年ころ広島県下に導入されてから徐々に本格的栽培に移行してい

る。この移行過程は，前述のように，地域の名望家層の企業家的活動を通して具体化されてきたも

のである。名望家層の指導力は，生産面にかぎらず，販売面にも発揮されている。ただ，一般農家

がそれを受け入れるかどうか，その地域に定着するかどうかは，市場の受容度とどれぐらいの期間

受け入れてくれるかによってきまってくる。

（４）広島県の柑橘業が発展した理由

柚木咲勇次郎は，広島県島嶼部の柑橘業発展の条件として７項目＊１３をあげているが，これを４項

目に集約することができる：

①地勢上の特異性

海岸線より急傾斜の丘や山林で形成されている。平地にとぼしく水田としての利用は不可能であ

り，段々畑として利用するほかはなかった。だからといって，麦・甘藷では生計を維持しにくく，

他の換金作物を求めざるをえなかった。

②気候風土的条件

岡山商大社会総合研究所報
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四季を通じて温和な気候風土であり，土壌の質が柑橘類の栽培に適している。

③歴史的な条件

瀬戸内海島嶼部は古くから海上交通が発達しており，幹線航路とは別に離島間・本州間を結ぶ脇

航路が発達している。そのため，情報流通も活発であり，島外での活動にも躊躇しない進取の気風

がある。

④柑橘の商品特性

柑橘が果樹のなかでは経済的能率が高く，桃・枇杷のように荷傷みしたり，時間とともに品質が

劣化することが少ない。数ヶ月貯蔵したり，遠距離輸送することができる。

⑤行政の適切な支援

ただ，生口島については，広島県の補助金がなくなり，郡・町村の補助金も削減されているが，

農事試験場などによる技術的指導を仰ぐことができた。
＊３ 果樹農業発達史編集委員会編『果樹農業発達史』農林統計協会，１９７２，p．４９９

＊４ 名望家層の経済的性格については，三好正喜先生の研究で詳細にとりあげられており，一般農家の

稼得行動については，土井作治先生の研究でとりあげられている。

＊５ この項は，農林省（１９７２）による。１８７１年外国人園芸技術者を招聘し，１８７３～６年外国種苗の輸入

と増植・配布が試みられた。

＊６ 中村隆英『明治大正期の経済』岩波書店，１９８５，pp．２９～３８

＊７ 果樹農業発達史編集委員会編（１９７２）p．３６８

＊８ この項は，昼田 栄（１９６２）による。

＊９ 昼田 栄（１９６２）p．１

＊１０ 昼田 栄（１９６２）p．１

＊１１ 昼田 栄（１９６２）p．７９に，柚木埼勇次郎（広島県農事試験場大長柑橘分場初代分場長）の談話を引

用している。

＊１２ 昼田 栄（１９６２）による。

＊１３ 昼田（１９６２）pp．９０～２

３．商品市場での取り組み

果実の販売については，個人販売から共同販売へ移行していった。「近時世運の進歩に伴い漸く

個人販売の不利なるを覚知するに至り，果物組合又は産業組合等共同販売の機関を組織」＊１４するよ

うになった。それは，「住民はあまりにも純朴寡欲で商機に暗く，営々として心血をそそいで生産

した美果も，大長，久比など先進地の仲買人の評価に甘んじて山売りする状態」＊１５から脱して，市

場での指導権を取り戻そうとする動きにつながっている。

（１）個人販売の方法

①園売り；収穫時期に栽培農家と仲買人の双方が立会いのうえ，作柄・品質などを調べ，価格を決

定して売買契約をおこなう方式。

②庭売り；収穫した果実を，自宅において栽培農家と仲買人の双方が立会いのうえ，荷造りをしな

いまま引渡すことを条件に価格を決定して売買契約をおこなう方式。

③委託販売；１人または数人の栽培農家が共同して船頭に販売を委託する方式。従来のように取引

量が小さく，近くの市場（尾道・三原・呉・今治など）に出荷する場合にとられた方式。

以上の個人販売の場合，どうしても取引の実権は商人の手にあり，市況の情報は運搬船から聞く

程度で，仲買人・問屋によって一方的に価格が決められるなど栽培農家に不利であった。そこで，

明治期末から「個人販売の不利」であることに気づき，生口果物組合（１９１２年創設）を組織し共同

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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販売がおこなわれるようになった＊１６。

（２）共同販売－生口果物組合の事例－

生口果物組合では，共同販売にかかる事項をその「規約＊」の中で次のように規定している；

＊注；原資料には，１９１１年版手書き，活字体，１９１２年活字体による冊子の３種がある。１９１１年

版と１９１２年版とでは内容に違いがある。原文には句読点がつけられていないが，便宜上これを

つけた。

①事業の目的

「規約」（同組合は任意組合のため，定款ではなく規約としている）の第１章 総則において，

その目的を規定している。これによると，生産面（もともと当組合は，生口果樹栽培研究会として

発足している）と販売面の２つがとりあげられている。

第１条 本組合ハ，果樹栽培ノ改良・発達ヲ謀リ，善良ナル果実ノ共同販売ヲナスヲ以テ目的

トス

②事業内容

前記の目的を達成するために，１０の事業が列挙されている。そのうち，次の４項目が販売にかか

る事業となる。取引にかかる問題（４，５）と物流にかかる問題（３，７）がとりあげられており，

流通の合理化への意欲がみられる。「品質」については，別途「生口果物組合 荷造及玉揃規定」

（明治４５年３月１日）を規定し，荷姿の規格化がはかられている。「容器」については，石油箱の

改良を計画したが，製箱所がそれだけの意識をもっていなかったのか，なかなか思うようなものが

えられず苦慮している。「販路の拡張」は，三原・尾道・今治などの近隣市場だけではなく，消費

需要が増大しつつあった東京・名古屋・京阪神，および浦塩斯徳・大連・ソウル等の海外市場の分

散問屋にも直接販売しようとするものである。「販売上の弊害」の矯正は中継問屋を排除して直接

消費地問屋に連結することによって，流通過程の主導権を確立しようとするものである。第５条に

規定されているように，「重ナル市場ニ指定問屋」をおき，情報収集の拠点，また共同輸送の拠点

としての利用がはかられている。

第４条３ 品質ノ選択，及ビ容器・荷造ノ改良ヲ図ルコト

４ 販路ノ拡張ヲ図ルコト

５ 販売上ノ弊害ヲ矯正スルコト

７ 販売品共同運輸ノ方法ヲ執行スルコト

③販売経路の構築

「重ナル市場」をどのような条件できめたのかについては，同組合の「明治４５年日誌帳」「明治

４５年会議書類」に記録されていない。別途文書化されている「指定問屋一覧表」には，２１社と欄外

に３社の計２４社が掲載されている。地域別にみると東京・横浜（４），大阪・神戸（３），尾道・三

原・呉・広島・下関（１２），高松・丸亀・今治（３），門司（２）が指定されている。取引の安定化

をねらったものとみられるが，平常の取引は，指定問屋以外も多く，どのような位置づけがなされ

ているのかはっきりしない。

第５条 果物販売上便利ノ為メ重ナル市場ニ指定問屋ヲ置キ，組合果物ヲ販売スルモノトス。

但シ，組合ノ承認ヲ経テ指定外ヘ随時販売スルコトヲ得。此場合ニ於ケル取引上ノ損

害ハ，組合其責ニ任ゼズ

④販売代金の決済

従来は「代理受渡は現金取引を普通とすれども，延取引と称し現品送達後１ヶ月，長きは数ケ月

の後計算する」＊１７ものもあった。生口果物組合では，指定問屋の承認にさいし，商品売却後１週間

以内に決済するよう問屋に働きかけるなど，決済の迅速化に取り組んでいる。決済の遅い販売先に

対しては，出荷をしぶる傾向がみられる。

岡山商大社会総合研究所報

－４２－



第１１条 組合員果物販売代価ハ，各自又共同販売仕切書ニ依リ，之ニ附随スル運賃等ヲ引去

リ，出荷者ニ分配スルモノトス

但シ，三原・尾道・忠海ヘ輸出及ビ其他ノ地方ヘ持行販売荷物代価ハ，組合其責ニ任

ゼズ

⑤荷造りの方法

梱包の外側に，規定の商標紙をはり，内容物・栽培農家名などを明記するようにさだめている。

第２７条２ 販売品ハ自宅売及ビ小売ノ外組合ニ於テ一定シタル標準ニ依リ，品位・等級ヲ定

メ，荷造ヲ完全ニシ，第１０条ノ商標紙ヲ各容器ニ添付スベキモノトス

（３）個人販売と共同販売の比較

個人としては「能勢果友園果物台帳明治４３年」（能勢禎一郎氏経営，「能勢家文書」所収）を，共

同販売としては生口果物組合「果物販売成績表１～３（１９１２）」（「能勢家文書」所収）をとりあげ

ている。年度も違い，そのまま比較することはできないが，一つの傾向を知ることができる。

①販売先

販売方式によって，消費地問屋（または小売店）と庭売りにわかれている。「能勢果友園果物台

帳明治４３年」には販売先は九州地区（９店），中国地区（１１店），近畿地区（４店），北陸地区（３

店），中部地区（１店），関東地区（２店）の計３０店が掲載されているが，すべての商店と１９１０年度

に取引があったわけではない。

図表２：能勢果友園・生口果物組合の販売先（＊＝両者に共通している販売先）
生口果物組合 東京（三周・田原・西吉・山和），横浜（木村），名古屋（佐藤），敦賀（外海＊）神戸（農産商

会），姫路（山大），下関（豊田＊・松本＊），門司（白石＊・田中・津田＊）浦汐斯徳（相見・向

山）計１６社

資料：「明治４５年会議書類」より抽出した

能勢果友園
（対問屋）

東京（斎藤・中島），敦賀（外海＊），明石（中浜），姫路（丸一），尾道（島岡・高瀬・田丸

屋・丸三），三原（金谷・富永），福山（福田），呉（丸新），下関（豊田＊・松本＊），門司（白

石＊・津田＊），福岡（野田）計１８社

資料：「能勢果友園果物台帳」より抽出した

販売先については，生口果物組合（以下組合）は能勢果友園（以下果友園）にくらべ比較的遠隔

地が多く，果友園は明石～呉間が多い。果友園は，明石～呉地区が商店数では１８社中１０社

（５５．６％）を占めているのに対し，販売額では３８９．８９４円（３９．４％）にすぎない。下関～福岡地区

は商店数で２７．８％，販売額で４８．５％を占め，大きな市場となっている。一つは，この地区に炭坑地

区をひかえていること，いま一つはここからソウル・大連に連結していることによる。東京地区

は，都市中間層が形成されつつある地域であるが，静岡・和歌山という先進県が地盤を確立してお

り，なかなか割り込めない状況にある。栽培技術面だけではなく，販売管理面にも留意する必要の

あることが認められる。

庭売りの対象は問屋・地元住民であるが，通説のように問屋（またはその代理人）への売却とは

違った性質をもっているようにみられる。問屋の場合もその都度の当用買いのように思われる。

（２）販売金額

能勢果友園の記録は，売上金額（図表３）に取扱い口銭（通常は売上げ金額の７％）・運賃（仕

向け先によりことなる）などが含まれている場合と，含まれていない場合がある。生口果物組合の

場合は，売上げ金額から問屋口銭（通常１０％）と運賃・諸掛りが差し引かれて手取りとなる。庭売

りの場合は，差引く口銭・運賃・諸掛りはない。庭売りは，果友園の販売額１，０７７．９３９円（ただ

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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し，箱・紙類を除く）のうち８．２％（８８．６２１円）しか占めず，取引相手も周辺住民中心であること

からみて，通説の「庭売り」とはかなり異質のもののように見受けられる。

（３）販売品目

庭売りの販売口数８４件のうち，果物の品質でみると明記されているものでは「最上」１件，「上

玉・大玉」３件，「中玉」９件，「小玉」７件，「疵」２件，「屑」２１件，「込玉」３件と比較的中級

品以下が多い。おもに周辺住民を対象とする日常消費用に販売しているものとみられる。他方，問

屋向けは再販売用であり比較的中級以上が多く，選果された粒のそろった単位で取引されている。

また，販売期間も問屋相手では３月６日から８月１０日までの約５ヶ月に集中しているのに対し，庭

売りでは４月１７日から翌年１月２８日まで約９ヶ月間にわたっている。したがって，取扱い商品も，

庭売りが「夏橙・中成子・桃類」（８１．４％）を中心に，「ネーブル・枇杷・リンゴ・巴且杏・柿・

梅」と９種類にわたり，問屋向けは「紅魁・中成子・桃・ネーブル」（９５．３％）を中心に「洋梨・

枇杷・巴且杏・ザボン・黄金橙」はわずかな比率しかしめていない。
＊１４ 広島県農会『芸備の園芸』１９１２（昼田栄［１９８１］所収）

＊１５ 昼田 栄（１９６２）p．２７９，「山売り」とは，現実には仲買人が「１００箱あまりと見込みを立てながら栽

培者には７０箱に満たずと称して買収する」方式であったと伝えられている（中下増次郎談として掲載

されている）。

＊１６ 昼田 栄（１９６２）p．４２３。ただし，郵便為替貯金管理所発行「振替貯金払出書用紙５０枚綴」には，

以下の記載が残されている：

「明治４２年８月（空欄）日付 払出票

用紙番号 ００００２

図表３：能勢果友園・生口果物組合の売上金額（円）

能勢果友園（１９１０）＊ 生口果物組合（１９１２）＊＊

消費地問屋 庭売り 消費地問屋

夏橙 ２１．７０１ ２，９２４．６９０

黄金橙 ３．６０２ １８．４００

ネーブル ２６８．０２２ ５．３００ １，７２０．３００

赤竜梨 ５１．０００

旭柑 ５．７００

桃 １７８．６０８ １１．９０６ ６，４２２．４５０

苹果 ２９６．１００ １．３６５ １６５．４４０

枇杷 ４．８７５ １．７００ ７．８５０

西洋梨 １５．８６０ ４，１３３．６３０

巴且杏 ０．２００ ０．５３０

ザボン ０．４４８

中成子 ２００．４０３ ４０．６３９

柿 ５．３４０

梅 ０．１４０

？ ２１．２００

合計 （９８９．３１８）（８８．６２１）（１５，４４９．４６０）

資料：＊＝「能勢果友園 果物台帳 明治４３年」（「能勢家文
書」所収）より集計した
＊＊＝「生口果物組合 明治４５年会議書類」より集計した
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口座番号 大阪７１２０番

加入者住所氏名 広島県豊田郡北生口村大字生口中野生口果物組合代表者 浮津悦一」

＊１７ 広島県農会（１９１２）p．５４８～９

４ ま と め

果樹の栽培技術にしろ，果樹園の管理技術にしろ，大蔵永常の説くように先進地の方式に学び，

これをその地に適したものにつくりかえていく努力が必要とされる。芸予諸島の果樹栽培は，まさ

にその教えを実践したといえる。そこで浮かびあがってくることは，先進地の方式に学ぶとして

も，それはまず人を介して進められるという点である。制度化は２次的な問題となる。まず指導的

名望家層が新しい事業に挑戦し，ある程度目処がたったところで中間的名望家層がこれを支え，さ

らに成功の確率が高まった時点で一般農家が追随してくるという図式である。貪欲なまでに事業機

会を探し求め，実践に移していく指導的名望家層の行動様式の重要さがそこに認められる。

１９００年ころ瀬戸内海の島嶼部で展開された事業活動をみると，マーケテイング活動は第二次大戦

後アメリカから導入されたものという通説には納得しにくい点が残る。日本経済という大きな流れ

の中では無視されてしまう小さな試みかもしれないが，それでも現実に展開されていた活動であ

る。歴史としてではなく，経営実践の一つとしてもっと，辺境の試みに目をむけるべきではないか

と考えられる。

参考文献

豊田郡教育会編『豊田郡誌』１９３５（復刻版，臨川書店，１９８５）

昼田 栄編『広島県農業発達史 第２巻』広島県信用農業協同組合連合会，１９６２

同 『資料編』１９８１

果樹農業発達史編集委員会編『果樹農業発達史』農林統計協会，１９７２

広島県農会編『芸備の園芸』１９１２（復刻版，昼田 栄［１９８１］所収）

中村隆英『明治大正期の経済』岩波書店，１９８５

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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生名村の塩田経営の実態（美登屋村上家の事例）
－明治４５年から大正４年までの深浦壱番濱について－

（喜 田 栄次郎）

は じ め に

広島県と愛媛県にまたがる芸予諸島の一つが生名島であり，この島に生名村がある。江戸時代の

中ごろ，生名島にも入浜式の塩田が五つ築かれ，北濱，中濱，南濱，深浦壱番濱，深浦貮番濱と呼

ばれていた。筆者は過去２年間に亘り生名村の東村上家（通称新家・東村上，以後は東村上と略称

する）と岩城村の三浦家に残された資料をもとに明治期末の塩田経営の実態を示してきたが，今回

は生名村の村上麟祥氏（通称・美登屋，以後は美登屋と略称する）の倉に残された塩田関係の資料

をもとにして明治４５年から大正４年までの深浦壱番濱の塩田経営の実態をまとめてみたい。

生名村の土地台帳によれば深浦壱番濱の広さは１．７７１７町歩であり，明治１７年以降その所有者は村

上熊市（美登屋）→村上俊三（東村上）と村上致祥（美登屋）の共有→村上俊三（東村上）と村上

知祥（美登屋）の共有→村上俊三（東村上）のように変化している（１）。美登屋と東村上に残された

資料から推測すると，深浦壱番濱の塩田経営は明治３６年から明治３８年まで美登屋，明治３９年から明

治４２年まで東村上，明治４３年と明治４４年は不明，明治４５年から大正４年まで美登屋が担当してお

り，その純利益は東村上と美登屋の両家で折半していたと考えられる。その理由は，東村上に残さ

れた資料には記載がないが，美登屋に残された資料の幾つかに深浦壱番濱の純利益を「村上俊三と

折半」したことが明記されているからである。

近年まで美登屋には膨大な塩田経営の資料が残されていたが，その大部分は廃棄されて現存する

資料はわずかである。深浦壱番濱の大福帳は明治３６年，明治３８年，明治４５年の３冊が，壱番濱帳は

大正２年から大正４年までの３冊が幸いにも残されていたので，明治４５年の大福帳と大正期の壱番

濱帳３冊を一次資料として使用し，この４年間にわたる深浦壱番濱の収支決算の内訳，製塩の役割

分担と携わった人々の名前，その賃金などを基礎資料として紹介し，塩田経営の実態を分析した

い。大福帳と壱番濱帳の記載は縦書きで，収支決算については上部に金額が漢字で記載され，その

下に各項目の名称が示されている。本稿では一般的な貸借対照表として示すために，まず左に項

目，右に金額を記し，単位は原文の漢字を用い，数値はアラビア数字に直し，略字や当て字が使わ

れている場合は原則として本字に直したが，意味不明の場合には原資料の表現をそのまま示した。
注１ 重見之雄『瀬戸内塩田の所有形態』大明堂，平成５年，３５２頁。

１ 明治４５年（１９１２年）の収支決算および塩田役割別の人員配置と賃金

美登屋に残る明治４５年の『深浦壱番濱大福帳』の記入項目は次のようになっている。最初に棟

梁，上浜子，佐手，放樋，夜釜，炊キ（かしき）等の浜子の名前・給料・前払い・休み・賃金支払

額などが記入され，次ぎに寄子の名前・前払い・労働実績・賃金支払額など，続いて人夫（臨時雇

用者）の名前・役割・賃金支払額など労働者についての記載がある。これに続いて雑費，酒，味

噌・醤油，石油，鍬，俵・叺・縄，石炭，米，蝋燭，運輸賃，組合費，桶屋又市，肥代，食塩，普

請，加地子などが示され，白紙部分が続いた後に大福帳の最後の辺りに惣計算（収支決算）が記入

されている。

岡山商大社会総合研究所報
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〈明治４５年決算表〉

入 之 座 出 之 座
塩 代 ４，１０８円６７銭０厘 人 夫 ７２９円６０銭９厘
肥 代 ５円００銭０厘 （浜子・寄子・人夫）
麦 代（加 地 子） ５円８８銭７厘 入 用（雑 費） ２２１円５１銭７厘

酒 ４０円７０銭０厘
醤 油 ・ 味 噌 ３１円４８銭８厘

計 ４，１１９円５５銭０厘 石 油 ９円８７銭０厘
鍬 ３０円４８銭７厘

叺（俵 ・ 叺 ・ 縄） ６１３円６１銭４厘

出 計 金 ３，３０１円３４銭１厘 炭（石 炭） ９６０円６３銭２厘
米 ５３０円９３銭４厘

蝋 燭 ３１銭２厘
運 賃（運 輸 賃） ６１円８８銭８厘
組 合 費 １３円６７銭０厘
又 市 ３０円１８銭０厘
（桶 屋 又 市）
普 請 ２６円４４銭０厘

純 利 益 ８１８円２０銭９厘 計 ３，３０１円３４銭１厘

注：決算表各項目の（ ）内は大福帳の本文に記入された該当の表示項目を示している。
なお，出計金と純利益の表示項目は本文にはないが，筆者が加えた。以下の表も同様
である。

① 明治４５年の収支決算

収支決算の部分は入之座と出之座に分けられ，各座には墨で上に金額，下に項目が示され，最後

に総合計が記入され，出之座の最後には純利益が朱で示されている。収支決算に示された項目を記

入順に示すと次の明治４５年決算表のようになる。

明治４５年の深浦壱番濱の純利益は８１８円２０銭９厘であり，総収入に占める純利益の割合を利益率

とすると（以下同様とする）この年の深浦壱番濱の利益率は１９．８６％である。塩田で作業する人々

は賄い付きを基本とするから，出之座に記載されている項目のうち，「人夫（浜子・寄子・人

夫）」，「酒」，「味噌・醤油」，「米」は塩田労働者への支払い賃金を構成する項目と考えられるの

で，これらの項目の合計額が実質的な支払賃金総額とみなされる。その合計額は１，３３２円７３銭１厘

であり，総支出３，３０１円３４銭１厘の４０．３７％を占めている。この比率（総支出に対する支払賃金総

額）を本稿では賃金支払い率と呼ぶことにする。
注；雑費の内容を検討すると，カンテラ，薪，釘などの塩田作業に必要な資材のほかに，ワカメ，さか

な，茶，大根などが購入されており，これらは副食として塩田労働者に提供されているので，実際の賃

金総額は上記の金額を少し上回るが，ここでは大福帳の「決算」に記された項目と金額を使用して支払

賃金総額を計算している。

② 明治４５年の塩田役割別の人員配置と賃金

芸予諸島の塩田では「浜子（はまこ）」および「寄子（よせこ）」は男女の塩田労働者の総称であ

り，「浜子」は男の塩田労働者を総称し，「寄子」は女子の労働者を総称する。美登屋の塩田の役割

分担には頭領（大工とも呼ぶ），上濱子，佐手，放樋，夜釜，炊キなどがあり，これらの労働者に

は年給あるいは給金が決められている。このほかに月切（月決めで給料が決められている者），人

夫として日切りで雇用される者（日雇い）などが『深浦壱番濱大福帳』に記されている。「寄子」

は女子の労働者が主であり，乾燥した塩を含んだ塩田の砂を集めたり，塩水を含んだ砂を一定の厚

さで塩田に広げたりする役割を担当する。「寄子」の賃金は出来高払（計算基準は拾濱，明治４５年

は拾濱１円）であり，常々雇用される者と臨時的に雇用される者とがある。臨時的に雇用される寄

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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役 割 氏 名 年給・月給・その他 実際支払金額
頭 領 津田 熊蔵 年給８９円，魚代１円３５銭，賞３０円，他 １１４円６９銭３厘
上濱子 西原 関蔵 給金８４円，魚代１円３５銭，別５円 ８６円７６銭４厘
佐 手 古林源太郎 給金７５円８０銭，魚代１円３５銭，賞１０円 ６８円５６銭
佐 手 高本 春吉 給金７５円８０銭，魚代１円３５銭，別１０円 ７３円２４銭
放 樋 津田 頼行 年給７１円，魚代１円３５銭，別１０円 ７１円３２銭７厘
夜 釜 村上関次郎 給金７５円８０銭，魚代１円３５銭 ５３円９２銭４厘
夜 釜 森本 勝平 給金７５円８０銭，９ヶ月魚代１円１４銭 ７０円８７銭３厘
炊 キ 津田信太郎 ５１円２０銭，魚代１円３５銭，別１円 ５１円２０銭８厘
寄 子 池本 たつ １７円１６銭
寄 子 濱田 きく １５円９２銭
寄 子 村上コウノ １５円６４銭
寄 子 村上 サカ １６円２４銭
寄 子 濱田 ユキ １６円２９銭

子には男もおり，上記の浜子もこの作業を行う。

明治４５年の深浦壱番濱での役割分担，担当者，年給，実際の支払い金額（表では実際支払金額。

原資料の大福帳には朱字で記入）などを大福帳の記入順に示すと，次のようになる。

この表のように明治４５年の浜子は８名，寄子は５名であり，これらの人たちは常勤の塩田労働者

である。この他に「人夫」の項目に，かねよ，岩吉（イワギ），池本梅太郎，岸田梅太郎，鶴吉，

森川松，五市，春吉，源太郎などの人たちが日雇いの寄子として雇用されたことが記されている。

これらの日雇いの寄子への支払賃金は５７円７７銭であり，常勤の塩田労働者への支払賃金７２９円６０銭

９厘を加えると明治４５年の支払賃金額は７２９円６０銭９厘となる。

２ 大正２年（１９１３年）の収支決算および塩田役割別の人員配置と賃金

美登屋には大正期の『深浦壱番濱大福帳』は残されていないが，それに代わる『壱番濱帳』が大

正２年から大正４年まで残っており，その内容は大福帳と同様であるので，これを使用して深浦壱

番濱の塩田経営の実態を示したい。大正２年の『壱番濱帳』の記入項目は，まず男の塩田労働者で

ある浜子の役割・名前・給料・前払い・休み・賃金支払額などが記入され，次に女の塩田労働者で

ある寄子の名前・給料・前払い・賃金支払額などが示され，臨時労働者である人夫の名前・役割・

賃金支払額が記入されている。続いて雑費，酒，味噌・醤油，石油，鍬，俵・叺・縄，石炭，米，

蝋燭，運輸賃，組合費，桶屋又市，肥代，食塩，普請，加地子麦と記され，明治４５年の『深浦壱番

濱大福帳』と殆ど同様の項目に分けて金額と内容が示されている。普請の項目には総額の記載がな

く，その後に新たに御寺倉庫費とふしんの項目が加えられ，内容と金額，総額が記されている。そ

して白紙部分が続いた後で壱番濱帳の最後の辺りに損益計算（収支決算）が記入されている。

① 大正２年の収支決算

収支決算の部分は入之座と出之座に分けられ，各部には墨で上に金額，下に項目が記され，入之

座の総合計のあとに出計（総支出額）と益（純利益）が示され，最後に折半金が記入されている。

出之座には新たに給料と御寺倉庫費の項目が加えられ，記入順が少し変更されているが，これらの

大正２年の収支決算に示された項目を明治４５年の『深浦壱番濱大福帳』の記入順に準じて示すと次

頁の大正２年決算表のようになる。

大正２年の深浦壱番濱の純利益は９１５円３０銭４厘であり，総収入は４，５４４円２６銭であるから，この

年の利益率は２０．１４％である。塩田労働者への支払い賃金とみなされる項目は「給料」，「人夫」，

岡山商大社会総合研究所報
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役 割 氏 名 年給・月給・その他 実際支払金額
頭 領 竹井忠兵衛 年給８９円，魚代１円３５銭，賞３０円，他 １０５円５０銭
上濱子 田中 秋蔵 年給８４円１０銭，魚代１円３５銭，賞６円 ８２円２６銭６厘
差 手 山本 一郎 年給７５円８０銭，魚代１円３５銭，賞５円 ７５円９８銭
夜 釜 治太郎 年給７５円８０銭，魚代１円３５銭，賞３円 ７８円５３銭７厘
日 釜 市太郎 年給７７円７０銭，魚代１円３５銭，賞３円 ７８円４９銭４厘

唯吉 給金７５円８０銭，魚代１円３５銭，賞３円 ７７円８８銭
末松 年給７９円９５銭，魚代１円３５銭，賞３円 ７０円８７銭３厘

かしき 福田 治助 年給４１円３０銭，魚代１円３５銭，賞１円 ５１円２０銭８厘
寄 子 村上トミノ １６円４０銭
寄 子 村上 サカ １５円９２銭
寄 子 村上コウノ １３円６０銭
寄 子 村上キワノ ６円５０銭
寄 子 竹井 数代 １５円５０銭

「酒代」，「醤油・味噌」，「米」であり，これらの項目の合計額は１，３８２円８１銭９厘で，総支出は３，６２８

円９５銭６厘であるから賃金支払い率は３８．１０％である。明治４５年と大正２年とを比較すると純利益

は８１８円２０銭９厘から９１５円３０銭４厘へと１８．８７％の増加であり，利益率は１９．８６％から２０．１４％へと

わずかな上昇であるが，賃金支払い率は４０．３７％から３８．１０％へと少し低下している。

② 大正２年の塩田役割別の人員配置と賃金

大正２年の深浦壱番濱での役割分担，担当者，年給，実際の支払い金額などは次のとおりであ

る。明治４５年の浜子がいなくなり，新しい浜子が塩田の作業を担当することになった。これは，

「芸予諸島の塩田では棟梁が変わるとその下で働く浜子も代わることになる」という塩田慣行の例

を示すものである。

表から明らかなように大正２年の浜子は８名，寄子は５名であり，常勤の塩田労働者の数は明治

４５年と同じである。また日雇いの寄子として利市，米吉，おけい，浅吉（イワギ），関蔵，芳太

郎，スガ，とめ，の８名が雇用されており，「人夫」の項目にはこれらの日雇いの寄子への支払賃

〈大正２年決算表〉

入 之 座 出 之 座
塩 代 ４，５３５円４６銭 給 料 ７３７円９５銭
肥 代 ５円 人 夫 ２０円４３銭
加 地 子 麦 ３円８０銭 雑 費 １３９円６７銭８厘

酒 代 ５９円９２銭
醤 油 ・ 味 噌 ３３円４３銭

計 ４，５４４円２６銭 石 油 ９円７０銭２厘
鍬 ３０円９０銭９厘

俵 ・ 叺（・ 縄） ５４７円４８銭５厘

出 計 金 ３，６２８円９５銭６厘 石 炭 １，１２５円１４銭３厘
米 ５３１円０８銭９厘

蝋 燭 ４５銭５厘
運 輸 賃 ６６円７６銭８厘
組 合 費 １２円１３銭７厘
又 市 ３４円０９銭８厘
（久 保 又 市）
普 請 ２３２円７２銭２厘
御 寺 倉 庫 費 ４７円

純 利 益 ９１５円３０銭４厘 計 ３，６２８円９５銭６厘
折 半 金 ４５７円６５銭２厘

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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〈大正３年決算表〉

入 之 座 出 之 座
塩 代 ４，２３５円８４銭 給 料 ７３８円１０銭６厘
肥 代 ５円 人 夫 賃 ２７円１４銭
加 地 子 ３円２４銭 雑 費 ２７７円８７銭７厘

酒 代 ６２円４５銭２厘
ミ ソ ・ 醤 油 ４０円６９銭

計 ４，２４４円０８銭 石 油 １２円４７銭４厘
鍬 １３円６２銭９厘
菰 ４３３円７３銭６厘

出 計 金 ３，２１７円０９銭１厘 石 炭 ９３７円０３銭８厘
米 代 ３９４円７５銭８厘
ロ ー ソ ク ５１銭
運 賃 ５６円７２銭
組 合 費 １０円７９銭６厘
桶 屋 ３１円８６銭
普 請 １６９円８７銭５厘
瀬 戸 田 組 合 費 ９円４３銭

純 利 益 １，０２６円９８銭９厘 計 ３，２１７円０９銭１厘

金合計は記入されていないが，損益計算の座からみると２０円４３銭であった。常勤の塩田労働者への

支払賃金は７３７円９５銭であるから，合計７５８円３８銭が大正元年の支払賃金額となる。

３ 大正３年（１９１４年）の収支決算および塩田役割別の人員配置と賃金

大正２年の『壱番濱帳』の記入項目は大正２年の『壱番濱帳』の記入項目から御寺倉庫費を除い

て瀬戸田組合費を加えたものであり，記入順もほぼ同じである。まず男の塩田労働者である浜子の

役割・名前・給料・前払い・休み・賃金支払額などが記入され，次に女の塩田労働者である寄子の

名前・給料・前払い・賃金支払額などが示され，臨時労働者である人夫の名前・役割・賃金支払額

が記入されている。続いて雑費，酒，味噌・醤油，石油，鍬桶類，菰，石炭，米，蝋燭，運輸賃，

肥代，桶屋又市，食塩，普請，加地子麦，瀬戸田組合費の項目に分けて金額と内容が示されてい

る。そして最後に損益計算（収支決算）が入之座と出之座に分けて記されている。

① 大正３年の収支決算

大正３年の収支決算は入之座と出之座に分けられ，墨で上に金額，下に項目が示され，入之座で

は総合計のあとに総支出額と純利益が示され，大正２年の折半金の項目が除かれている。出之座で

は大正２年の御寺倉庫費の項目が除かれ，最後に瀬戸田組合費が加えられているが，大正３年の収

支決算に示された項目の記入順は明治４５年の『深浦壱番濱大福帳』の記入順とほぼ同じであり，次

の大正３年決算表のようになっている。

大正３年の深浦壱番濱の純利益は１，０２６円９８銭９厘であり，総収入は４，２４４円０８銭であるから，こ

の年の利益率は２４．２０％である。塩田労働者への支払い賃金とみなされる項目は「給料」，「人夫

賃」，「酒代」，「ミソ・醤油」，「米代」であり，これらの項目の合計額は１，２６３円１４銭６厘となり，

賃金支払い率は３９．２６％である。大正２年と大正３年を比較すると純利益は９１５円３０銭４厘から１，０２６

円９８銭９厘へと１２．２０％の増加であり，利益率は２０．１４％から２４．２０％へと４％ほどの増加であり，

賃金支払い率は３８．１０％から３９．２６％へと少し増加した。

岡山商大社会総合研究所報

－５０－



役 割 氏 名 年給・月給・その他 実際支払金額
頭 領 竹井忠兵衛 年給９５円，魚代１円３５銭，賞３０円，他 １１７円１０銭
上濱子 泉本 福市 年給８９円６０銭，魚代１円３５銭，賞８円 ９８円３８銭
差濱子 田尾 吉芳 年給８０円８０銭，魚代１円３５銭，賞４円 ８６円７３銭９厘
夜 釜 山本 一郎 年給８０円８０銭，魚代１円３５銭，賞５円 ８５円５４銭２厘
放 樋 西村 嘉市 年給７５円５０銭，魚代１円３５銭，賞３円 ８２円７８銭７厘
かしき 福田 治助 給金４３円８０銭，魚代１円３５銭 ４６円
月 切 末松 ６５円，５ヶ月，１３円宛 ６５円
日 釜 勘助 年給８２円７０銭，魚代１円３５銭，賞４円 ８７円０９銭５厘
寄 子 村上トミノ ９円２０銭
寄 子 村上 サカ １４円６０銭
寄 子 村上コウノ ８円４０銭
寄 子 竹井カヅヨ １９円５０銭

② 大正３年の塩田役割別の人員配置と賃金

大正３年の深浦壱番濱での役割分担，担当者，年給，実際の支払い金額などは次のとおりであ

る。

表から大正３年の浜子は８名，寄子は４名であり，常勤の塩田労働者の数は大正２年に比べて１

名減少している。また日雇いの寄子として，こめ，山本廣代，関蔵，角三郎，勘吉，米吉，村上関

次郎，村上源太郎，スガ，ハル，末松の１１名が雇用されており，日雇いの寄子への支払賃金合計は

損益計算の出之座から２７円１４銭であったことがわかる。常勤の塩田労働者への支払賃金は７３８円１０

銭６厘であるから，合計７６５円２４銭６厘が大正３年の支払賃金額となる。

４ 大正４年（１９１５年）の収支決算および塩田役割別の人員配置と賃金

大正４年の『壱番濱帳』の記入項目は大正３年の『壱番濱帳』の記入項目に濱子賞，御寺倉庫，

折半金の項目を加えて，瀬戸田組合費を除き，雑費を入用の表記に変えているが，記入順はほぼ同

様である。まず男の塩田労働者である浜子の役割・名前・給料・前払い・休み・賃金支払額などが

記入され，次に女の塩田労働者である寄子の名前・給料・前払い・賃金支払額などが示され，臨時

労働者である人夫の名前・役割・賃金支払額が記入されている。続いて入用，酒，味噌・醤油，石

油，鍬桶，俵・菰，石炭，米，ローソク，運賃，組合費，肥代，桶屋又市，食塩，普請，加地子，

御寺倉庫，二之座・普請の項目に分けて金額と内容が示されている。そして最後に計算（収支決

算）が入之部と出之部に分けて記されている。

① 大正４年の収支決算

大正４年の収支決算は出之部と入之部に分けられ，大正３年と同様に墨で上に金額，下に項目が

示されている。大正３年の収支決算と比べると，出之部では御寺仲仕賃の項目が除かれ，最後に瀬

戸田組合費が加えられ，給料を濱子の表記に変え，人夫賃を寄子・人夫賃としている。入之部では

加地子麦に代え雑収入が入れられ，総合計のあとに益金（純利益）が示され，折半金の項目が加え

られている。大正４年の収支決算の記入順は大正３年の『壱番濱帳』の記入順とほぼ同じであり，

次頁の大正４年決算表のようになる。

大正４年の深浦壱番濱の純利益は１５０円２８銭であり，総収入は３，５９０円９８銭２厘であるから，この

年の利益率は４．１８％である。塩田労働者への支払い賃金とみなされる項目は「濱子」，「濱子賞」，

「寄子・人夫賃」，「酒」，「味噌・醤油」，「米」であり，これらの項目の合計額１，１９７円０２銭３厘と

なり，賃金支払い率は３４．８０％である。大正３年と大正４年を比較すると純利益は１，０２６円９８銭９厘
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役 割 氏 名 年給・月給・その他 実際支払金額
頭 領 竹井忠兵衛 年給８４円５０銭，魚代１円３５銭，賞３０円，他 ８３円９２銭５厘
上濱子 政吉 年給８０円，魚代１円３５銭，賞１０円 ８１円３５銭
差濱子 泉本 福市 年給８０円，魚代１円３５銭，賞５円 ８２円９１銭８厘

山本 一郎 年給７６円，魚代１円３５銭，賞５円 ７７円３５銭
西村 嘉市 年給６９円７５銭，魚代１円３５銭，賞１円 ７３円１６銭６厘

日かま 岡田 貞八 年給７６円，魚代１円３５銭，賞１円 ８０円３６銭８厘
夜かま 宮本 勘助 年給７２円，魚代１円３５銭，賞１円 ７３円０１銭４厘
かしき 大助 年給３９円，魚代１円３５銭，賞２円 ４０円３５銭
寄 子 寺下しげの ６円４６銭
寄 子 村上 サカ ７円０３銭
寄 子 村上 スガ １５円４８銭５厘
寄 子 山本 白代 １３円３９銭５厘
寄 子 竹井カヅヨ １３円１１銭

から１５０円２８銭へと８５．３７％の大幅な減少であり，利益率は２４．２０％から４．１８％へと２０％ほどの急激

な減少である。賃金支払い率も３９．２６％から３４．８０％へとかなり低下したが，これは濱子などの賃金

が引き下げられたことも関係している。

② 大正４年の塩田役割別の人員配置と賃金

大正４年の明治４５年から大正４年までのでの役割分担，担当者，年給，実際の支払い金額などは

次のとおりである。

表から大正２年の浜子は８名，寄子は５名であり，常勤の塩田労働者の数は大正３年に比べて１

名増加している。この年には浜子の年給が１０％ほど，寄子の賃金が５％引き下げられている（拾濱

１円から９５銭へ）。また日雇いの寄子，大工，屋根屋などとして，おじゅう，おさき，村上源太

郎，村上関次郎，亀，津國春吉，芳夫，村上角太郎，池本松太郎，亀次郎の１０名が雇用された。こ

れらの日雇いと常勤の寄子への支払賃金合計は１０２円３３銭５厘であり，浜子への支払賃金５９５円２１銭

〈大正４年決算表〉

入 之 部 出 之 部
塩 代 ３，５６７円３０銭 濱 子 ５９５円２１銭７厘
肥 代 ５円 濱 子 賞 ５７円００銭０厘
雑 収 入 １８円６８銭２厘 寄 子 ・ 人 夫 賃 １０２円３３銭５厘

入 用 ２９６円６７銭５厘
酒 ６９円３５銭８厘

計 ３，５９０円９８銭２厘 味 噌 ・ 醤 油 ３７円０２銭０厘
石 油 １３円４４銭０厘

鍬 ３７円８６銭５厘

菰 ４４４円９２銭８厘
石 炭 ７９０円４５銭６厘

米 ３３６円２８銭３厘

出 計 金 ３，４４０円７０銭２厘 ロ ー ソ ク ６０銭０厘
運 賃 ４０円１０銭２厘
組 合 費 ９円１６銭７厘
桶 屋 ３３円００銭０厘
御 寺 仲 仕 賃 １０円１７銭５厘
普 請 ５６７円０８銭１厘

純 利 益 １５０円２８銭 計 ３，４４０円７０銭２厘
折 半 金 ７５円１４銭
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年 総 収 入 総 支 出 純 利 益 利 益 率 支払賃金総額 賃金支払率
明治４５年 ４，１１９円５５銭０厘 ３，３０１円３４銭１厘 ８１８円２０銭７厘 １９．８６％ １，３３２円７３銭１厘 ４０．３７％
大正２年 ４，５４４円２６銭０厘 ３，６２８円９５銭６厘 ９１５円３０銭４厘 ２０．１４％ １，３８２円８１銭９厘 ３８．１０％
大正３年 ４，２４４円０８銭０厘 ３，２１７円０９銭１厘 １，０２６円９８銭９厘 ２４．２０％ １，２６３円１４銭６厘 ３９．２６％
大正４年 ３，５９０円９８銭２厘 ３，４４０円７０銭２厘 １５０円２８銭０厘 ４．１８％ １，１９７円２１銭３厘 ３４．８０％

７厘と賞５７円をあわせると，合計７５４円５５銭２厘が大正４年の支払賃金額となる。

５ 明治４５年から大正４年までの経営状態について

ここで明治４５年から大正４年までの深浦壱番濱の経営状態をみるために総収入，総支出，純利

益，利益率，支払賃金総額，賃金支払額を一覧表にすると次のようになる。

表に示されるように明治４５年から大正３年までの３年間は深浦壱番濱の経営状態は順調であった

と考えられる。総収入と総支出は変化しているが，純利益は増加しており，利益率（総収入に占め

る純利益の割合）も上昇している。しかし，大正４年になると総収入がかなり減少し（前年の１５．３９％

減），総支出が少し増加しているため（前年の６．９５％増），純利益は大幅に減少している（前年の

８５．３６％減）。これは深浦壱番濱塩田の大幅な改修工事（土手普請４５０円０４銭７厘）と塩倉新築（倉

普請１１６円４０銭９厘）が行われた結果と考えられ，総支出中の普請への支出は前年の２３３．８２％増と

なっている。さらに，総支出の内訳を検討してみると，浜子や寄子の賃金の引下げが行われ，塩田

労働者への支払賃金額は減少しているが，その他の人夫賃（大工・屋根屋など）が急増している

（前年の２７７．０６％増）。このことから，この年の賃金引下げは塩田の改修工事に伴うものであり，

改修工事中は塩の生産が出来ないため，塩の生産量が減少し，総収入が減少したことが推測され

る。それゆえに，大正４年の大幅な純利益の減少は一時的なものであり，深浦壱番濱の経営状態の

悪化を示すものではない。

お わ り に

以上，美登屋村上家による明治４５年から大正４年までの深浦壱番濱塩田の経営について，決算表

を示し，塩田で働く労働者について役割別の人員配置と賃金などを表にして示した。美登屋の大福

帳と壱番濱帳は太陽暦を基準にして記入されているが，塩の生産はその年の２月に始まり，次の年

の１月に終わることになっているので，現在の暦年と異なることを付記しておく。なお，他の類似

の塩田との比較，当時の地域経済における位置づけなど残された課題は多いが，紙面等の制約のた

め，これらの分析は別の機会にしたい。

主要参考資料

生名村，村上麟祥氏所蔵の『深浦壱番濱大福帳』明治３６年，明治３８年，明治４５年，『壱番濱帳』大正２年，大

正３年，大正４年。

村上昌俊氏所蔵の『深浦壱番濱大福帳』明治３９年，明治４０年，明治４１年，明治４２年，『東村上氏 大福帳』明

治３９年。

岩城村誌編集委員会『岩城村誌 下巻 現代編』昭和６１年１０月。

伯方町誌編纂会『伯方町誌』昭和６３年１０月。

廣山堯道『塩の日本史』雄山閣出版，平成２年５月。

相良英輔『近代瀬戸内塩業史研究』清文堂，平成４年（１９９２年）５月。

重見之雄『瀬戸内塩田の所有形態』大明堂，平成５年２月。
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芸予諸島ならびに周辺地域の中世五輪塔

��安芸・備後の花崗岩製五輪塔を中心として��

（佐 藤 昭 嗣）

１．は じ め に

芸予諸島ならびにその周辺地域には中世の石造物が数多く残されており，主な種類として層塔・

宝塔・宝篋印塔・五輪塔・板碑などの石造塔婆と石仏がある。これらは石造美術あるいは金石史の

研究対象として注目され，１９３０年代後半（昭和１０年代）以来，個別に紹介されてきた１）。ところが

１９６８（昭和４３）年，河合正治氏は西大寺流律宗の瀬戸内への展開を詳細に論じるなかで，鎌倉時代

後期の紀年銘をもつ石造物のいくつか（すべて花崗岩製）が，律僧の活動に伴って造立された可能

性を示唆し，当地域の中世石造物への新たな歴史的視点を提示した２）。この視点は中尾堯氏に引き

継がれ，備前・備中・備後の石塔銘などから勧進聖の宗教的系譜とその活動を跡付けるなかで，鎌

倉時代後期の造寺造塔と西大寺流律宗との関係が，より強く認識されることとなった３）。

一方，広島県内の紀年銘を有する中世石造物の集成が進められ４），また市史編纂や荘園調査に

伴って，一部の地域で石造物の悉皆調査が始められ５），形態・規模・石材・造立目的・造立主体な

ど石造物自体の情報が次第に集積されてきた。さらに近年，鎌倉時代中頃から伊予の白石とよばれ

る凝灰岩で作られた伊予産の五輪塔が，芸予諸島周辺から備中西部にかけて広く分布することが指

摘され，硬質の花崗岩製石塔が一般化する以前の様子も明らかにされつつある６）。このことは，当

地域における石塔総体の型式学的分類と，その分布・変遷を考古学的手法で分析することによっ

て，石造物を用いて宗教史の分野はもちろんのこと，中世商工業史の一端にも迫れる可能性を示す

ものである。しかし現段階では，計測値・実測図・石材の同定など，分析の前提となるデータが極

めて少ないのが実情である。

そこでまず本稿では，中世を通じて最も普遍的に存在する五輪塔，なかでも出現期（ここでは鎌

倉時代後期～南北朝時代）の花崗岩製大型五輪塔に焦点を当て，形態的特徴，出現の時期と展開，

技術的系譜を実測調査のデータに基づいて探ってみたい。ただ，現時点で筆者が直接調査し得た資

料が，尾道市周辺から生口島に限られるため，あくまでも安芸・備後を中心とした試論であること

を付言しておきたい。

２．安芸・備後の大型五輪塔

（１）光明坊五輪塔２基（第１図・第２図）

広島県豊田郡瀬戸田町御寺（生口島）にある光明坊（現在真言宗泉涌寺派，江戸時代には仁和寺

末）の境内西側に，南から法然上人・如念尼・松虫・鈴虫の墓と伝えられる４基の花崗岩製五輪塔

が，東面して南北に並ぶ。北側（向かって右側）の２基は近世に下るもので，ここでは中世前期の

南側２基を取り上げ，南端のものを光明坊五輪塔①，北隣を光明坊五輪塔②と仮称することとす

る。２基とも精緻な加工と端正な姿で，それぞれ粗い成形の切石基壇上に据えられているが，基壇

は当初のものかどうか不明である。

五輪塔①（第１図）は地輪から空輪までの高さ（以後，塔高と称する）１５２cm，地輪は低めで幅

６１，０cm，高さ３８，５cm，上面にはわずかな膨らみ（水垂勾配）を作っている。水輪はほぼ中央に最

大径がある球形で，幅５３，５cm，高さ４０，７cmである。火輪は低く，軒は厚いが全体がゆるやかに
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反って，軽快な雰囲気に作る。火輪幅５５，５cm，火輪高３２，３cmで，軒端はやや内傾ぎみに立ち上

がっている。風・空輪は一石で彫成され，全体の高さ４０，５cm，風輪幅２９，５cm・高さ１６，０cm，空輪

幅２８，５cm・高２４，５cmを測る。風輪は下半部にたっぷりとした丸みをもって安定感があり，空輪は

伸びやかに立ち上がっている。五輪の四面には五大四門の種字が彫られており，鎌倉期に一般的な

雄渾な梵字に比べてやや小ぶりな印象を受けるが，明瞭な薬研彫りの手法が使われている。

五輪塔②（第２図）も①とほぼ同形・同大であるが，細部で違いがみられる。塔高１５０，０cm。地

輪は低めで幅６２，０cm，高さ４０，５cm，上面に高低差１，０cmの水垂勾配を作り，側面の高さは３９，５cm

を測る。水輪は最大径が下半部に下がった下膨れ形で，幅５３，０cm，高さ３９，５cmである。火輪は幅

５４，５cm・高さ３２，５cmで，①と近似した数値を示すが，見た目には①に比べて高い印象を受ける。

軒の反りは比較的ゆるやかで，隅部の反りを強調する傾向がみられる。風・空輪は１石で彫成され

全体の高さ３７，５cm，風輪幅３０，０cm・高さ１６，５cm，空輪幅２７，５cm・高さ２１，０cmを測る。風輪は①

と同様，下半部に安定感があり，空輪も基部の幅が大きくどっしりとした印象を与える。五輪の四

面には大日法身真言が①と同じ技法で刻まれている。

境内には五輪塔のほか永仁２（１２９４年）年銘の石造十三重層塔と石槽２基，層塔基礎の西に接し

て別の石造物の台座と思われる直方体の切石が存在する。この切石の側面には，「永仁六年戊
戌／四月

廿九日造立之／願主 名善／大工 心阿」の刻銘がある７）。なお，十三重層塔は叡尊の弟子，忍性

の造立と伝えられている８）。

（２）西国寺三重塔脇五輪塔（第４図）

広島県尾道市西久保町の西国寺（真言宗醍醐派，江戸時代には仁和寺末）境内の最高所，永享元

第１図 光明坊五輪塔①
（１／２０ 梵字は省略）

第２図 光明坊五輪塔②
（１／２０ 梵字は省略）

第３図 光明寺墓地五輪塔①
（１／２０）
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第４図 西国寺三重塔脇五輪塔（１／２０） 第５図 今高野山塔の岡五輪塔（１／２０）

（１４２９）年建立の木造三重塔の北東脇に，総高２９０cmを越す花崗岩製の大型五輪塔がある。瀬戸内

地域最大規模の五輪塔で，前後２石からなる繰形座の上に乗った，重量感あふれる姿は壮観であ

る。繰形座は一辺１４６，０cm，高さ２１，０cm以上（周囲に敷石がめぐり，下端が確認できない）で，

ゆるやかに反転する繰形が作り出されている。

五輪塔本体の高さ（塔高）は２６９，０cm，地輪は裾が広がって安定感があり，側面を台形に作って

いる。地輪幅は上辺が９６，０cm，下辺が１０２，０cm，高さ６６，５cmで側面の高さは６５，０cmを測り，地輪

上面には丸みをもって傾斜した高低差１，５cmの水垂勾配がみられる。水輪はやや肩が張り，幅９２，５

cm，高さ７１，５cmである。火輪は幅８４，０cm，高さ５４，０cmで，軒端はほぼ垂直に立ち上がり，隅部

を強く反らしている。風・空輪は１石で彫成され，全体の高さは７７，０cmと水輪の高さを上回り，

風輪幅５７，８cm・高さ３３，０cm，空輪幅５１，２cm・高さ４４，０cmを測る。風輪下半部はたっぷりとした

曲線を描き，空輪は安定感ある宝珠形である。
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（３）今高野山塔の岡五輪塔（第５図）

広島県世羅郡甲山町の今高野山境内，塔の岡とよばれる小丘上に所在する。ここには，元亨３

（１３２３）年久代了信によって多宝塔が建立されたとされ９），寺伝ではこの五輪塔を「願主（久代了

信）の墓」と伝える。自然石を積んだ塚状の高まりに立つが，近年，別石で塚を覆う整備がなさ

れ，塚の状況は観察できなくなっている。

塔は花崗岩製で，西国寺三重塔脇五輪塔・福善寺墓地五輪塔２基と同様，繰形座をもつ大型五輪

塔である。総高２３２，５cm，塔高２１３，０cm。地輪は�・�と同様，裾の広がるタイプで，幅は上辺
７９，０cm・下辺８２，０cm，高さ５３，０cm，側面高５２，０cmである。上面には高低差１cmの水垂勾配を有

する。水輪は幅７４，０cm，高さ５９，０cmで，やや肩が張る。火輪は軒がゆるやかに反り，四隅の反り

を強調している。幅７０，０cm，高さ４５，５cmを測る。風・空輪は一石で作り，全体の高さ５５，５cm，風

輪幅４３，０cm・高さ２３，０cm，空輪幅３８，０cm・高さ３２，５cmである。風輪は下半部がたっぷりとした

曲線を描き，空輪下半は丸みが少なく，伸びやかに立ち上がっている。繰形座は前後２石からな

り，幅１１８，０cm，上辺８８，０cmで，繰形は豊かな曲線を描いている。当五輪塔の石材は良質で風化

も少なく，彫成も丁寧である。全体の雰囲気は西国寺塔に似ており，西国寺塔を２割縮小し，やや

華奢にした感じである。

（４）福善寺墓地五輪塔２基（第６図・第７図）

尾道市長江１丁目に所在する福善寺の裏山墓地に，ほぼ同形・同大の花崗岩製大型五輪塔が２

基，東面して南北に並んでいる。２基とも前後に２石を組み合わせた繰形座をもち，それぞれ南

塔・北塔と仮称することとする。福善寺は寛永７（１６３０）年にこの地に移転した寺で，墓地は西国

寺山から南へ，尾道水道に向かって伸びる丘陵上に広がり，江戸時代後期から現代までの墓碑が密

集している。この一帯は時宗の丹花寺跡と伝えられ１０），また中世には丹花城があり，２基の五輪塔

は城主持倉則秀・則保父子の墓とされている。しかし五輪塔は明らかに１４世紀に遡るものであり，

中世末から近世初頭とされる持倉父子伝承とは合致しない。両塔は明治初年まで，現在地よりやや

南に寄った地点，眼下に尾道水道を望み，東西に中世尾道浦の中心である長江・坊地の入江を一望

できる場所にあったが，山陽鉄道（現 JR山陽線）の建設に伴って，現在の位置に移設されたとい

う。

南塔（第６図）は総高２６７cm以上，繰形座を除いた塔高は２４６，０cmである。地輪は西国寺三重塔

脇五輪塔と同様，裾が広がって安定感があり，側面が台形を呈している。幅は上辺で９４，０cm，下

辺で９７，０cm，高さ６２，５cm，側面高６１，０cmで，上面に高低差１，５cmの水垂勾配がある。水輪は下膨

れで，幅８８，５cm，高さ６８，０cmを測る。火輪は全体に反りが強く，幅８２，０cm，高さ５２，０cmであ

る。風・空輪は一石で彫成され，全体の高さは６３，５cm，風輪幅５０，５cm・高さ２４，５cm，空輪幅４９，０

cm・高さ３９，０cmを測る。風輪は低めで，空輪も横に強く張って扁平気味である。繰形座は幅

１４６，０cm，上辺１０５，０cm，高さ２１cm以上（下端が土に埋まって計測不能）で，中段に繰形が彫成さ

れている。

北塔（第７図）は総高２６８，５cm以上，塔高は２５１，０cmである。地輪はやはり裾が広がり，幅は上

辺で９２，０cm，下辺で９５，５cm，高さ６０，０cm，側面高５８，０cmで，上面に高低差２，０cmの水垂勾配が

ある。水輪はやや下膨れ気味であるが，南塔ほど顕著ではない。幅９１，０cm，高さ６７，０cmを測る。

火輪は高く，軒の四隅が強く反り，幅８２，０cm，高さ５５，０cmである。風・空輪は一石で彫成され，

全体の高さ６９，０cm，風輪幅５２，０cm・高さ４７，０cm，空輪幅５１，０cm・４２，０cmである。繰形座は南塔

と同寸であるが，繰形の彫りがやや硬い。両塔は西国寺三重塔脇五輪塔に次ぐ規模で，繰形座や地

輪の形態など共通する特徴を有するが，西国寺塔に比べて石質が劣り，彫成もやや雑な印象を受け

る。
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（５）光明寺墓地五輪塔①（第３図）

尾道市東土堂町にある光明寺（浄土宗西山禅林寺派）境内の西側墓地に，歴代住職の墓とされる

花崗岩製の大型五輪塔が５基，南北に並んでいる。その内，南側の４基は慶長７（１６０２）年から宝

永元（１７０４）年に至る近世のもので，北端の１基には地輪に「逆修 聖海七十
六 ／応永五戊

�十一ニ日」

の紀年銘がある。近世の４基も江戸時代前半の五輪塔の変遷を知る上で，この上ない好資料である

が，ここでは応永５（１３９８）年銘五輪塔を，光明寺墓地五輪塔①と仮称して取り上げることとす

る。

五輪塔①は花崗岩切石の基壇上に立ち，基壇を含めた総高１９６，５cm以上（基壇下部は埋没してい

る），塔高１８５，５cmである。基壇の幅は７９，０cmで，石質や風化の度合いから当初のものと考えられ

る。地輪は高く，裾の広がりはなく，側面長方形である。地輪幅６２，０cm，高さ４７，０cm，上面は平

坦である。水輪は大きく，下膨れで，幅６２，５cm，高さ５０，０cm，水輪幅が地輪幅を上回っている。

火輪は幅５５，５cm，高さ３８，５cmで，軒は全体がゆるやかに反り，四隅の反りが強調されている。

風・空輪は一石で彫成され，全体の高さ５０，０cm，風輪幅３５，５cm・高さ１９，５cm，空輪幅３３，０cm・高

第６図 福善寺墓地南五輪塔（１／２０） 第７図 福善寺墓地北五輪塔（１／２０）
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さ３０，５cmを測る。風輪は下半部の張りが弱くなり，空輪は基部が太く形の崩れがうかがわれる。

全体に彫成が雑で，石質も低下している。

３．花崗岩製大型五輪塔の年代と系譜

次にそれぞれの五輪塔の年代とその系譜を検討してみたい。言うまでもないが，五輪塔は形態的

諸要素が比較的単純なため，時代を追った大まかな変遷は把握されながらも，詳細な編年は未だ確

立されているとはいえない。紀年銘を有する五輪塔が相対的に少ないという事実も，編年を一層困

難にしている。また，塔自体４～５石の各部を組み合わせているため，長い年月の間に組み合わせ

に変化を生じたり，残欠となったものが多いことも，全体の把握を困難にしている一因である１１）。

こうした状況のなかで事実，ここで取り上げた大型五輪塔の年代観も混乱をきたしている。たと

えば光明坊五輪塔２基には，鎌倉時代中期を下らないとする意見と南北朝時代とする見解があり，

少なくみても５０年前後，あるいはそれ以上の年代差がある。また，福善寺墓地五輪塔２基は，瀬戸

内を代表する１４世紀代の大型五輪塔であるが，従来あまり言及されることがなく，持倉氏父子の墓

との伝承に基づいて，戦国時代末から安土桃山時代という年代観が，地元では広く喧伝されてい

る。

さて，ここでは年代と系譜を考える手段として，五輪塔各部の形態ならびに寸法と比率に注目

し，鎌倉時代に花崗岩製の石塔が出現し，最も盛行した畿内，なかでも大和（奈良県）の有紀年銘

資料と比較することによって，その概略を把握したい。また，系譜を考える上で，芸予諸島を介し

て安芸・備後南部と関係の深い伊予の様相にも若干触れてみたい。

表１は大和の有紀年銘五輪塔と，埋葬あるいは供養された人物の没年が判明している五輪塔（い

ずれも花崗岩製）の各部の比率を示したものである１２）。表２はここで取り上げた安芸・備後の五輪

塔，表３は今治市を中心とする伊予の主要大型五輪塔１３）（花崗岩製）のものである。

まず表１の水輪幅と火輪幅の比に注目すると，鎌倉時代から南北朝時代にかけて，基本的には両

者はほぼ同一か，水輪幅が火輪幅より若干小さく設計されたようである。しかし，西暦１３００年を過

ぎるあたりから，そのなかに混じって水輪幅が火輪幅を凌駕するものが現れてくる。火輪幅を超え

る数値が１cm前後までの微小なものを除外して，仮に比率１，０２を超えるものだけをみると，その

計測値での差は２，５cmから７，５cmの範囲である。最も古いものは徳治２（１３０７）年銘をもつ蓮台寺

五輪塔である。すべてが意識的に設計されたものかどうか定かではないが，数値の大きなものはそ

の可能性が高いと思われる。

ところで絶対的なものではないが，一般的に地輪幅に対して地輪高の比率が大きいものほど新し

い傾向が見られるという。表１で大和の有紀年銘五輪塔の傾向をみると，まず，西大寺奥之院叡尊

塔の数値が０，６０と際立って小さいことがわかる（いわゆる地輪が相対的に低い）。叡尊の没年は正

応３（１２９０）年で，繰形座を有するこの五輪塔はその直後に墓塔として造立されたとされてお

り１４），鎌倉時代後期を代表する西大寺系五輪塔の祖形と位置付けられている。そして，それ以前を

個々に個性がみられる古式五輪塔とし，以後の五輪塔の多くは，少なからず叡尊塔の影響を受けつ

つ展開すると考えられている。叡尊塔以後の五輪塔をみると，直後に地輪高は比率を増して０，７０前

後を中心に推移し，南北朝期には一層その傾向を増すことがわかる。また，叡尊塔の地輪は安定感

のある裾広がりで，上面に水垂勾配を有することにも注意しておきたい。

さらに五輪塔を構成する４石の高さを比較してみると，叡尊塔は水輪が最も高く，風・空輪がそ

れに次ぎ，低くてほぼ同じ高さの地輪と火輪を合わせて絶妙のバランスで積まれている。以後地輪

高の比率が大きくなるに従って地輪の高さが水輪に迫る一方，不動院正和２（１３１３）年銘五輪塔以

降，風空輪の高さが水輪を凌駕するものが目立つようになる。これは前述の水輪幅が火輪幅を凌駕

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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表１ 大和紀年銘五輪塔一覧

番号 名称（所在） 年代 塔高（cm） 塔高：地輪幅 地輪高：地輪幅 水輪幅：火輪幅 地輪幅：火輪幅
７２ 興融寺 文永１０（１２７３） １７８．５ ３．０３ ０．７５ １．０２ １．０９
１０２ 西大寺奥之院叡尊塔 １２９０年没 ３３６．８ ２．５６ ０．６０ ０．９５ １．０５
９３ 西方院證玄塔 １２９２年没 ２３８．５ ２．８１ ０．６９ １．０１ １．０１
７７ 鎌倉坂墓所 永仁５（１２９７） １７９．５ ３．１２ ０．６９ ０．９５ ０．８９
８１ 〃 永仁５（１２９７） １５４．８ ２．７４ ０．６９ ０．９９ １．０５
２９ 極楽寺墓地 正安４（１３０２） ※１０７．８ ０．７２ ０．９９ １．０１
７４ 鎌倉坂墓所忍性塔 １３０３年没 ※２８１．９ ２．７０ ０．６７ ０．９６ １．０３
３１ 蓮台寺 徳治２（１３０７） ※２０９．５ ２．７７ ０．７３ １．０５ １．０８
１１９ 東大寺真言院 延慶２（１３０９） １８４．７ ３．２７ ０．７１ ０．９８ １．０５
３４ 不動院 正和２（１３１３） １５３．７ ２．７７ ０．６８ １．０２ １．０６
２３ 観音寺 正和３（１３１４） ２２５．０ ２．８０ ０．６８ １．０４ １．０５
２６ 天満宮前 正和４（１３１５） ２５１．１ ３．１２ ０．７２ １．１０ １．０５
９９ 西大寺奥之院慈真塔 １３１６年没 １９３．０ ２．６４ ０．６７ １．００ １．０６
１２３ 忍辱山墓地 元亨元（１３２１） ２０８．６ ２．７９ ０．７０ １．０４ １．０６
１００ 西大寺奥之院宣�塔 １３２５年没 １９１．９ ２．７１ ０．６９ １．０１ １．０６
３８ 極楽寺墓地 正中２（１３２５） １５５．３ ２．７７ ０．６８ ０．９９ １．０５
７５ 鎌倉坂墓所善願塔 １３２６年没 １９２．８ ２．７０ ０．７０ ０．９９ １．０６
６６ 教弘寺 正慶２（１３３３） １２１．４ ２．８４ ０．７２ １．００ １．０４
３０ 極楽寺墓地 正平３（１３４８） １９７．１ ２．７１ ０．６７ １．００ １．０７
８６ 八幡寺跡 貞和５（１３４９） １６９．６ ２．９６ ０．７６ １．０６ １．０５
４８ 来迎寺 観応２（１３５１） １７０．０ ２．９０ ０．７４ １．０４ １．０４
７ 大蔵寺 正平６（１３５１） １３９．０ ２．７８ ０．７２ ０．９９ １．０６
１７ 福寿院跡 正平１３（１３５８） １０１．５ ２．８２ ０．７５ １．０２ １．０２
７０ 長楽寺 正平１３（１３５８） ※２１３．７ ３．１０ ０．８９ １．０２ １．０８
４７ 来迎寺 貞治４（１３６５） １８０．５ ３．０６ ０．７９ １．０５ １．０５
４５ 〃 正平２３（１３６８） １５３．３ ３．０７ ０．７７ ０．９９ ０．９３
４６ 〃 建徳元（１３７０） １５９．４ ２．７２ ０．７７ １．０６ １．１３

表３ 伊予五輪塔一覧

番号 名称（所在） 年代 塔高（cm） 塔高：地輪幅 地輪高：地輪幅 水輪幅：火輪幅 地輪幅：火輪幅
１３ 石手寺 ２３７．８ ２．５７ ０．５９ １．０３ １．１１
１ 乗禅寺 正中３（１３２６） １８６．３ ２．６６ ０．７４ １．０８ １．１７
４ 〃 １４０．０ ２．６９ ０．７０ １．０７ １．１２
１１ 馬場 嘉暦元（１３２６） ２１３．０ ２．７２ ０．６７ １．０７ １．１２
１０ 覚庵 ２１６．１ ２．７０ ０．６７ １．０２ １．０８
９ 〃 １９８．３ ２．７６ ０．６４ １．１６ １．１０
６ 中山神社 １６１．５ ２．５８ ０．６３ １．０５ １．１４

表２ 安芸・備後五輪塔一覧

番号 名称（所在） 年代 塔高（cm） 塔高：地輪幅 地輪高：地輪幅 水輪幅：火輪幅 地輪幅：火輪幅
１ 光明坊① １５２．０ ２．４９ ０．６３ ０．９６ １．１０
２ 〃 ② １５０．０ ２．４２ ０．６５ ０．９７ １．１４
３ 西国寺三重塔脇 ２６９．０ ２．６５ ０．６５ １．１０ １．２１
４ 福善寺墓地南塔 ２４６．０ ２．５４ ０．６４ １．０８ １．１８
５ 〃 北塔 ２５１．０ ２．６５ ０．６３ １．１１ １．１６
６ 今高野山塔の岡 ２１３．０ ２．５９ ０．６５ １．０６ １．１７
７ 光明寺墓地① 応永５（１３９８） １８５．５ ２．９９ ０．７６ １．１３ １．１２
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するようになる傾向と同じ動きのようでもある。

以上の点をふまえて，まず光明坊五輪塔２基を検討する。これらはいずれも火輪幅に対して水輪

幅が小さく，地輪の比率は０，６３（五輪塔①）・０，６５（五輪塔②）と相対的に低く，芸予諸島とその

周辺地域の花崗岩製五輪塔のなかでも，比較的古い様相をみせる。水輪などに形態的違いがみられ

るものの，両塔はほぼ同時期のものと考えられ，五輪塔②に刻まれた大日法身真言が出現期の五輪

塔に特徴的で，鎌倉時代中期以降急激にその数を減らし，五大種字を配する五輪塔と対になって存

在する例が目立つという指摘１５）も参照すべきであろう。具体的年代を与えるにはいささか躊躇する

が，大和の傾向や後述する他の五輪塔との関係から，ここでは一応，西暦１３００年前後に位置付けて

おきたい。

ところで，同じ光明坊境内の永仁２（１２９４）年銘石造十三重層塔の基礎西側に接して，「永仁六

年戊
戌四月廿九日造立之／願主 名善／大工 心阿」の銘をもつ花崗岩切石が，台石として利用され

ていることは前述した。十三重層塔造立の年から４年後の製作で，銘文の内容からも他の石塔台座

の残欠を転用したと考えるのが妥当である。『重要文化財光明坊石塔修理工事報告書』１６）の実測図か

らその寸法と形状をみると，長辺約８３cm，短辺約４２cm，高さ約２５cmの直方体で，長辺側の側面に

銘文が刻まれている。一石しか現存しないが，仮に同大の切石と前後に組み合わせれば，平面がほ

ぼ正方形の台座となる。試みに２基の五輪塔と組み合わせると，いずれの場合にも安定よく収まる

ようである。他に該当する石塔は現存せず，加工の丁寧さ，石質，風化の度合い，いずれをみても

五輪塔と組み合わせて違和感はない。永仁６（１２９８）年造立の銘も，前に推定した年代観と矛盾せ

ず，２基の五輪塔いずれかの台座である可能性は高いと考える。

大工心阿に関しては，三原市宗光寺の（永仁）２（１２９４）年銘七重層塔にも大工心阿とあり，同

名を記した石造物として兵庫県朝来町鷲原寺奥院の永仁４（１２９６）年銘不動石仏，神奈川県箱根山

中の正安２（１３００）年追銘宝篋印塔，同県鎌倉市安養院の徳治３（１３０８）年銘宝篋印塔がある。近

接した時期に関東から瀬戸内まで広域に広がる「心阿」を同一人物とする考えが有力で，箱根山中

の宝篋印塔が忍性と密接に関わることから西大寺系石工の一人と考えられている１７）。この説の当否

を判断する力は筆者にはないが，光明坊の十三重層塔を忍性造立とする伝承，同じく境内に残る２

基の石槽（石風呂か？）を含め，西大寺流律宗との関わりが随所にみられることは注意しておく必

要がある。

次に西国寺三重塔脇五輪塔，福善寺墓地五輪塔２基，今高野山塔の岡五輪塔について検討してみ

よう。これら４基に共通する特徴は，いずれも地輪の裾が安定感をもって広がり，側面が明確な台

形を呈することと，繰形座を有していることである。同じ特徴は，芸予諸島を隔てた愛媛県松山市

石手寺の大型五輪塔１８）にもみられることから，これも含めて考えてみたい。

この特徴は西大寺奥之院の叡尊塔に顕著であり，なかでも繰形座については，瀬戸内地域では尾

道・今治周辺を中心に分布し，西大寺流律宗の西方への伝播を示す指標と考えられている１９）。確か

に西大寺系五輪塔の一要素である繰形座の採用は，畿内以外ではこの地域に集中的にみられ，五輪

塔のみならず宝篋印塔などにも広範囲に用いられ，室町時代から江戸時代に至るまで，長くその伝

統を残すという展開を示している。

一方，裾の広がる地輪は，大和をはじめとする畿内では叡尊塔以後継承されず２０），叡尊塔に系譜

的には近いと考えられる西大寺奥之院の慈真・宣瑜の五輪塔も側面長方形となり２１），画一化へ向か

うようである。叡尊塔を形態や各部の比例の分析から一品生産的に作られたとする見解には肯ける

ものがある２２）。前述したように，叡尊塔以後の地輪の相対的高さが一気に高くなる現象も，一連の

動きを示すものかもしれない。こうした状況をみると，尾道周辺の４基と石手寺五輪塔の地輪の形

態はむしろ特異な存在であり，繰形座の採用とともに，叡尊の墓塔をできるだけ忠実に踏襲しよう

とした結果と考えることができよう。その背後には単に西大寺系五輪塔の伝播・普及という現象に

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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留まらず，造立者あるいは設計・加工した石工の意思が強く働いているとみなければならず，この

点は後に詳しく取り上げることとする。

さて，これら共通の特徴をもつ五輪塔も詳細に観察すると，規模はもちろんのこと，いくつかの

相違点があることに気づく。表２・３に記した比率によって叡尊塔と比較すると，石手寺五輪塔が

最も叡尊塔に近いようである。塔高をはじめ火輪幅を除く各輪の規模は叡尊塔のほぼ７割で，地輪

幅に対する地輪高の比率は０，５９（叡尊塔０，６０），地輪幅に対する塔高の比率も２，５７（叡尊塔２，５６）

と驚くほど近似している。ただ水輪幅は火輪幅を２，８cm程上回り，比率は１，０３で，火輪が相対的に

小さくなる傾向にある。

尾道周辺の４基は，石手寺五輪塔に比べいくつかの異なる要素がみられる。地輪の比率は０，６３～

０，６５と相対的に高さを増しているが，これは光明坊五輪塔の比率とほぼ一致する。地輪幅に対する

塔高の比率は２，５４～２，６５，火輪幅に対する水輪幅の比率も１，０６～１，１１と火輪が一層小さくなってお

り，全体としてより新しい要素が現れているようである。ここで火輪が小さくなると表現したが，

このことは表１・２・３の火輪幅に対する地輪幅の比率をみれば明らかで，水輪を大きく作るので

はなく，火輪を小さくすることによって，頂部に向かって幅が次第に逓減する塔姿を指向する動き

と考えられる。大和をはじめ畿内の五輪塔に比べ芸予諸島周辺のものにはこの傾向が強く，光明坊

五輪塔にすでにこの兆候がみられる。播磨にも同様の傾向がありそうで２３），更に詳細な検討を要す

るが，瀬戸内一帯の地域色といえるかもしれない。

この４基は相次いで造立されたと考えられ，前後関係を明確にはできないが，叡尊塔を直接意識

して設計されているとすれば，今高野山塔の岡五輪塔が最も原形に近いようである。塔高をはじめ

各輪の寸法は地輪高と火輪幅を除いて叡尊塔の６割強（６０～６３％）で設計され，現状では地輪幅に

対する塔高の比率が２，５９であるが，地輪高を叡尊塔と同じ比率に修正すれば２，５５となり，火輪幅を

除いて各輪の形態・比率とも叡尊塔に近似する。西国寺三重塔脇五輪塔は塔高で叡尊塔の８割の規

模であるが，各輪の縮尺にはばらつきがあり，特に風・空輪が巨大で水輪高を大きく上回ってい

る。また火輪四隅の反りを強調するなどデフォルメが加えられ，後出の感がある。福善寺墓地の２

基は塔高で叡尊塔の７割ないし７割５分であるが，いずれも石質・加工技術ともに前２基に比べ明

らかに低下しており，より後出の印象を受ける。全体に質的な低下がみられること，北塔の風・空

輪高が西国寺塔と同じく水輪高を上回ること，両塔のやや歪んだ水輪の形態などは，光明寺の応永

５（１３９８）年銘五輪塔への過渡的状況をうかがわせる。

ここで叡尊塔を直接的に模範とする五輪塔がこの地域に造立された背景について考えてみたい。

叡尊塔を忠実に写そうとする意思は，当然ながら叡尊と特別な関係をもち，彼あるいは彼の思想・

行動を尊崇する人物のものと考えるのが自然であろう。それは，この地域では尾道浄土寺を再興

し，瀬戸内における西大寺流律宗の中心的寺院として興隆した深教房定證をおいて外にない。

叡尊の直弟子である定證は，叡尊没後の永仁６（１２９８）年，尾道に来住し，叡尊自身が推進した

と同様の旺盛な勧進活動によって，尾道浦邑老光阿弥陀仏が造営した浄土寺の修造に着手した。嘉

元４（１３０６）年９月上旬に金堂が完成すると，大和西大寺２代長老である信空（慈真）を招いて盛

大な法要を行ったが，その際信空は６０余人の僧を率いており，山陽・山陰の律僧６０余人も参集し，

結縁を求めて幾千万の道俗が集まったという２４）。中尾堯氏は定證の信仰世界を考察するなかで，定

證と師叡尊の関係を次のように整理している。「定證は現実の生活感情を踏まえた上での成仏・不

成仏を，何よりも真剣に問いかけていったのである。これに対して叡尊は，仏子としての自覚と戒

律の遵守をもって答えた。また定證は，行動性を身上とする武士的な世界で宗教を受容しようとし

た。叡尊はこれに勧進による造寺造塔や社会事業による修善をもって応えた。さらに定證の叡尊に

対する態度は真実の仏に向かうがごとく，叡尊みずからも八〇歳の時に寿像を造り，胎内に弟子た

ちの名簿を収めるなどしている。これらの三点＝戒律・勧進・師の絶対的尊崇によって特徴づけら
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れる定證の叡尊に対する態度は，主君に対して絶対的な忠誠を誓い，平時には主君を助けて奔走

し，戦時には命を賭して主君のために戦うという，鎌倉武士の心情と相通ずるものである。しか

も，定證と叡尊との師弟のあり方は，当然のことながら百をもって数える他の弟子たちにも普遍す

るものである２５）。」

さて，上記のことを踏まえれば，尾道周辺でのこの種の五輪塔の成立契機としては，尊崇する師

の墓塔に似せて定證自身の塔婆の造立を考えるのが，最も自然であろう。浄土寺墓地には定證の墓

と伝えられる花崗岩製大型五輪塔が存在する。残念なことに破損が著しく，火輪の軒はほとんど欠

落し，地輪の傷みも激しい。ただ，残存する部分をみると鎌倉時代後期に遡る可能性は高く，規模

も西国寺三重塔脇五輪塔に近似した大規模なものである。注目すべきは，この五輪塔がやはり繰形

座に据えられ，地輪の裾はゆるやかに広がって水垂勾配を有し，さらには壇上積基壇上に立つこと

である。基壇の化粧石は五輪塔と同質で，造立当初のものと思われ、側面は束石で三区に分けられ

ている。これはまさに西大寺奥之院の叡尊墓の構造と酷似しており，定證墓が師の叡尊墓を強く意

識して造立された証左となろう。また，現段階で計測できた地輪幅に対する地輪高の比が０．６１と，

他の４基に比べ叡尊塔に極めて近いことも申し添えておきたい。

定證は，寺伝によると嘉歴２（１３２７）年６月２４日，９１才で没したと伝えられ，叡尊塔を直接模倣

しようとする動きが，１３２０年代前後にあったと考えることができる。その後，明徳２（１３９１）年の

『西大寺諸国末寺帳』に名を留め，浄土寺とも深い関係をもつ今高野山にも同じ型式の五輪塔が造

立され，さらにデフォルメされながら西国寺三重塔脇五輪塔から福善寺墓地五輪塔へと展開する。

それは１３２０年代前後から，南北朝時代にかけてのことと推察される。やがて光明寺の応永５

（１３９８）年銘五輪塔へと変化し，この頃を境に小型の花崗岩製五輪塔が急増する段階へと移行する

ものと考えられる。石手寺五輪塔については，尾道周辺のような具体的系譜をたどることは困難で

あるが，叡尊の直弟子には伊予出身の者が１１人と，大和をはじめとする畿内以外では紀伊とともに

例外的に多く，そうした直弟子の地元での活動と，造塔への意思を反映したものではなかろうか。

４．ま と め

以上，芸予諸島とその周辺地域での花崗岩製五輪塔の出現経緯を，五輪塔の型式とそれを取り巻

く歴史的背景から探ってきた。その結果，生口島光明坊の五輪塔２基が最も初現的なものであり，

その時期は西暦１３００年前後ではないかと推測した。同じ境内には，この地域への西大寺流律宗の伝

播を物語る最古の資料とされ，忍性造立伝承をもつ永仁２（１２９４）年銘十三重層塔，「永仁六年

大工心阿」銘の石塔残欠（五輪塔の台座と推定した）などがあり，五輪塔造立にも律僧の関与をう

かがわせた。

さらに，繰形座と裾が広がる地輪を有する特色ある大型五輪塔が，尾道周辺を中心にこの地域に

集中することに注目し，形態と五輪塔各部の計測値や比率から，単に西大寺系五輪塔の地方への伝

播という評価に留まらず，大和西大寺奥之院の叡尊墓五輪塔を積極的に写そうとする意思があった

のではないかと推察した。その契機は尾道浄土寺を再興した定證をはじめとして，師叡尊を「真実

の仏に向かうがごとく」尊崇した直弟子たちの地方での活動と，師にあやかろうとする特別の思い

に他ならない。そういう意味で，尾道周辺でのこの種の五輪塔の出現を浄土寺墓地の定證墓に求

め，今高野山塔の岡・西国寺・福善寺墓地の合計４基の造立年代を，定證の没年である１３２７年前後

から南北朝時代と推定した。定證墓五輪塔の実測調査が完了していないため，現段階でこれ以上踏

み込んだ検討はできないが，この点は，今後定證墓の詳細な調査と復元的考証に基づいて，改めて

考えてみたい。

ここでは，芸予諸島とその周辺における花崗岩製五輪塔の出現は西暦１３００年前後であり，尾道周
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辺ではその後，南北朝時代にかけて独自の展開を示すことが明らかになった。瀬戸内の代表的港

町・尾道では，鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて，浄土寺・天寧寺・西国寺など主要寺院の造

営・再建が相次いだ。当初は畿内からの技術導入があったであろうが，造寺・造塔に不可欠の石切

技術が，こうした背景のなかで早くからこの地に定着していったことは十分想像できる。その後室

町時代を通して，前代の技術的系譜を受け継いだ石工集団の活動も明らかになりつつあり２６），鎌倉

時代中期から分布のみられる伊予産凝灰岩製五輪塔が，花崗岩製五輪塔へと転換していく経緯も，

こうした動きと連動したものであろう。この点は稿を改めて考えてみたい。

本稿の作成にあたり，調査をご快諾いただいた光明坊・西国寺・福善寺・龍華寺・光明寺をはじ

め，資料の提供をいただき，また数々のご教示をいただいた松山市教育委員会と狭川真一氏に感謝

の意を表します。

注

１）川勝政太郎「安芸の光明坊と向上寺」『史迹と美術』第７３号 １９３６年１２月

川勝政太郎「尾道の浄土寺」『史迹と美術』第７４号 １９３７年１月

永山卯三郎『岡山縣金石史 続』１９５４年３月

２）河合正治「西大寺流律宗の伝播－瀬戸内海地域を中心として－」『金澤文庫研究』１４８号 １９６８年７月

３）中尾 堯「備州における勧進聖の系譜」『瀬戸内海地域の宗教と文化』１９７６年２月

４）是光吉基「芸備地方における中世石造物の研究」『瀬戸内海地域の宗教と文化』１９７６年２月

５）三原市史民俗編調査班『三原市の石造物』三原市役所 １９７９年

国立歴史民俗博物館『国立歴史民俗博物館研究報告－共同研究「中世荘園の現地調査－太田荘の石造遺

物」－』１９８６年３月

�元興寺文化財研究所『－日本自転車振興会補助事業による－中世庄園における寺社の研究調査報告書』

１９９６年

６）森 章「四国の五輪塔の系譜（伊予の白石の五輪塔）」『史迹と美術』第６９０号 １９９８年１２月

７）三原市史民俗編調査班『三原市の石造物』三原市役所 １９７９年

８）『芸藩通志』巻九十

９）「了信今高野多宝塔建立敬白文」（浄土寺文書）『広島県史』古代中世資料編Ⅳ所収

１０）『芸藩通志』巻三十三

１１）ここで取り上げた大型五輪塔は，単独で存在する場合はほぼ問題ないが，複数並存する場合は石質・形

態・風化の度合い等，詳細に検討し，基本的には本来の組み合わせを保っているとの判断の基に扱った。た

だし，梵字を有する光明坊五輪塔を除いて，水輪の天地については定かではない。よって，水輪について寸

法以外は検討の対象からはずした。

１２）�元興寺文化財研究所『－平成四年度日本自転車振興会補助事業による－五輪塔の研究調査概要報告』に

掲載の計測値に拠った。西大寺奥之院叡尊塔の寸法と本稿全般で取り上げる形態的特徴については，狭川真

一氏のご教示による。表中の番号は前記計測表の番号に一致する。

１３）�元興寺文化財研究所『五輪塔の研究－平成六年度調査概要報告－』に掲載の計測値に拠った。表中の番

号は前記計測表の番号に一致する。

１４）奈良六大寺大観刊行会『奈良六大寺大観 第十四巻 西大寺 全』１９７３年

１５）狭川真一「五輪塔の成立とその背景－出現期資料の分類を中心とした予察－」『元興寺文化財研究所研究

報告２００１』２００２年３月

１６）重要文化財光明坊石塔修理委員会『重要文化財光明坊石塔修理工事報告書』１９６８年９月

１７）是光吉基「芸備地方における中世石造物の研究」『瀬戸内海地域の宗教と文化』１９７６年２月

三原市史民俗編調査班『三原市の石造物』三原市役所 １９７９年

岡山商大社会総合研究所報
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１８）本稿で取り上げる石手寺五輪塔の形態的特徴については，松山市教育委員会より提供いただいた移転工事

の際の実測図と写真による。

１９）藤沢典彦「大田庄の石造遺品とその背景」『－日本自転車振興会補助事業による－中世庄園における寺社

の研究調査報告書』�元興寺文化財研究所 １９９６年

同 「律と石」『叡尊・忍性と律宗系集団』大和古中近研究会 ２０００年３月

２０）川勝政太郎『日本石材工芸史』１９５７年

狭川真一氏からもご教示いただいた。

２１）狭川真一氏のご教示による。

２２）奈良六大寺大観刊行会『奈良六大寺大観 第十四巻 西大寺 全』１９７３年

２３）�元興寺文化財研究所『－平成四年度日本自転車振興会補助事業による－五輪塔の研究調査概要報告』に

掲載の計測値に拠った。

２４）「定證起請文」（浄土寺文書）『広島県史』古代中世資料編Ⅳ所収

浄土寺修造の経緯については，中尾 堯「備州における勧進聖の系譜」『瀬戸内海地域の宗教と文化』１９７６

年２月，松井輝昭「西大寺流律宗展開の問題点－瀬戸内地域を中心に－」『芸備地方史研究』１３８号 １９８２

年１２月などで詳しく検討が加えられている。

２５）中尾 堯「備州における勧進聖の系譜」『瀬戸内海地域の宗教と文化』１９７６年２月

２６）佐藤昭嗣「西國寺の中世石造塔婆」『尾道西國寺の寺宝展』広島県立歴史博物館 ２００２年１１月発行予定

瀬戸内島嶼部の独自性と周辺地域との交流について（土井・村上・三好・岡嶋・喜田・佐藤）
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